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1）’’mutua1regulati㎝川の場としての学校

　「教育」を人間の存在と生涯の全体とかかわる「人問形成」として再把握しようとする理論

的試みを「人間形成論」と名付けるとすれば，それは，関連するあらゆる知見に対して自らを

開放しその知見にもとづく自己修正をくりかえさなければたらない。たとえば，r教育」が成

立する時間的地平を人間の生涯の全体にまで拡張するとすれば，ここには次のような新たな視
　　　　　　11＝l1
野が開かれる。

　人間の生涯の全体をパースペクティヴにくみこむかぎり，r教育」は，rこどもの発達」とか

かわるのみではたく，rおとたの発達」ともかかわる営為としてとらえ直されなけれぼならな

．い。こうして「おとなの発達」を理論的視野へくみいれることによって，人問形成論は，次の

二つの問いをたて，これにこたえるべく努めなければならたくなる。それは，第1には，「こ

どもの発達」とrおとたの発達」との時間的連関を，つまりはr生涯発達」のありようを間う

間いであり，さらに第2には，rこどもの発達」とrおとたの発達」との空間的相関を，つま

りは教育的働きかけがこのように働きかけられる者と働きかける者双方の発達に加える作用を
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間う間いである。後者の問いについては，われわれは，Erikson，E．H．のいう異世代問の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　llさ1“mutual　regulatiOn”というタームを手がかりにしてこれまでおよそ次のように考えてきた。

　趾iksonは，分析治療状況における分析者自身の自己分析・自己形成と、霞、者の分析・治癒と

の不可分な．信関や，逆転移を含む感情転移操作に関して精神分析理論の内部でこれまで蓄積さ

れてきたさまざまの知見を，治療状況を超えて一般化する仕方で，異世代間の“mutual

regu1ation”に関する論としてひきついでいる。“mutualregulation”というタームは，年長の

世代が，さまざまな働きかけを通して年少の世代の存在を“regu1ate”しr形成」することを

めざして，相手の存在に合わせて自分の存在を“regulate”し「形成」するという事態を指示

している。このように，異なった世代どうしの発達は，二つの組み合わせられた歯車のように
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閉＝P－114，相互にかみこみあっている（COgWhee1ing）のである。

　たとえば，こどもが人生の第1段階における危機を克服して「基本的信頼」の能力を身に

つけることと，その母親がわが子の成長を助成することを通して自分の人生における第7段階

における危機を克服し，“generatiVity”の能力を身につけることとは，互いに互いが成立す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　螂｛、甜．日田
るための不可欠の条件となり合っていて，切り離すことができたい。その意味で，Erikson

がくりかえし強調するように，「家族が赤ん坊を育てる」と同時に「赤ん坊が家族を育てる」

ともいわなけれぼならない。“mutua1regulation”は，このように，年長の世代の形成的働き

かけが年少の世代の発達ばかりではたく年長の世代自身の発達をも進めさせることを示すので

ある。

　さて，この“mutual　reguIation”に含まれる＜形成の相互性〉という観点は，教育の理論に

とってはきわめて目新らしいものである。教育の理論はこれまで，教育の目的や内容や方法を

問い，さらに，学習する主体のありようと活動へと問いをすすめてきた。この問いが，近代以

降，Comeniusに始まりRousseau，Pestalozzi，Herbartに至る古典的理論の展開，そして

それにひきつづき，「こどもから」（vom　Kinde　aus）を標語とする今世紀初頭の教育改革運

動を経て，こどもをそれたりの構成的認知主体としてとらえその主体のありようを問う理論の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制岬昭一制・舳口出現する今日の「認知革命」（CognitiVe　reVolutlon）に至るまでの理論化の過程を尊びいて

きた。この過程において，教授一学習がそのように形成的に働きかける者自身におよぼす形成

作用について正面から間われることはまずなかった。その意味で，“mutual　regulation’’は，

教育の理論においてはじめて，教育的相互行為論，教育関係論，さらには教育主体論を実質的

に展開する確実な手がかりを与えるものと評価することもできるのである。

　さらに，「教育」を異世代間の“mutuaI　regu1ation”と再把握することによって，このよう

た形成の主体であり対象でもある人間存在それ自体についても新たな把握が必要とたる。人問

の存在と形成とのかかわりを根源的・哲学的に解明してきたこれまでの様々の一多くの場合は

r教育人間学的」た一考察は，おしたべて，人間存在をr教育を必要としかつ教育の可能た存

在」（homo　educanduum　et　educabi1e，Erziehungsbed廿rftigkeit　und－mむglichkeit）として
　　嘔4．s昌．1刑H．価ヨ．s昌．1冊帖．1

とらえてきた。けれども，“mutual　regulation”という新たた視座からみるかぎり，人問は，

後続する世代への形成的働きかけを通してのみ真に人間として成長することの可能な存在であ

り，つきつめていえぱ，人間として生きるためには何等かの仕方で教育を担うことを避けるこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一」：｛1とのできない存在（homo　educans）であるともいわなければならないのである。

　とはいえ，“homo　educanduum”，“homo　educabi1e”，“homo　educans”という人間存在

のこの三つの根源的規定は，ばらばらの抽象的規定であるわけではたい。この三者はむしろ，
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具体的で日常的なさまざまの場面における“mutua1regulation”においてほかたらぬこの特殊

た相互行為を構成するたがいに不可欠で不可分な主体的人間的契機である。まとめていえぱ，

この三つの人間存在の規定は，人問の生の本質的な一つのありようを構成する不可分の，つま

り理論的抽象によってのみかろうじて分離可能な要件に関する規定であり，さらに，ほかなら

ぬそのありようにおいて現実化される人間存在の可能性の規定でもあるといえるのである。

　以上みてきたように，異世代間の“mutua1regu1ation”というタームは，人間形成論に，教

育と人間存在の双方を根底的に見直すことを可能にするきわめて実効的で戦略的た視座を提供

するのである。

　ところで，“mutua1regulatiOn”は，具体的にみれば，さまざまの異った社会領域において

それぞれに特殊な仕方で展開される。その場はたとえば，家庭，地域，学校，職場，もろもろ

の結社，仲間集団などである。しかしこのうち，現行の社会のうちで教育のためだけに専門化

した形で組織された最も巨大た社会領域は，ことわるまでもなく「学校」である。本稿では，

今日の学校における“mutual　regulatiOn”のありようとそのあるべき姿について可能なかぎり

論ずることにする。この考察には将来，他の社会領域，わけても「家庭」における“mutua1

regu玉ation”の考察などがひきつづかたければたらたい。本稿は，この一連の考察の出発点を

たすはずである。

2）視点と構成

　「教育」は，ともすれば制度化された「学校」の内部での営為に限定してとらえられがちで

ある。しかし，本稿では，“mutua1regu玉ation”としての人問形成という拡大されたr教育」

把握にもとづいて，ほかならぬこの“regulation”の特殊た場として学校をとらえ，その特殊

性の内実を把握することを試みる。本稿を「学校における“mutua1reguiation”」と題したゆ

えんである。

　ところで，今日の社会で「学校」は，それに投入される人員・時間・費用の社会的総量から

あきらかなように，全体社会の無視できない巨大で複雑た下位体系である。学校を全体として

対象的に把握することが困難であるのは，さしあたってはまずこの巨大さと複雑さのためであ

る。この困難を承知の」二でなお全体的・根底的に把握する視座を確保するためには，たとえば，

現行の制度の総体を一挙に相対化する比較文化的・比較社会的な観点に立つか，さもなければ

歴史的な観点に立つかのいずれかの方策を取るほかはたい。けれども，それは，理論的操作に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧三よって二次的に仮構される“marginal”た観点であるにすぎず，したがって，実際には，き

わめて不安定かつ不確定であり，恣意性を免れることもきわめて困難である。

　もっとも，今日では，r学校」を把握しようとするどのようた理論的試みもすべて，これま

でそれが把持してきた日常性ないし自明性という基本的た特質が根底から動揺し始めていると

いう社会的事実に直面しなければたらない。このような動揺が「学校」を把握しようとする者

へ否応なしに強いる“margina玉”た視点は，それが現実に根差しており，さらに切実な主体的

関心に導かれ，おなじように切実な他者たちの関心や利害と切り結ばざるをえたい以」二，操作

的に設定された視座に比してきわめて強く安定的である。その意味で，今日のわれわれは，学

校の根底的理論的把握という試みにとってはきわめて好都合な状況に出会っているとみて
　i　l・出

よい。今日のおびただしい数にわたるさまざまの学校論の提起は，この特殊た時代状況のもた
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らすものともいえるであろう。

　学校という社会的現実のもつ日常的自明性の動揺は，わが国にかぎっていえば，70年代の

半ばまでに，それまで一本調子ですべての学校系統をまきこんできた教育の大衆化と高度化に

一応の区切りがつけられ，それによって高度大衆教育システムが一応完成し成熟するという新

しい事態のもたらすものである。この成熟とそれに連動しであらわれる学校の内外諸機能のさ

まざまた障害が，論議の焦点とたってきているのである。

　もっとも，「学校」が「教育」を独占するという事態への批判ないし反省は，わが国にかぎ

らず今日の世界でごく一般的である。たとえば，この反省が，さまざまの生涯教育諭たいし学

習社会論，さらには脱学校論というかたちであらわれているとみる．こともできるのである。こ

のことからすれば，学校の日常的自明性の動揺は，わが国の特殊事情に由来するというよりも，

むしろ，産業社会化だけを社会構成の至上の単一かつ普遍的なモデルとしてさまざまに試みら

れてきた努力に深刻な反省が加えられるようになった70年代以降の世界の」般的事情に由来す

るものと考えるべきであるかもしれない。これが妥当であるとすれば，わが国の事情はこの普

遍的生起の特定の部分として位置づけられるであろう。

　いずれにせよ，以上のようだ学校システムの動揺と学校論の隆盛の反面で，わけても第二次

世界大戦以降，公教育体制の巨大化，教員養成システムの整備，高等教育機関等での教育研究

者の増大，教育全般の産業化といった相互に関連し合う一連の事態にともたって，社会的事実

としての学校教育に関する実証的事実研究が荘大な仕事を蓄積してきている。けれども，今日

の学校システムの巨大さと複雑さにこの実証的事実研究はたおその総量において拮抗しえてい

ないし，さらに，事実研究の精度が増し厳密化されればされるだけ，その部分化された視野か

ら全体を見通すことはますます困難となってきているように思われる。のみならず，学校内の

どのようた生起も，それが対人交渉を含むものであるかぎりでは，さまざまのアプローチの機

械的・量的な結合のみではたく，総合的で質的た結合を要求する。それにもかかわらず，この

ようた結合はたおかならずしも実現されてはいたいのが通例なのである。

　このような情況にあるのにもかかわらず，先にのべた事情によって「学校」についてのラデ

ィカルな全体的把握が求められている。ここで全体的論究がたされるとすれば，それは，恣意

的で思いつきの思弁の開陳か，さもなければ局部的な実証的事実研究の知見を即自的・非反省

的に拡大してそれでも不足する部分を恣意的た思弁で補うかのいずれかの仕方でなされがちで

ある。

　今日の情況は，r学校」の根底的・全体的た再把握を求めており，しかも，この全体を目指

すどのようなアプローチも特定の視界によって限定づけられさらにそれを尊びく関心によって

特定の仕方で文脈づけられざるをえない。とすれば，今日の「学校」論は，可能なかぎり他の

諸分科や研究老との共同的な対話に向けて開かれた仕方で「全体」についての根底的た知を求

めるというかたちで展開されるほかはあるまい。本稿は，そのような対話に向かう初発的た第

一歩であるという意味で，あくまで「試論」たのである。

　本稿では，以上のべてきた学校論の現況を前提としつつ，学校における特殊な“mutua1

regu1at｛on”の「特殊性」の内容を解明する。そのためにまず，近代学校制度の基底的特質を

解明し（二章），次いで，このような学校の現況を特に社会的バースペクティヴからとらえ，

さらに，これまでの考察の中問的た総括を行う（三章）。これにひきつづいて次回では，学校

の現況に対するさまざまの改良の試みを概観し（四章），さらに，学校を構成する諸要因につ
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いて原理的反省を加えた上で（五章），最後に，学校における“mutua1regulat三〇n”について

総括的に検討する（六章）予定である。

ニ　システムとしての学校

1）学校の超越的把握

　学校が他のもろもろの社会領域と比べでどのような意味で特殊な場だのかについて根底的・

全体的に間う一つの手だては，現存の制度を歴史的に相対化してみることである。このようた

作業にとっては，Comenius，J．A．とm…ch，Lの仕事を比較検討しておくことが，とりわけ

て有効である。

　Comeniusの『大教授学』（Didactica　Magna）が刊行された1657年とI11ichの『脱学校の

社会』（Deschoo1ing　Society）が刊行された1970年に至るまでのおよそ300年間に，先進産業

社会圏では公教育の高度た制度化がほぼ完了し，さらに，次章で見るようにわが国でも教育の

大衆化と高度化がおよそ完成状態に入ってきた。この巨大た制度化の出発点と到達点に立つ二

つの著作は，これを学校諭として見る場合，次の二つの特質を共有している。第1に，両者の

学校論はともに，おそらくはそれぞれに個性的で特殊た神学によって基底的に支えられた統一

性をもつ包括的な体系的理論の部分であり，したがって，それだけで閉鎖的な自己完結性をも

つわけではないということ，さらに，第2に，両者の論はともに，何程がは改良主義的な．，現

にある学校についての内在的で具体的な論ではたく，むしろ，外在的で超越的かつ根底的な純

粋に理論的な論であること，以上の二つである。

　ところが，この共通性にもかかわらず，両者には，一方で，Comeniusの論が理想的学校制

度構想を提起するのに対して，他方で，I11ichのそれは，たしかに新たな制度の提案を含みは

するがしかし論の主事由はあくまで現行の学校制度への批判，さらにいえばそれを不可欠の分肢

として含む社会・文化の総体への根底的批判に向けられているという，差異もまたみとめられ

なけれぱたるまい。

　いずれにせよ，Comeniusの超越的な制度構想とI11ichの超越的た制度批判との問に近代公

教育制度の成立という歴史的過程の総体がくみいれられるという構図を想定することができ

る。そこで，われわれは，この「超越的」た，始点にある「構想」と終点にある「批判」との

相関をとらえることによって，「内在的」た議論であれば自明なこととして看過しかねない学

校制度の基底的な特質を明蜥に見出すことを期待できよう。本章ではこの両者の比較を試みる。

2）学校のシステム化構想一Comenius一

　Comeniusの学校構想は，その伝記上の事実からすればそれを現実化する見込みがまった
　　　　　　　　　　　　　　　＝髄．盲s．冊H．，
くなかったわけではなさそうである。しかし，たとえばその論の一つの中心である教育機会

の徹底的た平等化への志向だけをとりあげても即座にあきらかなように，それは，当時の教育

状況に即して実現の方途を求めるのにはあまりにも理想的であるといわたけれぼたるまい。と

はいえどのようた理論であろうとも，その具体的歴史状況への応答という意味を含まだい理論

を想定することもできたい。とすれば，Comeniusの超越的・理念的た学校構想もまた，歴史
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的現実への一つの反応であるとみることができる。この歴史的現実をどのようにとらえること

ができるのであろうか。

（1）教育的配慮と隔離一17世紀の教育状況一

　Comeniusが超越的学校構想を提起した時期での教育状況一般についてきわめて示唆的な見
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岨。〕解を示しているのは，Ari6s，P．である。かれは，その著書『＜子供〉の誕生』において，王7

世紀をきわめて特異な教育の実践上・理論上の転換の世紀であるととらえ，これを以下のよう

に説明している。

　Ari6sによれば，新石器時代からヘレニズム文明の時代に至るまでのおよそどのようた時代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蜆。．P。ヰ冊1にあっても，「こどもの世界」と「おとなの世界」との「差異」は十分に意識されており，し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f｛　’工一一’　」ン
たがって，この二つの間の「移行」が，ある場合には入会儀礼として，別の場合には

“paideia”というかたちで自覚的に生きられてきた。ところが，西欧の中世においてはこの関

心や配慮が忘れられる。こどもは，比較的長期にわたる授乳期という「生存の可能性が不確定」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘔。．P．1ヨコ＝
で「死亡率の高い時期」を通過するやいたやすぐに，おとたたちと入り混り合い，「仕事や遊
　　　　螂。，口。1〕
びを共にした」のである。この特殊な時代である中世と近代との転換点が，Ari6sによれば17

世紀である。

　この世紀の特質はさまざまのかたちでみとめられる。たとえば，この世紀に「こども」を描
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蜆。。μ。ヨ田
く絵画やこどもを中心にした家族の肖像画が頻出し，一部の上流階級においてはこどもだけ
　　　　　　　　　　　岨。．P．50〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　螂。．P．1棚

に特有の服装があらわれる。おとなの遊びとこどものそれとが分離し，モラルの見地からこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脾。．P。君。〕どもに対して「悪い遊び」が禁止されるのもこの世紀以後のことであり，さらに，こども向
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肥。．叩。一蜆・・珊
けに編集し直された本が出版され，親や教師向けの教育文献が大量に出版されるのもまた，

およそこの世紀以後のことである。Ari6sは，以上の諸現象のうちに示される「こども期」の

再意識化が，この世紀に新たに発生した「家族感情」（1e　sent｛ment　de1a　famine）の表現形
　　螂。．口。ヨ3剴

態であるともいい，これを次のように説明する。

　中世までは，人々の生活の欠きた部分は多数の人々の共同の場である屋外ですごされ，した

がって，居住空間の内部でも私的な空間は他の部分からほとんどそれとして区別されてはいな
かった。親密な私的空間でやすらぐr家族」といった「意識や価潜「刷｝は，いまだあらわれて

はいなかったのである。

　近代的た「家族感情」に根ざすr生きられた実体」としての「家族」は，Ari6sによれば，

生活の場としてはあまりにも狭小な一般大衆のr小さた家」からではなく，私的空間と公的空

間とが混然と入り混り合い，社交生活が営まれていた特権的た身分に属する人々の「大きな家」
　　　　岨。，叩。蛆ヨπ．’蝸．ss一石。‘‘．i

から生み出される。つまり，15・6世紀以降，「欠きた家」の居住空間から徐々に私的空間が

分離し，それにともたって社交生活の場である公的空間が追いつめられ狭小化されるにつれて，

そこに，「意識や価値」としての「家族」が出現するのである。このr家族感情」の発生とい

うr心性」（menta1it6）のきわだった変化にともたって，その家族の成員であるrこども」

もまたそれまでとは異った存在とみなされることになる。

　Ari6sによれば，中世までの「こども」は，離乳期を終えるや否やすぐに出生家族を離れ，

おとたと生活を共にすることによって，「見習修業」（1’apprentissage）というかたちの広義
　　　　　　螂。．，。え1引
の教育をうけた。中世における教育の主要形式は，身分上の差異にはかかわらずおよそつね

に見習修業だったのである。これに例外はたく，たとえば中世においてほとんど唯一の「学校」
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形式をとった聖職者のr教育」も，その身分的に特殊化されたありようからあきらかなように，
　　　　　　　　　　　　　　把。．岬．別宮一助
見習修業の一つの形態にほかならない。このような状況は，「家族感情」の発生と連動する「こ

ども期の意識」によって根底的に変化する。

　「こども」の見方は，一方での，「家族感情」の発生と，他方での，16世紀以降の宗教
談箪＝副モラリストたちの潜誰による「宗教上道徳上の革新」とによって，二重に規定される。

つまり，こどもの存在の社会的意味づけは，中世のとりわけて関心の向けられない存在である

かあるいは椰楡の対象であるかのいずれかである時期から，次いで，むやみた可愛がりや甘や
かしの対象となる時期を鮭㌣冊最後に，その生まれつきの「無垢」（I’imOCenCe）を通常の

社会生活における「生活のよごれ」，わけても「性的なことから」から守り，さらには「強化」
　　　肥O．口。11引

するべく，「教育的」に「配慮」（souci6ducatif）されるべき対象となる時期へ
　　岨。。叩。1珊凧コ冊H一，

と変化する。「こどもは無垢である」という新たた「観念」は，「こどもの弱さ」という「観
　　　　　　〔珊．叩」1一一別
念」と連動して，　こどもを守り育てるのがおとたの「道徳的責任」であるとする
観念を生箕笛寄：’t〕

　近世以降の「学校」は，このようた教育的配慮にもとづいてこどもをおとなの生活から「隔

離」（quarantaine）し統制する制度である。近世における家族感情の発生と青少年を隔離す
　　　　　　　　　　　肥O．P。＾＝］
る「学校化」（SColariSatiOn）は，同一の現象なのである。

　Ari6sによれば，中世と現在の学校の差異はさまざまの局面にみとめられる。たとえば，中

世の学校では，段階化されたプログラムが欠如していて，難易性の異なる学問が同時に学ばれ
　哩。．叩。1ミヨー別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岨。。叩・1冊H・i

ており，さらに，学生の年齢は無視され，授業以外の生活については放任されていた。それ

というのも，在学している者は「こども」ではたく他の見習修業の場でもそうであるように「お
　　　　　　　　　　　　　　蜆皿．口。lo割
とな」とみなされていたのであり，したがって，学校において年齢や教育の内容やその配列

などの配慮がなされることはありえたかったからである。近世以降の学校と中世のそれとを根

底から分かつのは，この「配慮」の有無である。Ari6sによれば，再生した教育的配慮に依拠

する近世以降の学校は，年齢牙1」に編成されたr学級」を基礎として，教育内容を段階化・プロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1！o．P　Hl〕グラム化した「完全た課程」（玉e　p1ein　ererc1ce）を履習する場とたるのである。

　しかし，近代の学校は，完全な課程を履習する場であるばかりではなく，教育的配慮にも．と

づいてこどもを隔離し統制する場でもあり，その意味で，「教育のみではなく少年たちを監視
　　　　　　　　　　　螂。．ロー15割
し枠にはめこむ複雑た制度」である。Ari6sによれば，学校はまずユ5・6世紀において，絶え
　　　　　　　　　　　1室O．P。囲1個7，。川”nuト，
ざる監視，密告，体罰の場とたる。もっとも，この古い学校規律は，「こども」に「おとな」

の責任を自覚させ尊厳の感覚をよびさますrおとたへの準備」こそが大切であるとする新たな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胆。．P。四則
観念が力を得るにしたがって，徐々に弱体化する。しかし，学校がその本質からして教育的

配慮にもとづいてこどもを隔離し統制する場である以上，それが「監視と枠づけ」を本質的機

能とする制度であることはかわりようがたい。

　さて，以上みてきたAri6sの論においては，一貫して「隔離」への異和が表明されている。

たとえば，「学校化」は，Foucau1t，M．の問題設定ときわめて近接する仕方で，「狂人，貧民，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘔。，口。固〕
売春婦たちのそれと同様の仕方での，こどもたちの閉じ込め（en｛ermement）の過程」と

みられている。このようた規定にみとめられるかれの隔離への異和感は，さらに，近代ブルジ

ョアジーに由来するきわめて排他的で自閉的・自足的た「家族感情」，さらには「階級感情」

だとの特質である多様性の否認・画一主義へのかれの批判という形で正面から表明される。

Ari6sはこの著作を次のことばで結んでいる。
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　「家族の感情，階級の感情，そしておそらく他のところでは人種の感情は，多様性にたいする
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　侶。．ロー蝸η同」の不寛容さの表明として，画一性への同一の配慮の表明として，出現するのである。」

　この著作の結論の章は，人間の相互関係の制圧を脱して「あまりにも無制限に自由」どた

り，「自分の重量を地上にまるで感じ」なくなった悲喜劇的人間についてのSaint－Exup6ryの
　　　　　　　　　脾。．P。蝸！1
文章の引用から始まる。つまり，「結論」は，r隔離」の悲喜劇で始まりそれへの批判でとじ

られるのである。この近代的隔離への批判によって，逆に，中世的な人間関係のありようやラ

イフ・スタイルは，何程か理念的な意義を付与されるように見える。しかし，Ari6sは，この

ようた理念について批判を介しないで直接に語ってはいたい。われわれは，この反照的に理念

化された「中世的なもの」の具体的内容を，あとでI服Chの“ConViVial”に関する規定にみる

ことになる。

　さて，隔離の所産である近代の学校は，近代の社会領域全般がそうであるように，「最小の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岨。．邊一価刊空間のなかにもろもろのライフ・スタイル（genre　de　vie）を最大限に集中させ」る場一Ii一

五ich流にいえば小規模で多様た“verna㎝1ar”な共同体一ではありえず，同」の配慮のもとに，

その属性に関して比較的均質な「こどもたち」に，同一のプログラムにもとづく同一の内容を

同一の仕方で，教える場である。このAri6sのいう「完全た課程」は，Comeniusの『大教授

学』のめざす課程のありようと内容上完全に一致する。

　ところで，Ari6sのいう「こどもの無垢の保護と育成」というr教育的配慮」もまた，17世

紀以降の主要た教育思想家に共有されている。たとえば，r無垢」（1’1mOCenCe）について。

まず，Comen…usにおいては，それは，「献呈状」（15－19）でのこどもの「単純，柔和，謙虚，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岨。、叩。”一割
純潔，従順，わだかまりのたさ，はかなさ」たどへの賛美に，さらには，原罪説の希薄さや
　　　　　　　　　　岨2．叩。］岬一別
その独得の体罰論などにみとめることができよう。さらに，Rousseau，J．J．の「自然状態」

の規定，Pesta1ozzi，J．F．のきわめて力動的なr無邪気」（Unschu1d）の規定もまた，あき
　　　　　　　　　　　　　ul．甜一一冊’’1一
らかに「無垢」を内容としている。

　次いで，「無垢」の「保護と育成」については，よく知られているようにRousseauが，こ

どもの「たましいのまわりに垣根をつくり」所与の社会・文化の悪しき影響を遮断する「消極

教育」（1’6ducation　n6gative）を提唱するという仕方で，これを具体的かつ詳細に議論して
　　＝別
いる。さらに，Pestalozziが『探究』で論究する，道徳状態への移行にともなう「無邪気」
　　　　　　　　　　　旧。．ss．1ヨ1“．〕
の高次レベルでの再生の機制もまた，これに関連する。ここではRousseauだけに限るとす

れば，この保護と育成をかれは大要以下のように論じている。

　教育者の意図にもとづいて人為的に設定された枠　「垣根」一のうちで，こどもたちは自発

的活動をくりかえす。この活動に向けて潜在的諸力を発揮し身につけることによって，かれら

は，自分自身に「自然の歩み」をもたらし成長する。ここでの教育者の仕事は，Rousseauに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊ヨ，口。朋uよれぱ「こどもによく規制された自由（1a　libert6bien　reg互6e）を与える」ことである。「こ

どもの自由」や「自発性」が許容される場は，他から「隔離」され，あらかじめ計画的に「規

制」されていたけれぱならない。かくして，RouSSeauにおいても，「こどもの無垢の保護と

育成」というr教育的配慮」は，こどもたちのr隔離」・r統制」と不可分なのである。

　われわれは以下で，Comeniusの論を検討することによって，かれの「構想」が，Ari6sに

よって示された17世紀の教育状況の特異性をまぎれもたく亥1印された，固有に近代的な学校構

想であることをあきらかにしたい。
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（2）形式的平等化と物象化

　よく知られているように，Comeniusの『大教授学』の標題は，正確には，「あらゆる人に

あらゆる事柄を教授する普遍的な技法を提示する大教授学」であり，この標題の含意はさらに

次のような文章に敷術されている。

　「いかたるキリスト教王国のであれそれの集落すたわち都市および村落のすべてにわたり，

男女両性の全青年が，ひとりも無視されることなく，学問を教えられ徳行を磨かれ、敬神の心

を養われ，かくして青年期までの年月の間に，現世と来世との生命に属する・あらゆる事柄を

僅かた労力で愉快に着実に教わることのできる学校を創設する・的確た・熟考された方法・こ

こで提示されるものすべての基礎は事物の自然そのものから発掘され，真理は工作技術の相似

例によって論証され，順序は年月日時間に配分され，最後に，それらを成就する・平易で・的
　　　　　　　　胆。．ロー1ヨ〕
確な道が示される。」

　この文章で過不足なく要約されているr大教授学』の内容のうち，ここではまず，しばし

ば焦点づけられ論究されるComeniusの論における教育機会の平等化への志向に着目したい。

　標題の文中では，「全青年がひとりも無視されることなく」という表現で教育機会の徹底的

た平等化への志向が語られている。ここでは，平等化されるべき属性差としては所属する国の

違いや地域差や性差などがあげられているだけではあるが，Comeniusの「あらゆる人」とい

う教育対象の措定には，さらに身分差・階層差・能力差たどおよそ考えうるかぎりすべての個

人的な属性差による差別の否認がこめられているのである。それでは，この徹底的平等化への

志向はどのように理論的に根拠づけられているのであろうか。

　Comeniusは，rあらゆる人があらゆる事柄を学ぶ」というその教授学の根本規定を，「学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　螂眉．P一州，
での教育は普遍的でなければならない」ともいいかえる。機会の平等化は，この意味での普

遍化の部分である。このr普遍的教育」（genera1…S　inStitutio）は，別の箇所では，r人間と

して生まれた者をひとり残らず人間としてのあらゆる資格に向って教育すること」とも規定さ
　螂拮．口。一皿刊

れる。この場合，r普遍性」に当然含まれるrあらゆる事柄を学ぶ」という汎知学的な目標は，

「自分自身（とともにあらゆるもの）を知り支配し正しく神に向ける」という「人間の窮周目

的」を達成するための一まさにこの引用においてもあきらかなように一媒介的手段である。

　およそあらゆる人問はその窮周目的を共有する。すたわち，神の特権的な被造物である人問

は，その特権付与にこめられた神意を自ら実現し，「理性をそたえた被造物にたり，他の被造

物の支配者にたり，自らの倉■」造主のあざやかた似姿になる」一この引用に含まれる「学識」

「支配」・「敬神」が先の二つの弓1用における「人間のあらゆる資格」・「知り支配し正しく

神に向ける」に直接に対応することは自明である一という「同」の主目的」（idem　principahs
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一肺．P。如〕finis）を達成しなければたらたいのである。「あらゆる人」が，その境遇や属性の差にかか

わらず，つねにこの神与の「同一の主目的」を共有するとすれば，どのような理由によろうと

だれであれ教育上差別することは決して許されたいであろう。この意味で，教育はその機会の

徹底的た平等化を志向せざるをえないのである。Comeniusの所論から教育機会の平等化の理

論的根拠をひき出すとすれば，以上のように説明できるであろう。

　しかし，この徹底的な平等化の志向には，さしあたって二つの次にのべるような難点がある。

　まず最初に，教育をうけるチャノスの平等化によるあらゆる属性差の無効化によって，教育

をうけた結果のもたらす新たた属性差が過剰に社会的に有効なものとなる可能性がある。もち

ろん，平等化による属性差の無効化は，さしあたっては確固として残存する属性差を実質的に
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解消するものであるよりも，それをないものとするという言明であるにすぎたい。とすれば，

教育の結果であるかのようにあらわれる新たた属性差は，あるいは，無効なものと言明された

教育以前の属性差を実質的に，継承するものであるかもしれたい。この場合には，無効なもの

とする言明が，かえって，属性差による差別を正当化する可能性すらもある。いずれにせよ，

Comeniusの議論は，形式的平等化が実質的た不平等をまねきよせるという古典的なアイロ

ニーの一つでありうる。

　さらに，一般的にいえば，教育の理論と実践はどのような場合でも，その境遇や属性差のす

べてを抽象された」般的存在とかかわるのではたく，つねに，特殊な境遇のもとで特殊な属性

をもち個性的に活動する具体的た個人とのみかかわる。Comeniusの教育機会の徹底的な平等

化という論点は，その抽象的一般化によって教育がもっとも真面目にかかわるべき状況と属性

の個性差をあらかじめ抽象し捨象するという非教育的理論に頽落する可能性をもっているので

ある。

　たとえば，Comeniusは，くりかえし教師と生徒との個人的接触を避けるように指示して
　岨‘．P．7割

いる。教育関係を脱個人化し脱人間化するこの指示は，一面ではたしかに，教師の活動のす

べてから個人的で偶然な要素を極力排除して，どのようた状況にあっても，またどのような教

師であろうとも，いつでもおなじようた生産的成果をあげることのできる「ア・プリオリ」で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘蝸．1〕．1阯，
「普遍的」な教授法を確立しようとする意図に沿うものともいえよう。Comeniusが強調する

「一斉教授」は，その具体例であり，この方式によって「同一の内容」が「同一の技法」で教

授可能とされるのは，その方式の適用対象である人問が，すべての属性差を抽象され脱個性化

されて，どのようた場合であれ差別なく「平等に」扱うことのできる「同一の」抽象的かつ一

般的た存在であるからだともいえるのである。

　すでにあきらかなように，Comeniusのいう教育機会のr平等化」と，抽象的一般化・脱個

性化という理論的操作のもたらす教育対象の平準化一さらにいえば教育対象を操作上モノ化す

る物象化　とは，かれの論において表裏一体であり，切り離すことはてきたい。あらゆる教育

関係は，具体的で個性的な教師と生徒とのそのつどにユニークた出会いではたく，既定の教育

目標を達成するために機能的に組み合わされた一般的抽象的存在どうしの物象化的な結合であ

る。とすれば，Comeniusのいうr学校」もまた，この物象化的結合のシステムであるほかは

ないであろう。しかもかれはこの学校での教育が生み出す一あるいは残存する学校以前の属性

差のうち，教育の成果として正当化される一「新たた」属性差には，関心を私わだい。まさに

これらの点に，かれの論の非人間的・非教育的た特質をみとめるほかはなかろう。

　もっとも，これまでまとめたようた教育把握ないし人間把握とは鋭く対立する，今一つの

Comeniusのきわだった論点もある。それは，学習者のr自発的活動」やr興味」の強調であ

る。この項の冒頭での引用文では「僅かな労力で愉快に着実に」という箇所でかろうじて示唆

されているにすぎたいが，自発性や興味は『大教授学』の今一つの中心的な論点である。この

ことからすれば，Comeniusの論における学習老と教育者は，物象化された受容的存在ではな

く，自発的・能動的た活動主体であるといわなければたるまい。Comeniusは，このr自発性」

についてさまざまた仕方で論じているが，ここではまず主要た論点の出揃った中心部分を引用

しておこう。

　「私たちはまた自然という言葉によって，神の広大た摂理を考え，あるいは神の働きが休み

たく流れ込んであらゆるものの中にあらゆるものをつくり出すことを，考えます。・・・…（中略）
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学校における“Mutua王Re卵1ation”（1）

　　・ですから，存在するものは皆たにかのために存在するのですし，その目的を完全にはたす

ことができるように必要な器官と道具を，いやむしろ，それへのいわば衝動を与えられている

のです。ですから，なに一ついやいやながら自分の目的に向かうものとか，目的に逆うようた

ものはありません。かえって自然そのものの原動力によって楽に楽しく自分の目的に向って進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛1咀．ローヨ1〕
み，もしこれを抑えれば，苦痛が生じ死が生ずるのです。」

　Comeniusは，r僅かな労力で愉快に着実に」r教え」かつr学ぶ」ための方法の拠所をr事

物の自然そのもの」に求め，それにもとづいて教育的諸活動の全体を技術的に合理化し効率化

しようと試みる。このComeniusの試みは，上記引用文にあるように，「摂理」のあらわれで

ある「自然」の生産性が，人間の場合にも「事物を認識する目的，徳行の調和をえる目的，神

を愛する目的を成就する力」として，具体的には特定の「器官」や「衝動」として与えられて

いるという事実によって支えられているのである。「自然」一般が「摂理」によって自らを産

み出す力を与えられているように，人間もまたその自然において自らを産み出し成長せしめる

力を分有する。人間は，その本性において，自己活動的・自己生成的存在なのである。

　とすれば，ここでは次の二つの問いが間われたければならない。まず第1に，今のべた自己

活動的・自己生成的存在，さらに先にわれわれが拍出した脱個性化され抽象化された対象的存

在という，同じ人間存在に関する二つの規定は，あきらかに矛盾するのではあるまいか。もし

かりにこれが矛盾でたいとすれば，この二つの規定はComeniusの論に即してどのようにかか

わり合うものと理解するべきであろうか。さらに第2に，人間存在が自己活動的・自己生成的

存在であるとすれば，そのようにいわば自生的に成長し発達するはずの存在へ「教育」的に働

きかけることはどのような意味をもちうるのであろうか。

　さて，この二つの問いのうち前者は，Comeniusの根本的な人間存在把握を間う問いであり，

後者は，自己活動としての学習一発達と教育的働きかけとの相関を問うことによってかれの根

本的な教育把握を間う間いである。このComeniusの人問把握と教育把握を問うわれわれの作

業にとっては，Piaget，Jlの簡明なComen1us論がきわめて示唆的である。

（3）発達と教育
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別　Piagetは，UNESCOが刊行したComeniusのアンソロジーの序文において，その理論の

r今日的意義」を問うために，まず，理論の全体を尊びく中心概念の抽出を試みており，これ

を，「諸形相（forms）の創造者としての自然」および「人問と自然の平行論（para1王er三sm）」

の二つにまとめている。そして，この根本的な考えに関するかぎりComeniusの論は今日もな

お古びてはおらず，あきらかに現代的た意義をもっというのである。ここではまず，Piaget

がこの二つの中心概念の内容を要約的に記している箇所を引用しておこう。

　「人間と自然の平行論をとることによって人問の心にうつしかえていえば，諸形相の倉一」造者

としての自然が，教育課程の秩序（order1ng）を自動的なもの（automatic）にする。この

ような自然の秩序が教授にとっての本当の原理であり，その時間的な継起は力動的である。し

たがって，教育者は，道具を自然の手にゆだねておくことによってのみ，自分の仕事を達成す

ることができる。かくして教育は，存在者のすべてを支配する形成過程の重大なしかし部分

（an　integra玉part）であり，あの巨大た発展（deve三〇pment）の一つの局面であるにす
　　　帖呈．ロー刷
ぎない。」

　この引用のわけても後半部分は，先に引用した人間の自発性に関するComeniusの諭から「摂
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理」ないし「神の働き」という考えをことばとして取り去りさえすれば，ほぼ同一の内容をの

べているものとみなしてよい。人問の発達と形成の過程は，r存在者のすべてを支配する形成

過程」である自然の自己展開過程一別の箇所でのPiagetの用語では“spontaneous　deve1op－

ment”一のr重大なしかし部分」である。そして，この人間的自然の自己展開としての発達

が「教育過程の秩序」を決定する。たしかに，教育過程は，発達の不可欠な必然的契機ではあ

る。しかしこの人為的な働きかけが，自然の自己展開のうちにあるr秩序」を改変できるわけ

ではたい。「教育過程の秩序」は，人為的改変のおよばたい仕方で人間的自然によって決定さ

れており，その意味で“automatiC”である。それゆえに，「教育者は道具を自然の手にゆだね

ておく」ほかはたいのである。

　こうして，形成的働きかけの秩序と道具は共に外的に規定され，働きかけるべき「発達」も

基本的には“automatiC”である。しかしたお人問の教育や学習には能動的で自発的た活動の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　価ヨ，叩。咄i』
余地が残されている。これについてPiagetは次のように論じている。

　Comeniusは，一方では，「発達心理学における発生的な考えの先駆者」であり，他方では

同時に，「生徒がそれまでに到達している発達段階に適合した漸進的た教授（progressive　in－

StruCtion）という理論の創始者」でもある。しかし，この前者（発達心理学）とかかわって

いえば，COmeniusの「発達」に関するもろもろの言明には，ある場合にはがれが「心的発達

をあらかじめ形成されている諸構造の単なる成熟の結果であるとみなす生得能力説の主唱者」

とみなされ，易一」の場合には「心を感覚からひきだされる知識によって徐々にみたされる容器と

みたす経験論者」とみなされかねないという，あきらかた矛盾がみとめられる。

　けれども，Comeniusは基本的には「主体の側の自発性と活動性を支持する人」であり，こ

こでかれは，この種の見解をもつ人が」般に蒙りがちな疑いをうけているにすぎないのである。

この外見上の矛盾を内在的に調停する方途を今一度「人問と自然の平行論」に求めて，

Piagetは以下のように論じている。

　「人問と自然の平行論は，それが静態的であるとうけとられるなら」二でのべた前成説あるい

は経験論だとする異議をさけることはできたい。しかしこの論は，それが物的世界の形成的秩

序と，主体の活動に本来備わっている形成的秩序とを共に結びつける程度に応じて，力動的な

理論である。Comeniusによれば，後者，すなわち主体の活動に本来備わっている形成的秩序
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岨！．口。剴は，発達の法具目と教育過程そのものを同時に示している。」

　このきわめて難解たPiagetの議論をわれわれは次のように理解する。教育的諸活動に媒介

された学習活動は，それが自発的（spontaneous）活動であるかぎりで，産みだすものとして

の人間的自然のおのずからの（spontaneous）展開としての発達をもたらす。このような教育

と学習なくしては人問の発達はありえたい。つまり，自発的な教育と学習は，本来の人間的自

然の“spontaneous　deve1opment”を構成する必然的で不可欠の二つの要件なのである。「主体」

の教育・学習という「活動」が，人間的自然のもつ「形成的秩序」に即しているとすれば，そ

の活動は，一方で自発的で主体的た活動でありしかも同時に自然の自己展開でもあるという二

重の意味で，“spontaneous”た活動である。この場合の活動の「主体」は，つきつめていえ

ぱ，その主体の本来のありようであり，しかも主体の現在を規定する，産み出すものとしての

自然そのものなのである。

　ここでは，今のべた議論がそのままr生得説」あるいはr経験説」という相反する二つの疑

いへの反論とたっていることに注意しておこう。r発達」が人間の自発的で能動的な学習と数
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育という“spontaneous　activity”の経験なしにはありえないとされていることから，「生得説」

という疑いは否認されようし，さらに，「発達」が人問のどのようた恣意的・経験的た働きか

けによっても改変することのできない人間的自然の自己展開としての“spontaneous　deve玉。p－

ment”であるとされていることから，「経験説」という疑いもまた否認されるであろう。今」

度確認のために記しておくなら，ここでのPiagetの反論は，“spontaneous”という語が「自

然の自己展開」の意味でのrおのずから」とr人間の主体的能動的行為」の意味でのr自発的」

の両義を同時にもつことを利用しているのであ乱

　教育や学習のすべてが人問の発達をもたらすわけではたい。その妨害とたるような教育や学

習が存在することはことわるまでもない。教育・学習一般をこの角度から区分1」することもむつ

かしくはたい。区別の基準は，その活動がr物的世界の形成的秩序」にアナロガスな人間存在

の「形成的秩序」に適っているのか否か，あるいは端的にいえば，それが先にのべた二重の意

味で“spontaneous”であるか否かに求めることができるのである。

　このことからすれば，Piagetのいう「人間と自然の平行論」は，「人問の活動と自然の自己

展開との平行論」とも理解されるべきである。この平行論の観点から，Comeniusの学間体系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧ヨ．P。助は，r自然と人問の活動と教育過程を全一体（a　sing1e　who1e）へと溶け合わす」ものと理解

されるべきなのである。

　もっとも，能力の生得説一成熟説とも前成説ともいってよい一と経験説との対立を調停する

こと，さらには，学習・教育・発達の三者の連関を論理的に確定することは，実は，Piaget

自身の仕事の中心的主題の一つである。たとえば，後者は，Bblr0TcK械，J1．C．の『思考と
，1：｛．訳．　一．瞳ヨl　nl一』ト1

言語』以来，Piagetの理論をめぐる中心的た係争問題の一つである。前者もまた，Piagetの

認知的発達理論の中心問題の一つである。たとえばかれは『思考の心理学』で，「経験論」を

「構造なき発生主義」，「前成説」を「発生なき構造主義」と規定し，自分自身の論を「発生と
　　　　　　　　　　　　　lO一．J≡1・”！■u一」千一1
構造の総合」の試みと規定している。したがって，これまで検討してきたComeniusに関する

Piagetの論究はすべて，Piaget自身の論にとっての有効性という角度からも検討されてしか

るべきであろう。しかしここではあくまでComen｛usの解釈にとっての有効性という点にのみ

論点をしぼろう。

　さて，これまでのPiagetの議論を援用することによって，学習一教育一発達に関するCom－

eniusの論を統一的に理解することがほぼ可能となった。Comeniusはたしかに，「教育された
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭。．叩一ヨ珊一〕
くては人間は人問になることができない」と強調し，たとえ「種子は与えられている」にし

ても，それが能力として実際に身につけられるためには「祈り」と「学習」と「行い」が，あ

るいはそれにともなう「経験」が是非とも必要であると論じている。しかし，この「教育の必

要性」とがれが他の場合には極度に強調するr自然」による人間存在の根源的規定性とがどの

ように相関するのかについては，Piagetのいうr平行論」を援用することなしにはきわめて

理解しづらいのはたしかなのである。次のようにまとめていうことができる。つまり，r自発

性」に関する先に引用したComeniusの文章からもあきらかたように，人間の学習と教育が，

産み出すものとしての「人問的自然」の能動的発動でありその意味での“spontaneous”た活

動である場合，つまり内発的たr衝動」の発動でありかつr器官」の自発的使用である場合に

のみ，「学習」と「教育」は，r僅かな労力で愉快に着実に」人間の「発達」をもたらすのであ

る。

　ところで，教育一般のうちから「あるべき教育」を弁別する基準は，Piagetが強調するよ
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うに「事物の自然そのもの」に即しているか否かにあるものといえる。しかしこの基準は，

Comeniusの所論に即していえばたお厳密さに欠けている。r大教授学』の基本的課題である

「普遍的技法」の解明は，先に引用した標題でものべられているように，「自然」に即してい

るか否かを尺度としてすすめられているというよりも，むしろ「自然」に対象的・加工的にか

かわる「工作技術の相似例」として適合的か否かを尺度としてすすめられているのである。こ

こには，「人間の活動と自然の活動の平行論」をこえて，むしろ，自然の自己生産を有効に利

用して自然を支配し開発する人問の対自然的生産活動へのすべての活動の解消がみとめられ

る。この解消とは，つきつめていえば，対人的r相互行為」の対物的生産r労働」への還元で

ある。教育の場面に限定していえば，それは，教育活動・人問形成活動一般の労働による自然

支配たいし開発への還元，すなわち，人間的自然の技術的開発への還元であるといえよう。

　Comemiusはr学校」を，まるでそれが町工場でもあるかのように何度もr人間の製作場」
　　　　　　　　　　　　　　　　　岨拮．口。別〕
（Hominum　Offic｛na）とよんでいる。教育の「普遍的技法」の解明は，これにかかわるす

べてを機械的システムの機能要件として再配置し，関連する全体を技術的に合理化して徹底的

た効率化をはかるという仕方で，労働一Comeniusの用語では「工作技術」一をモデルとする

システム化の試みとしてすすめられるのである。

　先にみたように，Piagetのいう「人間と自然の平行論」は，自然から全面的に規定された

対象的受容的た存在と自発的で能動的・主体的な存在というComeniusの論における人問存在

の二つの規定の間の矛盾を，“spontaneity”の両義性をてこにして理論的に調停することを可

能にする。しかしながら，物的生産活動に還元される教育活動は、その当事者たちのすべてを

システムの機能的要件として物象化する。ここでは，Piagetのナイーブで妥協的な理論的調

停の試みは，今一度破綻するのである。それでは，以上の検討をふまえたうえで，Comenius

の教育把握と人間把握をどのように理解すれぱよいのであろうか。

（4）学校のシステム化と人間存在

　Comeniusは多くの箇所で教育を物的な生産労働に還元して論じている。教育は，ある場合

には精密な機械装置である時計をモデルとし，別の場合には当時発展しつつあった印刷技術を

モデルとして論じられる。後者についていえば，Co』eniusは教育を印刷技術に直になぞらえ

て「教刷術」（didachographia）ともよび，これを次のように説明している。

　「用紙は生徒です。生徒の精神に知識という文字が印刷されるのです。活字は教授用図書と

そのほかの教具の準備です。これがあれば，学習したければたらたい知識が苦もなく精神に刻

み込まれるのです。インクは教師の肉声です。これが事物の意味を教科書から聴講者の精神の

中に運び込むのです。圧印機は学校の規律です。教師の教えが，これによって教えやすくたり
ますしまたいやおうなく教え込まれるの七等二’㌃副

　印刷のプロセスと同様に，教育過程もまた機能的に物象化された関係のうちで計画的かつ

効率的に，その意味で“automatiC”にすすむものと想定される。教育の全過程は，極力偶然

的個人的要素を排する仕方で，自然一あるいはその法具目性一に受動的に適合した活動を通して

自然を加工する生産技術一般にたらって，人為的に合理的・効率的・機械的に組織化され，そ

のシステムに向けて関連する全成員も機能的要件として物象化され配置されるのである。

　それにしても，教育を物的生産技術になぞらえることは許されてしかるべきであろうか。教

育，わけてもComeniusのいうようた知的教授に限定されたい全人間的形成への働きかけは，
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伝統的た見方からしても事柄の本質からしても，むしろそのような技術化には本来もっともた

じまない実存的・人格的な対人的交渉であるほかはないのではたかろうか。しかしこのような

疑問に対して納得のいく説明はかならずしも与えられてはいない。強いて求めるたら以下のよ

うだ言明をみつけることはできる。

　「私たち人間の中に住みついている自然の欠陥を救う手段は，自然の中以外には求めること

はできません。たぜたら，申すまでもなく，技術は自然を模倣するのでたければなにごともな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’朋．P一目剛しえたい，ということは最高の真理なのですから。」

　「つまり私たちは，自然があれやこれやの生産にあってどんな進行経路をまもるかを観察す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胆。．ロー5Hることによって，人々に同じようた進行経過をたどることを勧めることになると思います。」

　一読してあきらかなように，これは理由の説明ではない。ここでは，教育活動を自然の自

己生産を「模倣」する物的生産活動をモデルとして編成することだけが他に選択のできない唯

一の方途であるとする確信が表明されているにすぎたいのである。それにしても，この奇妙な

ほどに頑固な確信は何によってもたらされているのであろうか。

　Comeniusはある箇所で，r教授の技法」においても印刷や時計と同様のr精巧な配置」さ

えあれぱよいということを強調し，その際幾分唐突に，「この種の自動機械（Automat㎝）を
　　　　　　　　　　脾拮．邊。ミ。j
見るのが気持よく楽しい」というきわめて私的な感懐を記している。その唐突さからして，

たくらむこともたく示されたこの感懐にこそむしろ，かれの理論構成をもっとも深い部分で駆

動する力が示されているとも考えられる。それにしてもたぜこのような感懐がもたらされたの

であろうか。これについては以下のようにさまざまの理由を推測することができる。

　これは，Comeniusのきわめて私的た嗜好の単なる表明であるにすぎたいかもしれない。あ

るいは，自動機械の自然に合致した作動の無理のなさが，一般的にいって見る者にとって快い

はずだといいたいのかもしれない。あるいは，時計や印刷技術などの当時の最先端技術が示す

技術革新と，それが象徴的に示している分業を含む生産方式の革新がつねにかれに素直な驚嘆

をひきおこしていたのかもしれない。しかも，時計は，主観的で人問的な時間にかわる物理的

で計測可能た時間を示しており，さらに，そのような普遍的時間への主観的なものの全面的た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　l。旧1従属という来るべき事態をも象徴的に表示するのである。しかしたがら他面では，かれをとり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個2．苫」5則まいていた時代状況の極度な混乱は，逆にかれの秩序への希求（Sehnsucht）をはたはだし

く純粋化し強化したのであり，この切実な希求が，望ましい自然の秩序のモデルを眼前で具体

的に提示するこれら自動機械によってたとえわずかではあれみたされたのかもしれない。そし

て，自動機械が示す自然との合致が神的秩序との合致というかれの窮屈的理想をささやかた形

ではあれ現に実現しているものとみなされたのかもしれたい。Comeniusの私的な感懐は，以

上のべた理由のいずれかによるものであるよりも，むしろ，これらすべての複合の帰結とみた

されるべきであろう。

　いずれにせよ，物象化されたシステムヘと学校での教育・学習の営為の全体を編成しようと

するComeniusの理論構成の根底には，わずかな手がかりである生産労働をモデルとして，混

沌として無秩序た現実のうちに秩序を見通し，その秩序に示される神意を実現することへの強

烈た希求が，そして実存的・主体的た関心が作動しているものとみることができる。この実存

的関心は，たしかに，システムの機能要件へと自分自身を意図的・自覚的に物象化するという

矛盾し倒錯した試みをもたらす。しかし，一般化していえば，特定の教育状況にある教師の状

況構成を尊びく関心は，次にのべるようにまさにこのようなものなのである。
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　教師は，現にある教育状況の全体を構成しつつある力一Comen｛us流にいえば産み出すものと

しての「自然」の力一を読みとり，この力の透明な代行者ないし「道具」として一合一度
Comeniusの語を用いれば，「自然の下僕」（Naturaemin…ste㌘ザ〕として一自分自身を規定し，

それによって全体を組織化する。このように力を解放する教師の自己活動に応答する仕方で，

生徒たちもまた「自発的」な，それゆえに「自然」の“spontaneous　deve1opment”の一部で

ある学習活動を展開するのである。Comeniusの論にしたがうかぎり，学校における教授一学

習活動の全体は技術的に合理化され，これに参与する全成員もまたシステムの機能要件として

物象化される。しかし，この物象化は，システム全体の運動を見通Lそのうちでの自分の「道

具的」役割を自己責任においてひきうける教育主体の自己組織化のもたらすものであるともい

えるのである。

　くりかえしのべてきたように，Comeniusの論においては自発的で能動的・主体的た存在と

物象化された受容的存在という人間存在の二つの矛盾した規定がみとめられる。この二つはた

しかに，“spontaneity”の両義性と「自然と人問の平行論」によるPiagetの解釈によっても

外見上は調停可能であるが，先にもみたように細かく詮索すれぱこの調停は十分ではない。む

しろ，この二つの人間把握の矛盾は，形成的行為主体が自己責任において自分自身をシステム

の機能要件へと自発的に物象化し，システム役割をひきうけるという実践においてこそ，実質

的に調停されると解するべきであろう。つまり，Comen｛usの人間存在把握の外見上の矛盾は，

このような実践的事態を示唆しているものと理解することができるのである。

　それでは，このように技術的に合理化されシステム化されるべき「学校」はたせ人間にとっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岨拮．叩。3呂一仙〕
て必要なのであろうか。これについてComeniusは次の五つの理由をあげている。

　第1。社会の全体で「労働の節約」のための「秩序」，すなわち労働の分業が整然と営なま

れていることからすれば，教育のためだけの社会的分業機関である学校もまた存在すべきであ

ること。

　第2。自分で自分のこどもを教育する心得や時間的余裕をもつ親はあまりいたいから，専門

機関としてこれをひきうける学校が是非とも必要であること。

　第3。こどもの模倣の力を最大限活用し互いに働きかけあい楽しく生活する場を確保するた

めに，こどもたちの「集団」を生かす学校が有用であること。

　第4。「知恵の光を産み出し清らかにし増しふやして，これを人間社会という全身に分配す

る」という人材配分の社会的装置として学校が必要であること。

　第5。果樹園や養魚場のように，同質性の高いこどもたちを集中的に収容する学校が育成の

ためのr技術上」有効であること。

　このような学校は，Comeniusの構想によれば，母親学校・国民母国語学校・ラテン語学校

　大学という年齢に即した順序でおよそ24歳に至るまでの人々を収容する。学校における人問

形成の試みがたぜほかたらぬこの人生の「最初の」時期にのみ行なわれるべきであるのかにつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胚，叩一ヨ7一別
いては，Comeniusは，次の六つの理由を挙げている。

　第1。神を認識し神に至りつくことが人問の一したがって教育の一最も本質的な仕事であ

るのに，人間の生命はいつ果てるともしれない不確実性のうちにあるから，まずこの焦眉の仕

事を人生の最初の時期に達成しておくべきである。

　第2。人問の一生が実際活動（agendo）に向けられるべきであるとすれば，その「準備」

としての学習はこの最初の時期になされるべきである。
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　第3。このきわめて柔軟でしかも可塑性に富む若年期にこそ教育はたされるべぎである。

　第4。人間が他の動物に比較して一人前に成熟するまでに長い年月がかかることは，神意が

この時間を「人問性」（humanitas）へ向けて形成するのに用いるべく望んでいることを示し

ている。

　第5。この時期に獲得したものだけが生涯を通じて確実で不動だからである。

　第6。一この時期には「自分を抑えることができないから，役に立つ事柄に心を奪われなけれ

ば自分から進んで下らぬ事柄に，いや（破滅の時代の悪例にそまれば）有害たことにさえ心を

奪われ」かねず，したがって，この時期にこそ正しく方向づける教育が必要不可欠である。

　さて，学校教育の一般的必要性，そして学齢期における学校教育の必要性に関する以」二のよ

うなComeniusの議論には，考えられるかぎりおよそすべての論拠が列挙されている。たとえ

ば，学校教育の公的社会的機能である人材の養成・選別・配分，あるいは意識やイデオロギー

の統合による社会統制機能という今日の社会学には共有されている論拠ですらも，すでに

Comeniusのあげる第1と第4の含意のうちに包摂可能であり，その議論の枠外にあるわけで

はない。さらに，学齢期での学校教育の必要性に関する論拠もまたきわめて包括的であり，た

とえば第4のそれは，今日の教育人間学の基本的了解事項である人間存在の教育必要性・教育

可能性の内容を先取りしているのである。

　この総計11項目におよぶ学校教育の必要性に関するComeniusの議論をまとめてみると，こ

こには，同年齢のこどもたちの全体をr集団」として統制し教育することが必要であるとする

議論がうきばりになってくる。しかも，「献呈状」に見られることもの無垢へのロマン主義的

た賛美と現世の悪からの遮断の必要性についての論にあきらかたように，こどもの集団的統制

は，他の社会領域から厳格に「隔離」された学校という場でのみ司．能なのである。先にみたよ

うにAri6sは，近代の学校が「こどもの無垢の保護と育成」という「教育的配慮」にもとづく

こどもたちの「隔離」と「統制」を本質として成立する制度であるという。これはまさに

COmeniusの論に適合する。ただしComeniusの議論は，隔離と統制が生産労働をモデルとし

て学校の構造と機能の全体を技術的に合理化しシステム化する仕方でなされるべきものと論じ

ている点で，Ari6sの形式的議論を具体的内容的に補完しているのである。

　こどもの学校への隔離と学校の高度たシステム化はあいまって，教育の領域が他のもろもろ

の社会領域から確実に自立化してゆくという新しい事態を示している。そのように自立化する

領域に対してこそ社会全体のまとまって首尾一貫した統制がより一層可能となる。つまり，学

校の高度なシステム化による部分的た社会領域としての自立化とともに，ほかならぬこの部分

領域は社会の全体システムの一つの下位システムとして確実に位置づけられることになるので

ある。逆に，この社会装置としての学校が他の社会諸領域に比して相対的に巨大化し統合化さ

れるにつれて，それは，全体社会に対する規定力をも増大させる。「学校」と「学校化された

社会」（schooling　society）を根底的に批判するnlichの論が問題とするのは，Comeniusの

構想によって端緒づけられた学校の制度化と自立化のもたらすこの帰結であり，具体的にいえ

ば，学校の技術的合理化・システム化にともなう人問関係の物象化がもたらす否定的た人間的

　社会的諸帰結である。

3）学校のシステム化批判一I11ich一
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（1）ライフ・スタイルと制度

　I1ichはその著『シャドウ・ワーク』のある箇所で，「NebrijaからRatkeをへてComenius

へと発達したhomo　educandusというイデオロギーの諸段階」について否定的に論及
　、帥．．出田虹1’エト1

している。

　Nebrijaは，Co1umbusが欧州による大規模た海外征服と植民地化の端緒となった航海へと

出帆した至492年8月3日のちょうど15日後に，『カスティリア文法』を刊行し，その序文で女

王Isabeuaに対して「教えられた母語でもってvemacularなことばをおきかえ」，それによっ

て「人々が毎日いとたんでいる生存のあり方を国家が管理すること」を提言した。これはIl－

1ichによれば，Co1umbusの航海がそうであるように，「自生的」（vemacu玉ar）で「共生的」

（cOnvivia1）たライフ・スタイルに対する500年におよぶ一したがって今日に至るまでなお継
　　　　　　　　　　　　　　　1刑，i｛帥II山■続中の一「戦い」の「宣戦布告」である。

　「普遍的教育」の実現と歩調を合わせる「homo　e叙。andusというイデオロギー」の展開は，

生活の中での自生的・共生的学習の価値が貝乏められ，およそ「学習」の名に値するもののすべ

てが，教えられた学習へと一元化され限定される過程である。それは，“VemaCular”で“COn－

vivia1”たものを破壊しようとする「戦い」の重要で不可欠な一部なのである。Comen言usは

この過程の重大な端緒を形作る。michは，『大教授学』の内容を簡明に要約した上で，Com－

eniuSの仕事を次のように歴史的に位置づけている。

　「Nebrijaとは異なり，Comeniusは自分の事業の重要性を説く必要がなかった。十分な需

要がいつもあったからである。Isabe1aによって触れてはたらたいものと考えられていた，

VemaCu1arたものの領域は，スペインの知識人，イエズス会士，チェコの神学者たちの職探し

の狩場となっていた。公的教育の領域がすでに離床していたのだ。抽象的た規則にしたがって

専門的に扱われる公的教育の母語は，Vema㎝larなものと競合し，その領域に侵入しはじめ

ていた。このように，VemaCularたものがその高価な偽物に徐々にとってかわられ，衰退し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■1！．』1■一・・目庇1てゆくことは，われわれが現在生きている市場集中社会の到来を予告するものだった。」

　Comeniusの仕事は，“vernacular”で“convivia王”なライフ・スタイルのうちに埋め込まれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ミ1一・1”n］ていた学習活動がそこから一Po1any1，K．の語を援用するなら一「離床」（disembeddmg）

し，「学校」というかたちでの「公的教育」にとってかわられる過程での実質的な第」歩であ

る。ここで＜実質的〉というのは，Nebrijaの提言が採用されずあくまで理念のままにとどま

ったのに対して，Comeniusの構想が何程かの実現可能性を有していたからである。この「教

育の離床」，すなわちAri6s流にいえばこどもたちの学校への「隔離」の過程は，今日の「市

場集中的」でr学校化」された社会へ直につづくものたのである。

　このIllichによるComeniusの歴史的位置づけは，“vemacular”たものとそうでたいものと

いう直裁た二者択一の価値措定にもとづいている。この択一は，これを制度の面に限定してい

えば，『脱学校の社会』で「制度スペクトル」の左端にある“ConViVia1”た制度と右端にある

“manupulative”なそれとの間のオルタナティヴとして記述される内容に対応する。これをI1－

lichは次のように説明している。

　r私は望ましい未来がやってくるかどうかはわれわれがよく考えた上で消費（consumption

）の生活よりも活動（aCtion）の生活を選ぶかどうか，また環境の蕩尽や汚染にのみ通じて

いるこれまで通りのライフ・スタイル，つまり，作ったり御破算にしたり生産したり消費した

りすることしかできないライフ・スタイルを守り続けるよりも，むしろ自発的でしかも独立し
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ていたがらたおお互いどうしがったがり合うライフ・スタイルを生み出すことができるかどう

かにかかっていると考える。さらにいえば，未来は，われわれが新たなイデオロギーやテクノ

ロジーを発展させることカミできるかどうかによりも，活動の生活を支えるような制度を選ぶか

否かにかかっているのである。われわれは，個人の（制度依存による受容的欲求充足の…訳注）

病的常用（addiction）の方よりも個人の成長の方を助成する制度をはっきりと識易I」できる基

準のセットを必要としているし，さらには，われわれのもつ技術資源をそのような成長の制度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝蝸、岬。宿…刷
（institut言。n　of　growth）に優先的にふり向ける意志を必要としているのである。」

　この文章では，制度上のオルタナティヴに重ね合わせて，ライフ・スタイルの上でのそれ

も同時にのべられている。これを制度のIと皿，ライフ・スタイルのIとI［に区別して，以下

のように整理することができる。

　ライフ・スタイルI　l“a1ife　of　action”，個人の成長をもたらし，自発的でしかも独立し

ていたがらなおお互いどうしがつながり合うようなライフ・スタイル。

　ライフ・スタイル皿：“a1ife　of　consumption”，生産と消費の機械的くりかえしによって

不可避的に環境の蕩尽や汚染をもたらし，個人を制度依存の常用中毒（addiction）に陥らせ

るこれまでどうりのライフ・スタイル。

　制度I1個人の成長を支える“ConViVia玉”た「成長の制度」。

　制度I［1さまざまなイデオロギーやテクノロジーを駆使して個人を“addict1on”に陥らせる

ことによって正当性を確保し安定する“manupu1ative”な制度。

　こうして整理してみると次の四点があきらかである。まず第1に，ライフ・スタイルエと制

度工，ライフ・スタイル皿と制度］Iのカップルになったそれぞれが互いに適合的である。第2

に，制度皿はライフ・スタイルIに対して敵対的かつ破壊的であり，その破壊の帰結がライフ

　スタイル皿の出現である。第3に，今日のわけても先進産業社会では制度］I・ライフ・スタ

イルI［が優位であり，他の二つはこれに圧倒されてみきわめのつかたいほどに衰弱するか，あ

るいは後景に退いている。最後に第4に，このようた状況にあるがゆえに，今日のわれわれに

とっては，COnViVialなライフ・スタイルIと制度Iが今一度理念としての意義を持つに至っ

ている。

　たとえば，Comeniusの学校諭の歴史的意義は，以上の整理の第2にかかわるものと位置づ

けることができる。この制度とライフ・スタイルの具体的内容を理解する上では，I11…Cbの論

とFromm，E、のそれとを比較することが有効である。

（2）’’convivial”と’’productive’’

　よく知られているようにFrommは，その理論において，人問の性格の基底にある世界や他

者へのかかわり（re1atedness）ないし構え（or三entation）に関する内容的には同一の択一論
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝目．11．ヨ目．一〇．」呈j
を，そのつど異った表現をとってくりかえし展開している。それは，自発性と同調，生産的

構えと非生産的構え，成長の症候群と衰退の症候群，バイオフィリアとネクロフィリア，「あ

ること」（being）と，「もつこと」（having）などである。このかかわりないし構えの択一は，

結局のところはライフ・スタイルの択一に帰着するが，その択一のいずれにおいても，前者が

個人の自己実現（Se玉f－realiZatiOn）への成長に導くのに対して後者は成長の停滞や自己喪失

にみちびくものとされている。

　以」二列挙したFrommの択一とmchのライフ・スタイルにかかわるオルタナティヴは，そ
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の用語法においても内容においてもきわめて類似している。たとえば，互玉1ichのいう“a　1ife

of　action”，“spontaneous”，“independence”，“growth”などはいずれもFrommの用語

法に直接に対応する。さらに，Imchの「自発的でしかも独立していたがらなおお互いどうし

がつながり合うライフ・スタイル」という規定は，各人の自己実現の努力によってもたらされ
る「積極的自由（positive　freedom）の撲態㌃罰についてのFrommの規定と用語の上でも内

容でも完全に周一なのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’岨，叩一，一H〕　Frommがmchの著書“Ce1ebration　of　Awareness”に共感にみちた好意的序文を寄せて

いるのに対して，互服。hの側では，『シャドウ・ワーク』における制度論が，Frommの論を直

接に援用している。
　　　，刊．出加一！ru
　この箇所でかれは，「公的選択」に次の三つの「次元」を区易1」する。まず，「X軸」には，

「ふつう＜右〉ど＜左〉ということはで表わされる問題」，すたわち，「社会の階層制，政治的

権威，生産手段の所有，資源の配分」たどをめぐる政治的な選択がわりあてられる。次いで，

「Y軸」には，財やサーヴィスの生産・消費においてrハードとソフトのいずれを選ぶか」と

いう多分にエコロジカルた「技術上の選択」が位置づけられる。最後に，三番目の「Z軸」に

は，「Erich　Frommの定義した用語」を使用して，「下限」の「“having”に充足を求めるの

に適した社会組織」と「上限」の「“doing”に充足を見出すことに適合した社会組織」がそ

れぞれにわりあてられるのである。

　Illichによれば，Z袖下限の“having”を理念とする社会組織においては，「専門家によって

企画・指定され，しかもかれらの管理のもとで生産される商品やサーヴィスの規格化といった

観点から，二一ズというものが定義される傾向が強まる」のに対して，Z車由上限の“doing”

を理念とする社会組織においては，「自立と自存を志向する活動のまわりに」「生活が組織され」，

「それぞれのコミュニティが，（経済）成長に懐疑的にたることで，コミュニティ独自のライ

フ・スタイルをいっそう強化する」傾向が強まる。つまり，前者の社会組織が生産と消費の際

限のたい拡大の自己目的化とそれに見合った仕方で個人を制度依存による欲求充足の“addic－

tion’’に陥らせて全面的に操作することとをめざして，つまるところ“homo　economics”とい

う惨めに限定された人問観に立脚しているのに対して，後者の社会組織は，「生活の自立と自

存を志向」し共同の活動と相互的た成長を志向していて，“homo　artifix’’ともいうべき

人間像に立脚しているのである。

　この“homo　artifix”は，Frommの“doing”に関連づけられているが，これに込められて

いる人為，創造，活動だとの含意からすればむしろ，まずは，先に“consumption”から区別

された“雌e　o｛aCtion”の方へ関係づけるべきであろう。このようたライフ・スタイルの規定

というより広い視野からすれば，この人間像は，人間存在を活動的で創造的た自己生成的・相

互生成的存在としてとらえるためにFrommが用いるさま．さまのターム，たとえば，“spon－

taneous　activity”，“productiveness”，“the　art　of　living”，さらには，Spionozaの論を援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蜆1把．1班　圓　一用して“passion”から区分1」される“action”などとも強く関連し合っているといえよう。

　ところで，Frommは，r自由からの逃走』の中心概念の一つであった“spontaneity”を，r人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ho．喧。馴一間における自由』では“productiveness”へ「拡張した」とのべている。“spontaneous　activi－

ty”は，各人が内在する肯定的潜勢諸力を発現しつつ他者たちとその積極的自由の状態におい

て結合するという理念的た状態をもたらし，自己実現を可能にする理想的な主体の活動様態で

ある。これに対して，“productiveness”は，活動の相手である物あるいは他者の肯定的潜勢
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諸力を精一杯発現させるべく自分の潜勢諸力をあげて相手にかかわる主体の活動様態である。

つまりそれは，自他をその本来のありように向けて産み出し，相互的自己実現を可能にする活

動の様態であるがゆえに，“productive”とよばれるのである。“spontaneity”から“produc－

tiVeneSS”へのr拡張」とは，理念のうちに今のべた意味でのr相互性」（mutuahty）が明瞭

にくみこまれたことを意味するであろう。

　“homo　artifix”という人問観に依拠する社会組織は，I11ichの規定によれば“vemacu1ar”

であると共に“ConViViaI”である。“ConViVia1”は，r共に」（Con一）「生き生きと」（ViVid）「生

きる」（一ViVere）などを複合的にくみこんだタームであるが，これにあきらかに含まれる

“mutuaIity”は，Frommのいう“productiveness”にこめられる“mutuality”とひびき合って

いる。つまり，“homo　artifiX”という人問観に立脚する“VemaCu1ar”で“ConViVia1”なコミ

ュニティとは，Fromm流にいえば，“productive　activity”によって相互に自己実現し合う仕

方で結合し合う社会組織なのである。

　mChが肯定的に用いるさまざまなターム，たとえば，“ConViVia1”，“VernaCular”，

“homo　artifix”，“1ife　of　action”だとは，たしかにあちこちでさまざまの仕方で規定されて

はいる。しかし，これらを統一的に首尾一貫して理解することはこのおりおりの説明だけでは

かたらずしも容易ではない。mchの論の重点はあきらかに批判にあり，したがって，肯定的

なイメージはむしろこの批判の反照としてのみ結像するのが通例だからである。かれの論と

Frommの論とを比較対照することの意義はこの点にある。けれども，実際には，Illichの肯

定的諸タームの規定の不鮮明さは，同時に，かれがこのタームに対して反照的に用いる，批判

のための中心的諸タームの不鮮明さと同根である。この不鮮明さはさまざまの誤解の誘因とだ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ■　』押一昌壇珪。る。たとえば，次に検討するGintis，H．のI11ichへの批判も，この不鮮明さに由来する誤解に

もとづいている。

　マルクス主義の立場によるGintisの幾分教条的たI11ichへの批判の要点は，以下の三つであ

る。第1に，Inichが今日の社会問題と価値の危機の源泉を「疎外された消費の型の再生産」

に見ているのに対して，この「消費の型」は「より深い経済制度の活動の現われ」として理解

されるべきだということ。第2に，Inichが「消費に重点を置きすぎている」ために，今日の

教育制度の機能と問題の理解が一面的かつ部分的となり，それゆえに提起された代案も実効性

をもつことができないということ。第3に，教育を変革する理論は，「消費」ではたく「生産

における社会的関係のったがりを根本的にかえることによって」，「解放的で平等な教育」を実

現することをめざすべきであること。以上の三つである。しかしこのGintisの批判は，互雌。h

の論に即するかぎりいずれも妥当しない。

　Gintisの批判の根底にあるのは，mchが“consumption”だけを見てより重要た“produc－

tion”を見落しており，さらにいえば，変革の理論にとってもっとも月予要な社会経済的下部構

造の把握を欠落させているとする見解であろう。しかしこれが誤りであるのは，Gintisが何

の疑いもためらいもたく経済学的タームとしてのみ理解し，したがって“production”に対比

させている“consumption”が，実はIlhcbのいう意味でのそれには一致しないことからあき

らかである。

　Inichのいう“consumption”は，すでにみたように，“a1ife　of　action”と対置されるライ

フ・スタイル皿の基本的た特質であって，経済学上の「消費」に内容を限定されるわけではた

い。michの用法に即するかぎり，われわれはたとえば，生産過程や生産物や生産する主体性
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から疎外され，技術的に合理化され，物象化された役割行為に向けてのみ自分のエネルギーを

費消する「生産」を，すたわち“consumption”である“production”といったものを十分に考

えることができるのである。“consumption”は，“addiction”や“manupu1ative”というター

ムとつながり合うことによって，制度へ物象化的に依存することによって自分の二一スーそれ

も本来の欲求ではなく外から人為的・操作的にひきおこされた二一スーを充たし，しかもこの

充足それ自体を自己目的化してかろうじて生きる意味を見出すような，疎外され受容的な生き

方であるライフ・スタイル］Iの本質的た特質を示すのである。

　こうしてGintisの批判が妥当したいことはあきらかである。それでは，Gintisのいう本来

の経済学的なタームである「生産」とr消費」は，Illichの諭のうちでどのように位置づけら

れるのであろうか。たとえば制度Iにおけるr消費」は制度皿におけるそれとどのように質的

に異っているのであろうか。これらの問いにmchの論に即してある程度こたえることは可能

であるかもしれたい。しかし，この司’能な解答のレベルは，きわめて抽象的で一般的な水準に

とどまるであろう。そしてこの抽象的水準は，たとえば，Frommの幾分がは具体的た所論を

援用することによって，これまたある程度はこえられるかもしれない。しかしいずれにせよ，

I雌Chの論は，その批判という機能を離れて，そこで使用されるタームについて，積極的なイ

メージを結像させようとすれば途端に不鮮明になるという基本的な欠陥を有している。I11ich

の論をつきつめて検討すれば，以下の二つの根本的な疑問に出会わざるをえないが，それは，

まさにこの「不鮮明さ」によるものとみることもできよう。

　まず，Iuichは，ライフ・スタイルと制度との間のかかわり，すなわち，それぞれに一定程

度は自立していたから互いに不可分の仕方で規定しあうはずの両者の相互関係と相互生成をど

のようにとらえているのであろうか。かれは，このライフ・スタイルと制度の二つを単純に並

記しているだけであって，両者の相関，たとえば，つきつめて考えれぼゆきあたらざるをえな

い制度の制度化にともたうライフ・スタイルの変化とか，ライフ・スタイルの普遍化による制

度化とかのきわめて動態的な局面に関する考察をほとんど視野の外においているのではあるま

いか。この場合，制度とライフ・スタイルの両者をそれぞれに十分に論じれば，いずれその動

態的局面に行きあたらざるをえないことは自明である。とすれば，結局のところmichはこの

双方のいずれをも実は，十分守こつきつめて考えていたいというべきではたかろうか。

　次いで，制度とライフ・スタイルを“convivia且”たIと“manupulat量ve”な皿に分極化して

論じがちなmchの論の妥当性が間われたければならたい。かれは多くの場合この両者を機械

的に対立させすぎている。この両極的対立化は，たとえ理念上の差異をきわだたせるのには有

効ではあっても，事柄の実体には適合しない。たとえば，われわれの生き方は，かたらずしも

つねにこの二つのいずれか一方ではありえず，むしろ，そのつどの場面場面に率いて受動的・

消費的・被操作的・体系呼応ないし依存的であったり，能動的・創造的・共生的・相互主体的

であったりしており，その動揺はたえることはたい。性格に基礎づけられた行動傾向において

どちらかの面が相対的に見て優位であることは十分にありうるが，しかし，病的で極端な事例

を除けばおよそ一方だけが発現する場合を想定することはできたい。おたじことは制度につい

てもいえる。実際にはどのような制度もある程度は“c㎝viv1a1”でも“manupulative”でもあ

りうるのであり，だからこそ，ほかたらぬm1ch自身が「スペクトル」やr軸」という，極端

な択一をさけ微妙なニュアンスの差異を含みうることばを用いているともいえよう。しかし，

どのような制度でも，「スペクトル」や「軸」の上で確定的た場を占めることはありえたい。
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その制度がどの程度“manupu1ative”であるのかは，むしろそのつどの運営状態のちがいによ

ってある程度までは異ってくるものと考えられるからである。いずれにせよ，この現実の事態

と，michの論を通観した場合みとめることのできる極端に尖鋭化し両極化する論の展開の仕

方とはうまく接合しないのではあるまいか。

　以下では，この二つの根本的杜問題を念頭におきたがら，ライフ・スタイルと制度の両面か

ら，Inichの具体的な学校論をみておくことにしよう。

（3）学校化と脱学校化

　michによれば，制度スペクトルの右端の“mampulative”た制度I［に属するのは，さまざ

まな法の強制的執行機関と，刑務所，療養所，孤児収容所だとのr顧客の操作という点で専門

化された社会機関」である。これに対して，制度スペクトルの左端の“ConViVial”な制度Iに

属するのは，電話網，地下鉄，郵便，公営の市場や交換所，下水処理システム，上水道，公園，

歩道などの「それを利用することが得だと制度の側から確信させられることなく」利用者の「自
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘蝸．口。7利発的な使用によって特徴づけられる」制度である。

　制度血の特質は，それがきわめて複雑で高いコストを要するにもかかわらず，利用者に，「こ

のような制度が提供してくれる生産物や処置たくしては生きることができないとおもい込ませ

る」ことである。これによって，社会的・心理的両面にわたる「常用中毒」（addiction）が
　　　　　’・岨．叩。呂。一阯

ひきおこされる。前者の社会的常用中毒をmichは，rエスカレーション」とも言い換え，こ

れを望ましい結集が出たい場合にもそれまでのやり方を改めず，逆にそれをより一層大規模な

かたちでくりかえすことと説明している。これに対して，後者の心理的常用中毒は，「習慣化」

とも言い換えられ，“ConSumer’’が一度それにのせられるとそれたしにはすませられなくなる

ことと説明されている。王nichは，「学校」がこの常用中毒をもたらす典型的な「にせの公益

事業」であるとのべ，さらに次のようにいう。

　r高速道路はまず移動したいという欲求や必要を倒錯（perversion）させ，結果として自

家用車への需要を生み出す。学校そのものも，成長し学ぼうとする自然の傾向性を教えてもら

うことへの需要へと倒錯させる。工業的工程をへて製造される成熟（manufaCtured　maturity）

への需要は，製造された商品への需要が自己主導的活動を放棄させるよりもはるかにひどく，

そのような活動をそこたう。学校は制度スペクトル上で高速道路や自家用車よりも右にあるば

かりではない。それは，完全収容施設（tota1aSylumS）が占めている右端のすぐそばに位置

しているのである。戦場で死体を数えさせる戦争のプロデューサーですら肉体を殺すにすぎた

い。しかし学校は，自分たち白身の成長への責任を放棄させることによって，多くの人々を一
　　　　　　　　　　　　　　　｛・岨．P一朋〕
種の精神の自殺へ導びくのである。」

　学校は，“manupu玉ative”な制度］Iの極端な事例であり，したがって，それは，自己活動的・

生成的たライフ・スタイルIを制度依存の“add1cti㎝”を病むライフ・スタイルI［へと倒錯さ

せる。引用文中の“tota1asy1ums”という用語は，直接に指示されてはいないがおそらくGofト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1｝．I＾1r］mann，A．がrアサイラム』で用いる“tota1institutions’’を念頭においたものであろう。学校

が“tOtal’’た収容施設のすぐ近くに位置するということは，「公立学校」についてのI11iChの次

のようだ定義からも根拠づけられる。それによれば，「学校」とは「年齢を特定され，履習を

義務づけられたカリキュラムヘのフルタイムの出席を要求する，教師に関連する過程」で
　H宮，口。朋，

ある。ここには，rフルタイムの出席」という要件が含まれているが，これによって学校は，
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所属する成員の生活の時問的空間的全体を全面的に統制する“total　inStitutiOnS’’に近づくの

である。

　けれども，別の場合にI1ichは，学校がこれらの“total”な収容施設よりもはるかに操作的

で管理的でもあるとして，次のようにもいう。

　「こどもをフルタイムの生徒と規定することによって，教師には，学校とは別の社会的隔離

施設の管理者が行使する権力に比しても法制上，慣例上の制約によって規制されることのはる

かに少ない権力を，自分の担任する者たちに対してふるうことが許される。こどもたちは，そ

の年齢を楯にとられ，精神病院・修道院・刑務所だとの現代のアサイラムに収容されているお

とたたちにとっては当然のこととして与えられるさまざまた安全策に譲られる資格すらも，奪
　　　　　　　　　H呂．P－4刑
われているのである。」

　フルタイムの出席を前提とする学校は，本来，生徒たちばかりにではたく教師に対しても
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蜆坦，ロー岨1「その本質からして時間とエネルギーの両面にわたって全画的な要求を課しがち」である。

これに加えて，近代の学校は，「こどもは学校に居るべきであり，学校で勉強するものであり，
　　　　　　　　　　　　　＝珊叩』罰
学校だけで教えうるものである」という「三つの疑われることのない前提」に立脚して設立

されている。この前提によって，こどもがその自己活動的・生成的で“COnViViaI”た側面を完

全にネグレクトされ，ひたすら受容的た“ConSumer”とみなされれぱみなされるだけ，教師の

生徒に対する責任と権力もまたそのあらゆる局面にわたってより一層増大せずにはおられたく

なる。この結果は，教師への権力の極端た集中と生徒の権利の全面的た剥奪である。

　こどもがrフルタイムの出席を義務づけられた生徒」と規定され，その生の全体が意図的計

画的た統制と配慮の向けられるべき存在へと物象化されるのに対応して，教師の方には，まず，

生徒の日常的な行動の仕方を規整する管理者（CuStodian）であり，さらに，善悪を教化する

r道徳家」たいしr説教者」であり，そして，r自分の担任の生徒が個人として成長するのを

助けるためにその個人的生活にまで立入って徹底的に調べる（傍点筆者）」というアイロニカ

ルたしかし恐るべきr権限を与えられた」r治療者」でもあるという，類稀な権力が付与され
　　　蜆目．叩。4ヨー刷

るのである。

　かくして，学校における教師一生徒関係は，教授一学習という一面的だったがりではたく，

とはいえ，相互的で人格的なつながりでもたい。それは，一方が他方の存在と生の全面を

“mampu1ate”する，片務的で全面白勺た関係なのである。このきわめて特殊な教師と生徒との

関係が，制度としての近代学校の「構造」を規定する基本的た特徴である。ところで，I11ich

は，この制度的「構造」に適応することによって生徒たちがかたらずしも意識することたく学

ぶ教育の内容と過程の全体を、「かくれたカリキュラム」（hidden　㎝rricu1um）とよんで
　＝蝸。P。蝸一

いる。

　互1王ichはかくれたカリキュラムを，「学校でおこっていることと対比的なものとして，学校教

育の構造を指して用い」るとし，これを「学校の儀式的側面」ともいいかえる。この場合の「儀

式」（ritua玉）とは，構造として制度化された行動様式の制約と理解してよい。たしかに，こ

のようた規定だけでは，顕在的カリキュラムや学校文化や学級風土など関連する他の諸概念と

の異同は不分明であり，したがって，なおその内容は不明確である。しかしこれが学校を理解

する」二できわめて有効な視座を提供するものであることを疑うこともできない。それはたとえ

ば，Dreeben，R．の次のようだ視角とほとんど一致する。

　「私が主張したいのは，学校の構造上の約束事（StruCtua玉arrangement）がもつ特質とぞ
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れが必然的にもたらす結果とによって可能とたる学校での生徒としての諸経験が，こどもたち

に一職業も含むがなおそれには尽きない一おとたの生活の若干の局面それぞれに付き物の諸規
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘蝸。P。ヨ助
範（nomS）を学ぶ機会を与える，ということである。」

　Dreebenは，特殊た「構造的」特質をもつ学校へ適応しようと努力することそれ自体によっ

て，必らずしも意図することたく生徒が獲得する社会的諸規範として，産業社会の構成員にと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘔岳、P。昌ηっては不可欠である「独立性」，「業績」，「普遍主義」，「特殊主義」の四つをあげている。こ

れまで学校の理論的な検討に際しては，多くの場合，意図的計画的に遂行される知的な教授一

学習の局面のみが一比較的取り扱いが容易であるという理由で一取りあげられ・てきたのに対し

て，「構造上の約束事」への生徒の適応がもたらす主体的人間的帰結については，その事柄の

重大性にもかかわらず，正面から取りあげられることは少なかった。その意味からすれば，

Dreebenの試みも，さらにいえば「かくれたカリキュラム」というなお幾分か未規定なター

ムを用いる互11ichの試みもともに，理論構成上きわめて有益でかつ有効な視座を提供するもの

といえよう。

　ただし，Dreebenが学校における諸規範の習得を肯定的に評価するのに対して，I11ichは，

この同じ事態を「神話」のうけいれであるとして否定的なものとみなす。ここに両者の基本的

た差異がみとめられる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛・蝸．叩。5ヨ酢。一
　mchによれば，今日の学校の基本構造は，次の四つの「神話」に拠って成立している。

まず第1に，学習の大半の成果は実際のところは自己活動的なそれによるものであるのに，学

校で教わることによる学習のみに価値があるかのように信じる「制度化された価値の神話」が

ある。第2に，人問の成長は本来他者と比較したり量に還元したりして把握しても無意味であ

るはずだのに，あたかもそれがこのようた仕方で測定可能であるかのように信じる「価値測定

の神話」がある。第3に，カリキュラムを開発したり教授したりすることが，あたかも匿名の

一般消費者に向けて魅力的な商品を開発しパック詰めにして販売するプロセスとおなじような

仕方でできるかのように信じる「パック詰めの価値の神話」がある。第4に，欲求が外的に喚

起され続けてとだえることのたい産業社会での消費行動と同様に，生徒もまた教えられること

に飢えを感じ続け授業内容を無限に吸収し続けることができるかのように信じる「永続化可能

た進歩の神話」がある。

　この四つの神話を制度化した特殊な構造をもつ学校に適応し，固定化され安定した役割行動

をくりかえすにつれて，その構成員は徐々に，ほかならぬこの神話を現実としてうけいれてく

る。これがI11ichの考えるrかくれたカリキュラム」の機能である。

　たとえば，一度，学校でr制度化された価値の神話」を受け容れれば，それ以後，あたかも

すべての欲求は制度に依存してのみ充足できるかのように信じる，倒錯した常用中毒的ライフ

　スタイルが形成される。r価値測定の神話」を受け容れれば，自他を量化し物象化し疎外す

ることに慣れるであろうし，「パック詰めの価値の神話」を受け容れれば，自分の欲求を出来

合いの商品に合わすこと，さらには自分の生そのものを商品化することに慣れることになる。

r永続化可能た進歩の神話」を受け容れれば，充足されることのたい無限の消費を志向し，さ

らにはその消費のために自分の生と存在そのものを消費するライフ・スタイルを形成すること

にたるであろう。

　王11ichのいう学校のrかくれたカリキュラム」で学ばれるのは，受動的な“consumption”

を本質的た特質とするライフ・スタイル皿である。今日の産業社会がこのようた生き方によっ
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でこそ維持されていることからすれば，学校はその構造的た特質からしてこの社会にとって徹

頭徹尾機能的なのである。

　学校は産業社会のもつ否定性を確実に再生産する。学校のもつこの否定的た社会維持機能を

克服するためには，たによりもまず，右の「神話」を脱神話化し，この神話と切り離し難く一

体化した「構造」をくつがえさなければならない。これがmchのいう「脱学校化」
（deschoo玉ing）である。

　しかしこの場合，否定されるべき当の学校が全体社会の機能的部分である以上，その構造の

廃棄という部分的変革は，全体の変革にともたわれたければおよそ非現実的とみるべきではあ

るまいか。この点についてのI脳。hの見解は次に見るように，場合によって異っているように

思われる。

①r（学校の構造・神話・かくれたカリキュラムたどがどのようた社会・文化・政治状況にあ

ろうとも）同一であるという見解をとるなら，とんだ深い意味であれ学校が従属変数であると

する主張は，すべて幻想である。このことは，これまで伝統的に思い浮かべられてきたような

社会の変化あるいは経済の変化がもたらす一つの結果として学校システムに基本的な変化が生

じるのを期待することもまた，幻想であることを意味している。加えて，この幻想は，“Con－

sumer　Society”を再生産する機関としての学校がほとんど問責されることたく責任を回避す
　　　　　　　　　＝珊。叩。1冊一刀
ることを許すのである。」

②「学校制度そのものにかわる根本的代案は，厳密に政治的要求の中に表現されていたければ，

求めでもほとんど無駄である。この政治自勺要求とは，最も広い意味で学校を廃止することを求

めること，それに関連して教育に対する自由を保証することを要求することである。」

③rr脱学校の社会』において私は，サーヴィスを目的とする福祉国家の諸制度が，財の過剰

生産がもたらす副作用（環境破壊，資源枯渇）と似た副作用を不可避的にもたらすということ

を明らかにした。商品生産にたいする限界づけを補足して，社会保障サーヴィスに対しても限

界を考える必要があった。そのうえ，これら二種類の限界は政治的・技術的選択から基本的に
　　　　　　　　　　　　　　　　　一i11．一三1！I’u
独立しているということを私は主張した。」　（以上丸括弧内は筆者の補足）

　①と③が「学校」の制度改革という試みの他のもろもろの改革に対してもつ自立性を主張し

ているのに対して，②は，この部分的改革が全体的変革，わけても政治的変革に従属するもの

であることを指摘しているかのように読める。とすればここにはあきらかに，調停しがたい矛

盾があるのではあるまいか。このことについて検討してみよう。

　先にもみたように，I服。hは，学校を含む“manupu玉at1ve”た制度とそれに“addictive”に

依存するライフ・スタイルの変革を，他の諸変革とは相対的に独立した重大た事柄としてくり

かえし論じている。たとえば，これもまた先に見た「公的選択」にかかわる「三つの軸」では，

政治的た左と右の択一に関連する「X軸」とエコロジカルで技術的たソフトとハードの択一に

関連する「Y軸」の二つからは独立に，“mampu1ative”な制度と“convivia且”な制度の択一

に関連するrZ軸」が考えられている。この場合，Z軸は，X軸とY軸で構成された平面のう

ちに埋没しているわけではたい。したがってたとえば，政治的に革新的でソフトな技術選択を

行う側が，“conv｛via1”ではたくて“manupu1at三ve”た選択を行う場合もあれば，これとは逆

の場合もある。Z軸の変革，そしてそれに含まれる学校の変革は，政治的・技術的変革からは

相対的に独立している。それゆえに，先の①と③はmChの理論の全体と整合するのである。

　しかし，Z軸は，X軸とY軸で構成される平面と交わりこれを分割する。すなわち，部分的
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な制度変革が現実に達成されるとすれば，それはどこかの時点で政治的たものあるいは技術的

なものとのかかわりをもたざるをえなくたり，それなりの選択を迫られることになる。しかし，

I11ichはこの制度改革と他の改革との関連についてはほとんど触れていない。②はそのきわめ

てめずらしい例外なのである。

　このことからもあきらかなように，I11iChの関心は，社会変革の全体像，あるいはその像の

部分を占める制度改革の具体的で現実的なイメージには向けられていたい。かれの関心は，あ

くまで現行の制度やライフ・スタイルの批判にある。それゆえ，かれの議論は，細かい陰影の

差異などには甚斗酌することはない。むしろ議論は極度に尖鋭化され，対立は極端に両極化され

る。たとえば，“convivial”対“manupu玉ative”，“action”対“consumption”，そしてエピ
　　　　　　　　　　　　　　　　　’蝸．叩一円1“。1
メテウス的人間対プロメテウス的人問などのように。

　もちろん，先にものべたように，現に生きている人問や制度は，複雑で微妙た陰影をともた

いつつ流動する不断の変化のうちにあり，Ilhchがくりかえしのべるようた極端な両極性のう

ちにはない。こうして議論が生きた具体性を排除するから，それは，具体的なものの実際的な

変革については本当のところは何も語ることができない。michの論は，この意味であくまで，

現実への媒介の回路も方途ももたない超越的な批判であるにすぎない。

　このことは，かれの論ではきわめて稀な具体的提案を取り上げてみればはっきりする。

（4）脱学校化の可能性

　I1hchは，学校化されていない場合の教育にみとめられる本来の機能は，技能の訓練（ski11

drin）と外的た目的に拘束されたいリベラル・エデュケーションの二つに限定されると
蜆呂．叩。！ヨ町一〕

いう。かれの脱学校論における唯一の具体的た提案は，この二つの機能のために組織化され

る「学習のネットワーク」（leaming　webs）である。

　I1王ichは，この「新しいフォーマルな教育制度」のめざすべき目的を，第1に，どのようた

年齢であろうと学習したい時には「利用可能た資料」を入手できること，第2に，自分の知っ

ていることを他の人と分かち合いたい人がそれを学びたい人をみつけることができるようにす

ること，第3に，特定の問題をみんなに知らせようとする人に便宜を与えることの　三つにま
　　　　H目．口。一〇円

とめている。この制度は，教育者の設定するカリキュラムを前提にするのではなく，学習老

の興味や関心から出発して，それをみたすべき資料や情報，さらにはそれを教えることのでき

る人の組織化をめざす。このための四つのネットワークが組織されなければならない。それは，

第1に教材の照会サービス，第2に技能交換，第3に仲間合わせ，第4に広い意味での教師へ
　　　　　　　　　　　　“呂．叩。ll；一訓
の照会サービス　の四つである。いずれにせよ，ここでは，おそらくはコンピューターの利

用を通してきわめて大規模に効率化することのできる伸介業務を中心に，ゆるやかな連帯のネ

ットワークがくまれるはずである。

　このネットワークの発想の根底には，先にものべたように，今日不必要たまでに拡大された

r教育」の領域を．学習者の自発的た学習意欲を前提とする技能訓練ないしr反復練習による

教授」（drin　teaching，instruction）と，借りものではない自分自身の問題を一教授されるの

ではたく一共有する仲間と共に探求する主体的で創造的でリベラルな本来のr教育」の二つに

切り詰めなければならたいとする，I11ichの考えがある。上記の四つのネットワークは，この

技能訓練とリベラル・エデュケーションを実現する方途であるが，いずれにせよ，このような

形で教育の領域から「切り詰め」られるのは，どのような学校にも共有されている「構造」，「神
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話」，「かくれたカリキュラム」である。

　それにしても，このネットワークの提案は，現行の学校制度に十分にかわりうるものであろ

うか。もちろん，学校を修了した成人に対してこのような組織化が可能であり有益であること

はあきらかであり，事実，これがある程度実現されている事例を見ることもできる。しかし，

これは学校にかわるものではたく，むしろそれを補完するものである。問題は，青少年の公的

に制度化された学校教育の代替案としてこの組織化がどの程度の現実性と有効性をもつのかに

ある。この点については多くの論者はおしたべて否定的である。この場合，論者の議論は，I1－

lichの提案の現実性の否認を通して，さらにかれの脱学校論そのものの難点の指摘にまですす

むのが通例である。以下若干の論者の議論をとりあげて，この点について考察してみよう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　螂n　Dore，R．P．は，『学歴社会　新しい文明病』で，michやReimer，E．の脱学校論を非論

理的・非現実的であると批判し，その理由として，第1に，I11ichが国情の違いやそれに由来

する教育課題の差異，わけても産業化を達成した国とその途上にある国の差異を無視している

こと，第2に，学習の目的として許容されているのは実用的技能と本来の教育という名の趣味

のみであり，ここでは「社会的た目的達成のための学習」が無視されていること，第3に，社

会間の差異のみではなく個人問の差異も見落されており，たとえば，好奇心や認識能力を十分

にもたずそれを伸ばしてくれる家庭などの環境をももたたいこどもには学校こそが大切である
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1”　　一＾1舶一1岬岨11のにそれを認めていたいことの，三つをあげる。

　山住正己は，先に引用したI1ichによる「学校」の定義に対して，義務教育制の学校におい

てすら選択制クラブ，児童会・生徒会などの「教師に関連する」ものに限定されたいこどもた

ちの集団活動があり，さらに，r義務づけられたカリキュラム」の枠内ですらそれを主体的人

問的なものへと改革し再編成しようとする動きがあることを指摘する。三1hchの四つのネット

ワークの提案は，系統的学習と自治的集団活動を欠いている点で，教育組織としては貧弱であ

る。山住によれば，学校は，これらの要件と教職員の能動的活動を含めて再定義される必要が
　1■！，，■‘肌一u

ある。

　松崎巌は，まず，「学校は欠陥だらけだというばかりではたく，本質的に人問をだめにする

危険をもつものであるが，これに代るものが見出しえないからこれを利用するしかたい一種の

必要悪」であると強調した上で，この「必要悪」の具体的内容として六つの論点をあげて

いる。このうち，こどもの生得的学習意欲と教育すべき内容との蛆箇吾，教育内容の系統性，

こどもの集団性と生活機能という三つの論点は，Doreと山住にもみとめられる。松崎に固有

の論点は，以下の三つである。

　第1。発達段階に即して早い段階に学習させ身につけておかたけれぱたらたい知識や技能が

存在している。

　第2。おとなが仕事をするためには，こどもたちを煩いとならたいように囲い込む場が必要

であり，できればその保護された場で普通のおとたに無理な専門的指導がたされたほうがよい。

　第3．Inichはその提案において教育関係における人問的要素を余分たものとして極力排除

しようとしているが，学校で必らず生じる教師と生徒との人間的ふれ合いこそむしろ高い人問

形成的価値をもつ。

　さて以」二のDore，山住，松崎の論点は，総合すれば，きわめて包括的であり，たとえば，
　　　　　　　　　帽i1『脱学校化の可能性』に収められたさまざまの論者の批判的議論の内容もまた，およそすべ

て，つまるところこれらの論点に帰着する。まとめていえば，関連する議論はすべて，それを
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松崎のように「必要悪」と規定しようと否とにかかわらず，学校の他に代替不可能た必要性を

示しており，したがって，I11ichの「学習ネットワーク」の代替提案を否認するとともに，か

れのr脱学校論」全体の非現実性・非論理性をついている。I11iChの論はこれへの有効た反論

とたる論点を含んでいるのであろうか。

　IlliChの論からすれば，これらの反論のすべては，たとえば，制度化された価値の神話，価

値測定の神話，パック詰めの価値の神話，永続化可能な進歩の神話などに無批判に拠る

「homo　educandusのイデオロギー」の直接的表出であり，結果として，極端に

“manupu玉ative”で，社会の否定性の再生産機関でしかない現行の学校制度の存続に手をかす

ものとして，逆に批判されるべきものであることになるであろう。いずれにしてもこの議論の

かみ合わせは，双方の議論の修正をもたらすものであるよりも，差異を固定化するだけに終る

ものと考えられる。

　ところで，これまでまとめてきたII1ichへの反論と，先に見たComeniusの学校教育の必要

性に関する11の論点を比較してみると，両者にはきわだった内容上の一致がみとめられる。た

とえば，山住や松崎には含まれずDoreにのみかろうじて認められる学校教育の社会的機能一

人材の養成・選別・配分，イデオロギー的統制一という論点すらも，Comeniusのそれには含

まれているのである。とすればここには，Comeniusの超越的学校構想を批判する互雌。hの議

論が他たらぬComeniusの論によって反批判されるという，相互にかみあうことのたい不毛な

循環がみとめられることにたる。この不毛た循環は，どのようにしてもたらされているのであ

ろうか。さらにそれはいかにすれぽ断ち切られ，生産的議論に向けることが可能となるのであ

ろうか。

　mchの議論の特質が，現実性具体性を無視した議論の極端た尖鋭化，両極化にあることは

くりかえし指摘してきた。かれのComeniusへの批判，さらには今日の学校制度への批判もま

た同じやり方によるのであり，余剰や陰影をそぎ落された相手，すなわち，“manupu1ative”

た制度，議論に対して，同じように単純化された批判理念，すなわち，“ConViV1a1”た制度，

議論が，無謀介的・直接的に対時させられるのである。不毛た循環が，この単純な両極化によ

る超越的批判のもたらすものであることは，ことわるまでもたくあきらかである。

　もちろん，極端に両極化するInichの論そのものが全面的に不毛であるわけではたい。この

超越的な批判は，本章でみてきたように，内在的た議論であれば見落しかねたい近代学校の基

本的特質を，“mampu1ative”で物象化的た役割関係にもとづくシステムと把握し，それによ

ってComeniusの超越的学校構想にもまさにこの特質がこめられていることを浮き彫りにする

のである。問題はこの先にある。mchの批判とComeniusの構想は，この新たに見出される

特質に対してそれぞれ一方的に否定的であるか肯定的であるかのいずれかであり，ここには生

産的議論には向うことのできない不毛な循環ないし空転があるだけだからである。

　この両極化し空転する議論が，きわめて多元的・多層的であり力動的で豊かでもある教育の

現実にうまく適合しないことは自明である。われわれが直面している教育現実には，

manupu1ativeた制度やライフ・スタイルが存在しているのと同時にこれと拮抗する“con－

viviaI”た制度やライフ・スタイルも存在している。たしかに，In｛chの議論が含意するように，

現存するrX軸」やrY軸」からの規定やこれまでの歴史の流れの中で“manupulative”なも

のが“ConViVia玉”たものに対して相対的に見て優位であることは十分にありうる。しかし，一

方が他方を完全に征圧することはありえたい。教育現実においても，二つの制度と二つのライ
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フ・スタイルはきわめて複合的た拮抗や対抗の関係にあり，さらに，その関係のうちでライフ

　スタイルの制度化や制度によるライフ・スタイルの生成といった力動的・発生的な連関が展

開されているものとみることができるであろ㌦

　本稿の主題である“mutua1reguIation”は，I11ichの論の示唆するような全般的に

“manupu1ative”た世界ではおよそ成立する余地も可能性ももたない。自他を操作的に物象化

し手段化する人間関係においては，“mutua1ity”は存在しえないからである。けれども，教育

が一方の世代による他方の世代の存在と生の“regu1ate”という面をどうしても欠くことがで

きたいとすれば，世代差を否認して完全に対等化された世界においてもまた“mutua玉regu1a－

tion”は存在しえないであろう。われわれの現に生きている教育現実は，したがって，

“mutualregωatiOn’’になお何程かの可能性と余地を残した世界であると考えることができる。

　けれども，Comeniusの期待した学校のシステム化は今日，Ill｛chの鋭い批判からあきらか

なように極度に徹底化されすぎているのではなかろうか。そして，このシステム化の徹底によ

って，“mutual　re馳1ation”の余地もまたみじめに切り詰められているのではあるまいか。

　この問いにこたえるためには，われわれは今日の教育現実について全般的見通しを立てるこ

とを試みるほかはない。しかも，すでにあきらかたように，このようた現実への媒介によって

のみComeniusの超越的構想とInichの超越的批判の不毛た循環は生産的なものに変わる見込

みをもちうるのである。次章で，それが現に果しつつある社会機能に焦点づけてr学校の現在」

を問うゆえんである。

　　　　　　　　　　　　　　　三　学校の現在

1）学校の社会的機能一DurkheimとWeber一

　今日の社会で学校がどのような機能を果しつつあるのかについて考え，さらに，そのよう

な機能を担う場で“mutual　regu玉atiOn”かどのように展開されうるのかを考えるために，本章

ではまず，学校の社会的機能に関するごく一般的で古典的た議論をひとあたりみておきたい。

　学校の社会的機能についてはすでに前章で，人材の養成と選別と配分，そして新来のメンバー

のイデオロギー的統合による社会統制の二つの機能をあげておいた。学校はこの機能を，意図

的計画的に遂行すると同時に，Inichも指摘するように，その構造への生徒の適応を通して何

程か無意図的にも達成しているのである。Durkheim，E．とWeber，M．の古典的な社会学理

論は，この学校の社会的機能の全体を互いに異った力点をおきたがらそれぞれに把握している。

先取りしていえば，一方でDurkhe1mが，学校の社会統制機能に焦点づけているのに対して，

他方でWeberは，専門教育による人材配分や学校の内部諸過程の官僚制的合理化に焦点づけ

ており，したがって両者は相互補完的に，学校の社会的機能を全般的にあきらかにしているも

のとみることができるのである。本章ではまずこれを概観しておこう。

（1）社会化としての教育

　よく知られているようにDurkheimは，教育をr未成年者の組織的な社会化（une　social…sa－
tion　m6thodiquε’ア！〕」と規定している。教育とは，「こどもの生活することが予定されている社

会環境にこどもを適応させること」を「目揃ヨ別とする「社会的・集合的機繕ゴである。この
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社会化としての教育が不可欠であるのは，人間存在が生まれたままの状態ではきわめて不確定

であり，しかも同時にさまざまな外的規定に向けて開かれているからである。Durkheimは次

のように記している。

　「生来的性格が大部分極めて一般的であるということは，それが極めて展延的で柔軟である

ということである。たぜたら，その性格ははたはだ異なる規定（d6termination）を受けるこ

とができるからである。それゆえに人間がその出生時にそうなっている，決定されていない可

能性一（les　virtualit6ind6cises）と，人間が社会において一つの有益な役割を遂行するために

ならなければたらない，きわめてはっきりとした人間像（1e　personage　tr6s　d錨ηi）との間

には，はなはだしい距離がある。この距離がつまりは教育によって尊びかれるべきこどもの道
　　　’ヨー，PP－oヨI4，

程である。」

　この引用箇所における「決定されていない可能性」と「きわめてはっきりとした人問像」

の区別に重ね合わせて，Durkheimは，「われわれ自身，われわれの個人的生活の事件にのみ

関係しているすべての心的状態から作られた」「個人的存在」（εtre　individuel）と「われわれ

が所属している集団もしくは種々の集団を表明している観念，感情および慣習の体系」からた

る「社会的存在」（εtre　SoCia1）をも区別している。生まれたての人問は，「決定されていな

い可能性」をもつr利己的」でr反社会的」なr個人的存在」であるにすぎない。このr可能

性」を外から規定して，単なる個人的存在に社会自勺存在をr付け加える」ことが，教育の仕事

なのである。

　このDurkheimの人問把握と現代の教育人間学を展開するRoht，H．の把握は，微妙な異同

を含んでいる。この異同を明確化することによって，逆に，Durkheimの論の固有性があきら

かとたるのであろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’Oヨ．筍S．10宮…　O〕
　Rohtは，人問を「教育を必要としかつそれの可能な存在」と把握し，この場合の教育可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個］．5s．151iユ．1
能性をさまざまの個別人問諸科学の知見を動員して解明する。ここから得られた認識は次の
　　　　　　　佃3．s．刮
二点に要約できる。第1に，人間の無限に開いた陶冶性はかれの無限に開いた自己規定とか

かわること．第2に，社会が理論上企画できさらに実際に実施できる（もっとも広義の）教育

が，この不確定た陶冶性と自己規定とのかかわりを，個人と社会とをともに維持し解放するか

かわりに変えることができること　である。Rohtは，「われわれが希望と不安をもって認識
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一冊．s．4mしてきた開いた規定性に人間の可塑的自然が対抗する」とものべ，要約的に次のようにいう。

　rしかしかりに，（文化的人間への）＜発達〉が即自的には存在しておらず，それたしに人間

が自分で自身を規定するほかないとすれば一いいかえれば教育たくして文化的発達はありえた

いとすれば一，しかもこの規定が開いているとすれば，何をめざして教育されるべきか。人間

の自然が発達と教育の方向を定めるほど確定しておらず，しかも，人間の未来はかれが自分自

身で責任をとるべき開いた未来であるから，かれの文化的規定もまた一度きりでは確定されえ

たいとすれぱ，教育人間学に残されていることは一つまり私は教育学的発達諭・教育諭に訴え

かけているのだが一，ある文化の内部でその文化が生み出し生き生きと保持している＜生産的

で力動的なもの〉を，こどもの内部にあるこれとおとらず可塑的で生産的なものにかかわらせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧ヨ．s害』o－1〕
ること，すなわち，この二つの生産性の問に設定される関係を探求することだけである。」

　さて，このRohtの記述と先に引用したDurkheimのそれを比較すると，論点のいくつかの

異同があきらかとなる。まず，Dllrkhejmのいう「決定されていない可能性」はRohtのいう

「開いた陶冶性」「開いた規定性」に対応する。さらに，この可能性が教育を通して文化的
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（Roht）ないし社会的（Durkheim）に規定されなけれぱたらたい（教育の必要性）と見る

点でも両者は共通である。

　しかし，Rohtに従うかぎり，人間存在の可能性を規定する文化は，決っして自己完緒的閉

鎖的に確定しているわけではたい。さらに，文化による教育への規定，さらには人問への規定

は即自的に受容されるわけではたい。文化による規定は当事者によってつねに何程か主体的に

うけとめられるのであり，したがって，教育も自己形成もつねに外的諸規定のとらえかえしを

介して何程がは自己決定的にたされるのである。Rohtのことばを用いるなら次のようにいえ

る。つまり，文化が一方的に教育を規定するのではなく，逆に，教育が文化の「生産的な」部

分のみを自己課題としてひきうけるのであり，さらに，このような教育的働きかけが即自的非

反省的に受容されるのではたく，発達する者自身がそれをうけとめて自己規定するのである。

この文化と教育と発達の問には一方的な規定一被規定の関係だけではたく，規定のとらえかえ

しもまたこめられていることからすれば，この三者には一種の“mutua1ity”が成立していると

みてよかろう。

　たしかにDurkheimの論にもこの意味での相互性がみられないわけではたい。たとえば，r道

徳教育論』においては，「現代人の道徳意識が示すもっとも重要た新局面」として「行為を命

令する規則が自由意志によってうけいれられること」をめざすr意志の自律性」（玉’autonomie
　　　　　　　　　　　　　　　　　記2、叩。邊。一一1，
de玉a　vo1onte）の要求があげられている。加えて，この著書第2部の実践的提言においても

こどもを受容的にすることが戒められ自己決定させることの大切さがしばしば強調されて
　1盟．P．1四j

いる。さらに次のようにもいえる。つまり，Durkhe｛mに一貫する時代病理の診断が確定し

た秩序の失なわれたrアノミー」状態という規定であることからすれば，教育がこの混乱した

社会秩序の全体によって規定されることはありえずまた許されない。ここには教育の側からの

社会的諸規定への主体的とらえかえしという局面もまた部分的には見込まれざるをえないはず
　　　旧2，叩。珊一利
なのである。

　Durkheimの論の今のべた面を強調するとすれば，これとRohtの論とに差異はみとめられ

なくなる。しかしこのようた解釈はDurkheimの他の箇所での議論とうまく整合しない。たと

えば，よく知られているように「教育」は次のようにも定式化されている。

　「教育とは，社会生活においてまだ成熟していたい世代に対して成人世代によって行使され

る作用である。教育の目的はこどもに対して全体としての政治社会が，またこどもにとくに予

定されている特殊な環境が要求する一定の肉体的，知的および道徳的状態をこどもの中に発現
　　　　　　　　　　　　　ol．P。ミ1］
させ，発達させることにある。」

　この引用箇所を，r全体としての政治社会」r特殊な環境」，教育を担うr成人世代」，被教

育者である「こども」の三者の問に，一方的た規定関係だけではなく，逆規定をも含む一種の

相互性の存在しているかのように読むことは可能であろうか。文意からすれば，成人世代やこ

どもの側の自己決定に介在されようがされまいがそのことにはかかわりたく，規定はいずれ貫

徹されるとしか読むことはできない。いいかえれば，自由意志が機能しうるとしても，それは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ヨコ，口P。〕6｛｛。」
ストア派流に不可避的・強制的規定を自分の意志でうけいれることにかぎられるであろう。

すでにあきらかなように，まさにこの規定関係の相互性という点に，RohtとDurkheimの論

の基本的な差異がみとめられるのであり，さらにいえば，この差異に，Durkheimの論の社会

学的決定論にかたむく基本的た特質が示されているのである。

　それではなぜ教育においては社会的諸規定が不可避的・強制的に貫徹されるのであろうか。
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それは，Durkheim流にいえば，教育がつねに個人の意識にとっては「外在性」と「強制性」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oo把！．叩。〃．1ヨ別
をもつ拘束的た「社会的事実」（faits　sociaux）だからである。Dufkheimのいう社会的事実

としての教育には次の二つの側面がある。それは，「あらかじめこどもの精神に集合生活が予
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧1．口。1コ刊想する十分な類似性（homog6n61t6）を固定する」「共通教育」（6ducation　commune）と，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧1．P－1四〕現行の社会での特殊た分業を担うための「専門教育」の二つである。前者が，学校体系の基

礎的部分を担い，意識の社会的統合をめざす社会統制機能を果すのに対して，後者は，この基

礎的・共通的教育に立脚してそれ以後の多様化された教育の場で展開されるであろう。しかし，

Durkheimがその教育上の主著で正面から論じているのはあきらかに前者のみである。これは

なぜであろうか。これについて考えるのにはかれのr分業論』の主要な論点をふりかえってお

くことが有効である。

　よく知られているように，Durkhe｛mは社会的連帯（so1idarit6）に「環節的」（segmen－

taire）なそれと「有機的」（organique）たそれの二つを区別する。前者に拠る社会は，「環

形動物のひとつひとつの環」のようにたがいに似かよった「基本的集合体の反復」によって成
　　　　螂O一甲。1亘O〕

立している。このようた社会における連帯は，「機械的」であり，そこでは「個人意識は集合
　　　　　　　　　　　　　’別．P。卯〕
類型のたんなる付属物」である。しかし，労働が合理的に協業に向けて分割されるにつれて，

個人は，単なる「付属物」であることをやめ，その分業において全体へ依存するとともにその
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一四，P。，副専門的役割遂行に向けて個性化し個人化する。このように分業の各要素が自発的に全体に結

合し個性化個人化しておしなべて活動的になれぱなるだけ，全体はより一層活動的・生産的と

なる。この分業にもとづく連帯は，「高等動物に観察される」「器官連帯」にきわめて類似して

いるから，それはr有機的」と形容されるのである。

　有機的連帯に向う急速な変化はまず，それまで全体にも個人にも抑制的に機能してきた環節
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岨。．叩、1！，．1価1．ヨ明一岨。〕
を消滅させ，巨大た全体の中枢部と個々人の双方を解放する。この一般者と個別者はともに，

さしあたっては根を失った抽象自勺存在であるにすぎたい。しかも，この解放された一般者と個

別者が即座に能動的に結合することができるわけでもない。環節的連帯の解体は直接に有機的

連帯へ結びつくわけではなく，場合によっては，「諸器官」の無規制状態としての「アノミー」

が生み出されるか，さもなければ「来組織の無数の個人から構成された社会，それら個人をだ
きとめて手放すまいとする肥大症的な国家」といったr社会学的屋蝋’’〕が生み出されること

すらも考えられるのである。

　有機的連帯は歴史の不可避的発展の指し示す方向ではあるが，現に存在する頽落の可能性が

これを理念にかえる。アノミーを克服し，個人と全体社会・国家との問に正しく規制された有

機的連帯を確立する方途を求めることが，Durkhe｛mの理論構成の基本的課題なのである。こ

の方途は，たとえば『分業論』第2版序文では，個人と社会を結合する中間的媒介的職業集団

であるr同業組合」（1a　corpoτat三〇n）の形成に求められる。そして同じこの結合と媒介が，

かれの教育学的諸著作では，ほかならぬ学校教育の機能として求められるのである。かれの議

論において，専門教育や職業教育そのものに比して，個を全体に媒介する社会統制機能を果す

「共通教育」にはるかに強く議論の焦点があてられているのは，まさにこの理由によるもので

あるといえよう。

　もちろん専門教育・職業教育について全く論及されていないわけではない。たとえば『分業

論』においても有機的連帯への移行にともなう専門化分業化の不可避性が指摘されるとともに，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭宮．r。甜剖関連してこの面での教育が不可欠であることも強調されている。のみならず別の場合には，
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職業の専門化に向けてたされる教育が，人間の潜在的可能性の特定の部分のみを現実化するに

すぎず，したがって，その存在全体のバランスをくつがえしかねたいことについても論及
　　o1．叩。岨一ヨ．召冊口

されている。

　ただ一し後者の点についていえば，個のレベルで自己完結的・自足的にバランスのとれた状

態であるその「完成」や「実現」は，教育の目的ではありえたい。合理的た協業に向う連帯に

よってアノミーを克服した「全体」のうちでのみ，専門に向けて片端化され奇形化された「個

人」は安定し充足する。これを教育にひきつけていえぽ次のようにいえよう。つまり，専門教

育において不可避的に失なわれる均衡を回復するものは，その個人にのみ適合する特殊化され

た教育ではなく，かれを全体へ結合する社会統制としての共通教育たのである。

　自明なことを付け加えれば，分業化された協働が成功裏に遂行されるためには，専門的た知

識・技能が身につけられていればたりるわけではなく，なによりもまず，分断され断片化され

た多様性をつねに全体への連帯としてまとめあげる構えをもつ主体を形成する「共通教育」が

なされたければならない。かくして，共通教育は，個の内的不均衡を救済する方途であるとと

もに，個と全体との均衡をもたらす方途でもある。「共通教育」の面が過度に強調されるゆえ

んである。

　もっとも，Durkheimは，これまで見てきたような教育と社会とのマクロレベルでの機能的

相関のみに議論を限定しているわけではない。かれは，学校という社会集団の特異な組織構造

やその構造に制約された内部諸過程についても論及している。この点がむしろわれわれの議論

に強く関連する。しかしこの場合のがれの基本的関心もまた次にみるように社会統制機能に向

けられているのである。

（2）学校の内的諸過程と社会化

　Durkheimは，「規律の精神」とr社会集団への愛着」という二つの「道徳性の要素」をこ

どもの身につけさせるという実践的た関心にみちびかれて，教育環境としての学校について検

討を加えている。かれはまず規律という視点から学校における教師　生徒関係を次のように規

定している。

　家族内の世代関係は，人問的で相互的た愛情によって結ばれており，したがってそこでの規

律もまた状況に応じて柔軟でゆるやかにしか適用されない。これに対して，学校での教師一生

徒関係は，一方の社会化の「代行者」としての権威を厳格に保持する少数の教師と，他方の同

一年齢でしかもその出自においてしばしば同質的た被教育者である多数の生徒たちの問での，

機能的な関係である。したがってここでの規律は，家族のそれとは異って感性的でも柔軟でも

なく，より冷たく非個人的（impersome1）であり，知性的で掛酌の余地も少ない。しかし学

校規律はまさにこのような特質をもつがゆえに，「愛情に支えられた家族道徳と市民生活のよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧2．叩」蝸一助
り厳しい道徳の間の架橋の役割」を果すことができるのである。

　学校の規律の厳格さは，発生的にみれば，生活そのものがこどもを教育すればたりる単純

な文化が複雑化高度化し，これを制度的に枠づけて正確に伝達することカミ社会の存続のための

必須の条件とたったことからもたらされる。高度な文化のもとでの学校教育は，したがって不

可避的に「強制的・労役的なもの」（chose　de　coercit…f　et　de1aborieux）であるほかはない。

このことに対応して，学校規律もまたある場合には「こどもの本性」（nature　d’enfant）に反
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o2。邊。1岳田
しこれを否定するほどに厳格であらざるをえないのである。
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　このようなDurkheimの見解は，Ari6sのいう「無垢の保護と育成」という「教育的配慮」を

名目とするこどもたちの「隔離と統制」が，その内実においてはほかならぬその「こどもの自

然性」を抑圧する強制であるほかはないということを暴露するものである。ここでは学校の社

会的出自に由来する構造的特質が建前と不可避的に観歯吾せざるをえないことが示されているの

である。

　ところで，この学校の構造上の特質からすれば，その内部で統制者である教師に一方的に過
大な権力が集中するのを避けるわけにもゆかない。一方の教師がr文明の代行箸二3’〕であるの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o2，P」冊一に対して，他方の生徒たちは「文明の余所者（6trangerS）」である。したがって，教師の生

徒への統制的働きかけは，超越白勺た権威の源泉である社会によって権威づけられ，しかも学校

の構造に由来する抑圧的強制性によって強権的に支えられる。しかもこの強圧的た働きかけに

対して，生徒たちはその「暗示たかんずく命令的暗示にたいしてこどもたちのもつ受容性」に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧！．岬。lo舳一〕
よって，逃避したり反抗したりするよりも，従順に服従しがちである。

　このように不自然でしかも極端た落差のある勢力関係を長期間持続的に体験すれば，教師

にも生徒にも好ましくたい影響が与えられることになるであろう。まず生徒については，この

ようた屈従の体験は，批判なしに教師の欠点を真似するといった事態をまねくであろうし，も

っと長いレンジで見れば，将来の自律的主体化の妨げとなるであろう。他方，教師については，

次のような否定的作用を考えることができる。

　「そもそも，あの教師という職業につきものの物知りぶった態度の底にあるのは，一種の誇

大妄想癖（une　sorte　de　m6ga玉。manie）ではなかろうか。道徳的にも，また知識の上でも自

分より劣っている人間としばらく接触しているうちに，とかく人は知らず知らずのうちに誇大

感情を抱いてしまい，これをおのずから素振りや態度，言葉使いなどに示してしまうものだ。

そして，この感情はたちどころに暴力とたって外に現われる。このようた感情を損なう行為は，

すべてとりもなおさず自己の権威の冒漬になるのである。自分より劣った者を前にしての忍耐

は，仲間相手の場合よりもはるかにむつかしく，己れに対してはるかに欠きた努力が要る
　　○宣、P。帖刮
ものだ。」

　この教師の誇大妄想や暴力，そして生徒の自由と自律性の喪失は，学校が本来もつ勢力関

係の極端た落差がもたらす当然の帰結である。それではこの病的た帰結を回避する方途はどこ

に求められるであろうか。これについてDurkhe…mは二つの方策を示しているとみることがで

きる。第1は，一人の教師のもつ欠陥がすべてを決定することのないように，「いく人もの教

自而のもとにこどもを置く」ことである。これによって，「教師のもつ欠点は相互に補われ，そ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o1．P．1田1の多様な影響力はひとりの教師がもっぱら権力をほしいままにすることを許さたい」からで

ある。第2は，とかく「閉鎖的・自足的」に外からの規制力を排しがちな学校の「自律化する」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧！、叩。1肥一41力に抗して，「道徳的与論」による外からの統制を試みることである。

　このDurkheimの処決は，われわれが通常考えることのできる処置を完全に迂回している

という点で，きわめて奇妙である。教師と生徒との間の極端な勢力隔差が病的事象の原因であ

るとすれば，まずこの隔差の克服がめざされてしかるべきであろう。つまり，教師と生徒との

間に可能なかぎり，“mutua玉”なパートナーシップを確立すべく，まず第1に，生徒たちの自

発的自己決定の許容艶麗をできるだけ拡大すること，さらに第2に，生徒たちの意志表示に向

きあう教師たちの応答性をできるだけ高めること，最後に第3に，教師の状況についての反省

力をできるだけ深めることたどが試みられるべきたのである。それにしてもDurkheimはなぜ
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このようた常識的た方策をみとめないのであろうか。

　かれは，「本来，学校という社会は君主制的だかたちをとるものである」とのべ，教師と生

徒との勢力隔差は，その強制性・労役性とともに学校の本質的た「組成」（ConStitutiOn）上
　　　　　　　　　　　　　　旧1．，。1曲i
の構造的特質であると考えている。いいかえれば，この勢力隔差・強制性・労役性を抜きに

した組織は，学校ではありえないのである。Durkheimがこの組織特性に抵触する学校の内在

的改革の可能性を全面的に否定するのは，おそらくはこの理由によるのであろう。

　ところで，Durkheimは，誇大妄想癖や慢性的短気などの特殊に教師的た「感情」は，「学

校が発達し組織化されるにつれて」，そして「教師が社会的に重要な存在とたりその専門職業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ヨ！．P－loヨー
的性格が強まるにつれて」「強固になる」とのべている。今日の学校と教師はまさにこの後者

の方向にかわってきている。けれども，かれの想定とは異なる条件が少なくとも二つ存在する。

それは第1に，かれの時代の教師とは異なり今日の教師にとっては自分自身が本来の文明の「代

弁者」であり「代行者」であると内的に確信することがきわめて困難となってきていることで

あり，さらに第2に，組織化の進展にともたって学校が高度にシステム化されるにつれて教師

は権威の人格的体現者であるよりも物象化された役割遂行者であるほかはなくなってきている

ことである。

　かりに，Durkheimのいうように学校の強制性・労役性・勢力隔差がかえようのない本質的

構造的条件でありしかもその組織化の進展とともにこれらの条件がますますきわだったものに

なるとすれぼ，加えて，統制者である教師に今のべたような主観的・客観的変化一内的確信の

喪失・物象化的役割の遂行一が生じているとすれば，学校における教師と生徒との関係はどの

ように変化すると見込むべきであろうか。そしてその見込みは学校の現在によってどの程度妥

当性が立証されるのであろうか。右の諸条件からすればおこりうる事態は，教師一生徒の勢力

関係の内実カミ崩壊するか，あるいはその内実の崩壊に拮抗して関係を維持するためにそれの過

度な強権化がはかられるか，さもたければ，この二つが唐突に・交代することをくりかえすかの

いずれかであると思われる。実態はこのいずれに近いのであろうか。

　これについてにわかに決定することはできたい。しかしいずれにせよDwkheimの観点から

すれば学校での教師一生徒関係に“mutuaIity”は成立しえないとみたければたらない。それが

成立した場合にはそれはその本質的構造からしてすでに学校ではない。あきらかたように，こ

のような学校の把握においてDurkhe量mと豆uichは完全に一致している。もちろん，学校を肯

定する立場と否定する立場の正反対の側からの把握ではあるが。

　それにしてもこのようた学校構造の把握は妥当なのであろうか。かりにこれが正しければ，

学校において“mutua1regu玉ation”が展開される余地はありえなくなる。さらに，先にあげた

三つの改革一生徒の自己決定性の重視，教師の応答性・反省性の重視一が，第四章でみるよう

に今日のさまざまの改革運動に原則的に共有される規範的目標であることからすれば，

Durkhe1mの見解が妥当であるとすれば，これらの改革の試みはすべて本質的た意味でなりた

たなくたる。可能な選択は，Durkheim流に学校の存続を全面的に肯定するか，さもたけれは＝

I11ich流に全面的に否定するかのいずれかにかぎられるのである。Durkhe｛m，I11量。h流の学

校把握の妥当性は，本稿の結論に至るまでに徐々に考察してゆくことにしよう。

　さて，次いでDurkheimは社会集団への愛着という観点から学校における生徒集団のありよ

うを検討している。

　入学するまでのこどもは，学校と伸問集団の二つの集団しか知らたい。家族が血縁で結ばれ
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共通の体験によって強化された親和力によって強固た連帯意識をもつのに対して，伸聞集団は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o1．蓼。1邊引個人的た愛着を尺度として自由た選択によって結合する親密な集団である。けれども，こど

もが成長したのちに所属すべき「政治社会」は血縁にも自由選択にもよらたい集団である。

　先にみたように『分業論』では，個人を全体社会に結合する媒介的中問集団の形成が課題と

して提起されていた。『道徳教育諭』においてもまた，教区や自由都市やギルドだとの環節的

た媒介集団の喪失による「協同の精神」（1’esprit　d’association）の欠乏が問題として提起
　　　旧呈，叩一！蝸一η

されている。ここには一つの「悪循環」が発生する。すなわち，「集団が再生するには集団精

神が蘇らねばならず，しかるに集団精神が蘇るのは既存の集団の中を措いてほかにたい」から
　　o！．P。別則

であ私　この悪循環を断つ役割を果しうるのが，特異な社会集団としての学校である。

　Durkheimによれば，学校の集団的特質は，「かたり類似した年齢条件と社会条件のもとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○呈、P．1肪1
おかれている者どうしの偶然にしてしかも不可避の近接関係」にみとめられる。この点で学

校は，未開社会で青少年を全体社会に媒介した「年齢集団」をその内実においても機能におい

ても直接に継承するものである。おとなの意図的な指導に従うこのような同質的年齢集団にお

いてこそ，個々のこどもの活動は相互に刺激し合い高め合う。次のDurkhe｛mの文章は，学校

がきわめて機能的に作動している場合にそれがこどもに与える肯定的な作用をみごとに表現し

ている。

　「こどもの頭はくるくるとよく動き，顔は生き生きと輝き，話ぶりにも沈みなく熱がこもっ

てくる。こういった一種の全体的興奮が物語っているのは，こどもが，それまで思いもおよぽ

なかった活気に溢れたあらたな生活をここにはじめて体験し，それに喜びを感じているという

ことである。もはやこどもは自分ひとりの力で立っているのではたい。これからは，それに加

えて学校環境によってもたらされるあらたた力がかれを支えてくれる。こどもは集合生活に参

加するのであって，こどもの全存在の全体的高揚（un　rehaussement　g6n6ra1de　tout　son
　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛ヨ，．口。！哨，
εtre）がここからもたらされるのである。」

　この集団としての学校のもつ積極的作用と先に見た教師一生徒関係における勢力隔差，労

役性，強制性という特質とは相互にどのようにかかわるのであろうか。両者は相殺的に作用す

るのであろうか，それとも相補的に作用するのであろうか。この点についてもDuTkheimの直

接的な見解の表明はない。推測すれば次のようにいえるかもしれない。かりに学校内の諸関係

が有機的分業に向けて十分合理的に組織化されているとすれば，教師と生徒との間の

一Weber流にいえば」‘sachlich”な関係は，その内部での諸活動を助長する集団の力によっ

て確実に支えられるであろうと。

　ともあれ，学校の制度的な構造にこの二つの、抑制的であると共に助成的な側面があること

はたしかであり，したがって，抑制面のみを過度に強調するI玉玉ichの論が一面的であることは

疑いたい。集団のこの肯定的特質の指摘が，Comeniusの学校必要諭から現代の反・脱学校論

に至るまで中心的な論点の一つとしてひきつがれているのは先に見たとうりである。

　この集団の力の指摘に加えて，Durkheimは，今日の「カリキュラムの教育社会学」に先行

する仕方で，科学教育・芸術陶冶・歴史教育などの社会化にとっての有効性をきめ細かく論じ

てもいる。そしてこの繊細たミクロレベルの分析は、他の大半の仕事でのマクロレベルの分析

と一つの均衡を形成しているのである。まさにこの均衡に，Karabe1らも指摘するように，現

代の教育社会学にとってのDurkheim理論のモデルとしての古典的意義がみとめられるであろ
う。
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　ところでわれわれは，教育の社会的機能として，人材の養成・選別・配分と社会統制の二つを

あげてきた。これまでみてきたDurkheimの理論が，後者に偏っており，前者を論ずることが

少ないのはすでにあきらかである。この面についての古典的な理論を展開したのは，Weber，

M．である。

（3）官僚制的合理化と教育
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口利　Weberに固有の教育把握の視座は，おそらく，かれが『経済と社会』における「支配の社

会学」の一項目にあてた標題，r陶治と教育のく合理化〉」（“Rationalisiermg”der　Bi1dung

und　Erziehung）で要約することができるであろう。合理化された教育の形態は，職業人・専
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロコ．s．5冊］門人の形成をめざす「専門訓練」とも「専門教育」とも呼ばれている。それゆえに，専門化

され分業化された社会への人材の配分という教育の機能を検討しようとするわれわれにとって

問題であるのは，まさにこの「合理化」の意味と歴史的プロセスである。Weberによれば，

教育の合理化は，「合理的官僚制支配構造」の急速た発展がもたらす一つの帰結である。

　「まじりけのない，つまりそれのおよんでいる領域とはさしあたってかかわりのたい合理的

な官僚制支配構造そのものの急速な発展は，きわめて広範囲にわたり同じような影響を文化に

与える。しかしこの影響についてここで分析することはできたい。当然のことながら文化的影

響は生活様式（Lebensgesta王tung）の＜合理性〉の急速な発展を促すということにあるが，

しかしこの合理性という概念には大層異ったさまざまの内容が含まれているのである。それに

もかかわらずあえてごくふつうの言い方をするとすれば次のようにいうことカミできるにすぎた

い。つまり，それにともなってあらゆる方面に影響を与える，合理的な＜即事性〉

（Sachlichkeit）への発展，そして＜職業人＞や＜専門人〉への発展は，支配のすべてが官僚

制化されることによっていちじるしく促進されるのである。ここでは，この過程のうちで比較

的重要た構成要素の一つ，つまり＜教育と陶冶〉の質（Art）におよぼす影響について簡単に
　　　　　　　　　　　　　口3．s．肝刷
示唆しておくことしかできない。」

　この屈折して複雑た文章から文意としてくみとることのできるのは次のことである。つま

り，陶治と教育の合理化は，合理的官僚制支配構造そのものの急速な発展によって促される

“Sach1ichkeit”への発展，職業人専門人への発展という生活様式の合理化過程の重要た構成要

素の一つであるということである。Weberは，その未完成の大部にわたる『宗教社会学』に

おいて，宗教の領域と経済の領域とが歴史的地域的にそれぞれ特殊た場面において「工一トス」

ないし「ライフ・スタイル」（Lebens揃hmng）によって媒介されるありさまをとらえようと

試みている。教育の合理化は，先の引用における“Lebensgestaltung”という用語の使用から

もあきらかなように，生活倫理としてあらわれるライフ・スタイルの変化と強くかかわるので

ある。

　それでは，官僚制化にともなってライフ・スタイルはどのように変化するのであろうか。さ

らに，その変化と教育の合理化とはどのようにかかわるのであろうか。ここではまず，『経済

と社会』の叙述にしたがって，官僚制化に先行するさまざまのライフ・スタイルとその教育形

態についてのWeberの見解をみておきたい。かれによれぼ，官僚制化に規定された専門教育
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岬ヨ．畠．冊刊
に対抗するのは，大別して，カリスマ的教育と教養人の教育の二つである。

　カリスマ的教育は，呪術師や戦士に要求される能力がなんらかの手続きと方法によって移

転可能なものとみなされると同時に，成立する。それはまず，死と再生，試験，能力の証し，
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選抜といった手続きをふむ未開社会のイニシェーションとして成立し，次いで以下の二つに分
　　口3．昌．η助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　＿　　＿

化する。つまり，一方の，カリスマが金銭で取得可能た地位にかわる金権化の過程と，他方

の，呪術師や祭主の養成からやがては教会制度の内部でのきわめて方法的・合理的た「官職カ

リスマ」（Amtcharisma）の養成へと発展する合理化の過程である。

　官職カリスマは位階秩序によって序列化され階層化された教会制度においてもっとも合理的

なかたちへと発展する。しかしそれは「不可避的」に本来のカリスマとは敵対する。それとい

うのも本来のカリスマとは，「純粋に人格的な，すたわち，そのようなものとして人格に付着

し，他にかえようのない神の道へと促し教える，予言者的で神秘的でエクスターティッシュな

カリスマ」だからである。官職カリスマが「人」と「官職」を分離して合理化をはかるのに対

して，真正カリスマはこのようなやり方を許容したいのである。それゆえにたとえば，官職カ

リスマを生み出す教会制度の発展はどこでもこれに対抗して真正カリスマを再生させようとす

る運動を生み出すが，教会制度は，この対抗運動を自身のうちにとり込むかさもなければ異端

として処断する。西欧中世における教会と修道院運動は，このような緊張の典型的な歴史的事

例の一つである。

　他方，教養人の教育には，中国に典型的た文人層（読書人）の教育，ギリシャの体育・音楽

を通しての自由人の教育，西欧中世の騎士身分の禁欲的でコンベンショナルな名誉感情を重視

する教育，さらに，イギリスにおけるジェントルマンの育成などのさまざまな類型が
　　　　’7ヨ．s雪．、ヨ7目．oミ1一

みとめられる。これらが相互に異った要素をもっており場合によってはそれらの問に敵対す

らも予想できることは，一見してあきらかである。しかしこれらはいずれも，それぞれの仕方

でr＜教養を授けられた〉とみなされるライフ・スタイルの質」をr教育の目的」としている

点では，共通である。まさにこの点で，教養人の教育は，「特殊化された専門訓練」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛門．s．百7団（spezia1isierte　Fachschωung）を目的とする官僚制的教育と異なるのである。

　本来のカリスマ的教育と教養人の教育は，官僚制の教育とはなじむことがでぎない。この

異和の背後にはもちろんそれぞれの教育が根差すライフ・スタイルの間の差異が存在するであ

ろう。これについてのWeberの見解は以下の通りである。

　まず，本来的に人格から切り離すことのできない「カリスマ」に拠るライフ・スタイルは，

脱人格的た「官職カリスマ」に拠るそれとは敵対し，さらにより一層非人格化された官僚制的

ライフ・スタイルとは徹頭徹尾対立する。とはいえ，官職カリスマの保持者や，家産制のもと

での官吏，さらには中国の文人層などのライフ・スタイルもまた，本来「平穏と伝統的な＜生

業〉の維持と臣民の満足に関心をもつ」のであり，したがって，「所与の生活諸条件に対して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口3．ヨ．肪刮革命的な」近代の官僚制に支えられた「資本主義の発展」には本質的に「敵対的」である。

最後に，騎士的たライフ・スタイルに代表される封建制的た工一トスもまた，近代官僚制の工一

トスの特質である「自分の存在を」つの機能として，すなわち，＜使命〉つまり目的的に遂行

すべき理念への奉仕の手段とみなす」見方とはまったく無縁である。このような人格的関係を

抜きにした「市民的事務的た即事性」に対してはかれらは「拒否的た無視でもって内面的に対

立」し，さらにそれを「きたたい食欲であり自分に特に敵対する生活力であると感じる」ので
　‘冊、s一冊1，

ある。

　このように伝統的なライフ・スタイルと徹底的に対立する官僚制的たそれの基本的な特性

は，すでにみてきたように，職務遂行のために諸活動を即事的に合理化することであり，さら

にはその即事的諸活動のために自他の人格性を捨象してこれを手段化することである。官僚制
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的な生活規制を，Weberは，規則・目的・手段・即事的非人格性（sac舳。he
Unpers舳ichkeit）といった目的合理的た連鎖によっても説明している。この目的合理的たラ

イフ・スタイルは，Weberの理論では，ピューリタンの価値合理的た生活規制の堕落した形

として発生するものとされている。この発生的連関は次のとうりである。

　ピューリタニズムの教義の「予定説」と宗教上の「脱魔術化」（Entzaubermg）によって，

ピューリタンには自力での救済の可能性が否定されるとともに，教会と秘蹟による救済の可能
　　　　　‘刊、ss．旦。一宮j

性も否定される。こうして自分から救済に向けて働きかける一切の方途を断たれた極端た孤

独のうちで，ピューリタンは，自分自身の「救いのたしかさ」を神の「召命」にこたえる仕方

で現世での「職業」に専念することによってたしかめようとする。つまりかれは，「神の恩寵

によって作用せしめられた信仰」にもとづいて，地上に「神の栄光を増大」させるために「神

の力の道具」として働らく。そしてその際，労働がrその質において」「神が自分のうちで＜働

いている〉」という確信を抱くのに十分なものであるとすれぱ，すくなくとも自分は救いに向
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“i．昌s．明一10割
けて選ばれていると信じることができると考えるのである。

　この確信にはもちろん教義にてらして何の根拠もたい。これはつまるところ主観的た心的

機制であるにすぎないのである。しかしほかならぬこの機制が，ピューリタンのライフ・スタ

イルたいし工一トスを根源的に規定する。かれは，神の力の道具として即事的一非人格自勺労働

に専念するのであり，しかもその間つねに「選ばれているか見捨てられたかという二者択一の

前に立つ＜体系的〉た自己検査」を強制され続ける。この「法外た緊張」のもとで，かれは，

世界を合理的にそして外在的計画的に再形成する労働に向けて自分の「生活態度全体を方法」

化することをせまられる。Weberによれぼこのような人格性を構成する禁欲的・方法的たラ

イフ・スタイルあるいは工一トスこそが，伝統的諸三一トスを克服して，「資本主義の精神」
　　　　　　　　口1．ss．u4一割
を担うに至るのである。

　ピューリタンはその教義の帰結から，それまで拘束されていた教会などの中世的秩序一般
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　螂1．呂．田冊への「もっとも緊密た絆」から「内的に解放」される。しかも，先に述べた「被造物神化の

否定」は，ピューリタンの隣人愛の基本的性格をも変え，それは，「社会という宇宙の合理的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口1．雪盲。蝸一1nl〕
形成のための奉仕」という「即事的非人格的性格」をうけとることにたる。こうしてピュー

リタンは，「内的孤独化」と「内的解放」を介して主体的活動者となり，さらにその特有の隣

人愛によって世界に外在的計画的に関与する活動者とたる。このパーソナリティの主体的特性
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口1．ss．H0一田
は，その生活の全体を規定する工一トスの方法的禁欲的特性とたがいを強化しあう。ピュー

リタンの工一トスがf云統主義・実践的合理主義などのf云統的諸工一トスを克服しえたのは，そ

れが今のべたような革命的な諸特性一外在性，計画性，合理性，主体性，即事的非人格性一を

もっていたからであるといえよう。

　ともあれ，この工一トスはWeberによれば，ゼ自分に最適の形式を近代資本主義の企業とい

うかたちで見出してきたし，他面，資本主義の企業は，．このような心の構え（Ges1mung）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口1．宮。岨jというかたちで最適の心的駆動力を見出して」きた。のみならず，禁欲的労働の所産は，直

接には享受に向けられないから，この工一トスは資本主義の初期段階での資本の蓄積に貢献す

る。こうして，ピューリタニズムの影響のもとに成立した工一トスは，たとえそれが「宗教改
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□71．s．朋〕革者たちの仕事の（主観的には）予期していなかった，それどころか望みもしたい帰結」で

あったにせよ，客観的にはr資本主義の精神」の成立条件となったのであ乱

　しかし，新たなそして強固た社会経済体制を構成しかつそのうちに編入された「資本主義の
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精神」は，今度は逆にこのできあがった体制に適応する局面で不可避的に世俗化され，究極的

にはその不可欠の構成契機であった宗教性を完全に解離させる。そして，「今日では，経済生

活の支配を達成した資本主義は，経済的た＜選抜〉という方法を用いて，その必要とする経済
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘一．s．ヨ刊
主体一企業家および労働者一を教育し生み出す」のであり，したがって，宗教的基盤をうし

なった「召命履行」は，「直接に最高度に精神的な文化価値に関係づけられることたく」，むし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口1．昌．1o出ろ「主観的には経済的強制」としか感じられなくたっている。この結果，「職業人」の工一ト

スは，実質的主体的価値に裏付けされたい生活全体の方法化・禁欲化，あるいは形式化された

合理性，即事性，＜非〉人格性だとの特質をもつに至るのである。

　ピューリタンのライフ・スタイルは，「救い」に向けて目的合理的に編成された価値合理的

たスタイルである。したがって，この連関から宗教的基盤が喪たわれれば残るのは，形式化さ

れた目的合理的たライフ・スタイルでしかない。ところで先にも見たように，合理的た官僚制

的た生活規制の特質は，規則・目的・手段・即事的非人格性といった目的合理的た連鎖にあっ

た。このことからあきらかなように，ピューリタンの価値合理的なライフ・スタイルの頽落形

態が，形式的に目的合理的な官僚制的たスタイルなのである。

　ところでWeberによれば，官僚制化は，企業の巨大化と組織化にともなって国家組織をご
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロコ，s．5刊〕えてr私経済的経営」の領域にまでおよんでくる。このように高度に組織化された官庁や企

業で単に就業するのではなく運営にあたるためには，官僚制的なライフ・スタイルを身につけ

ているだけでは十分ではない。ここではさらに，高度た専門的知識や技能の所持が要求される

のである。それゆえに，官僚制的な組織運営に就くための前提は，r徹底的た専門訓練」であ

り，さらに具体的にいえば，「多くは長期間にわたって働く力のすべてを要求する，明確に規

定された教育過程を経なければならないという要求」をみたし，r任命の前提条件として一般
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝73，s」ヨコ！＝的な形で規定されている専門試験（Fachpr耐ungen）」を受験することである。

　教育の高度化の要求そして専門試験への要求にこたえる仕方で，専門試験へ直結する高等

教育機関が急速に整備されてくる。もっとも，就業資格の部分をなす専門試験そのものは，そ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口3ξ・珊れまでも中世以来のrツンフト的組織をもつ生産業」や医自而・弁護土などにみられたが，新

たた専門試験はこれに付け加わるのである。この官職就任資格としての教育免状
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　壬祀・昌・制（B11dmgspatente）や専門試験の評点は，「消えざる印」（character　inde玉ebi11s）として当

人の一生につきまとう。この困難を克服して一度就業した官職層は，以前のツンフトや自由業

がそうであったように，排他的な特権身分を形成しこれを維持すべく努めがちである。

Weberは次のように記している。

　「規則として定められた教育の過程や専門試験の実施を求める要求があらゆる分野で高まり

つつあるのを聞くのであるが，その理由はいうまでもなく，突然めざめた＜教育衝動〉などで

はたく，教育免状の所有者自身のために地位の供給を限定しそれを独占しようとする努力であ

る。この独占のためには今日では＜試験〉が普遍的た手段であり，それゆえにそれが抑制しが

たくはびこっているのである。しかも教育免許状を得るのに必要た教育過程は多大の経費と長

期の保険金支払期（Karenzzeit）とをもたらすものだから，先にのべた努力は，とりもなお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口畠．昌一5η，さず能力（つまり＜カリスマ〉）を財産によって押しのけることを意味する。」

Weberの診断によれば，官僚制の進展は，専門教育の修了や試験の合格を根拠にして，国

家の官吏層と私企業の経営者たちからたる新たた特権的な身分層を作り出す。国家と経済と文

化の全域に道具的戦略的な行為規制にもとづく官僚制化がおよんでくる現代の「後期資本主義
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社会」（Habermas）では，一方で，学歴にもとづく特権身分層の形成と固定化は一次節で見

るように一たしかに進行しているが，同時に他方では，さまざまの機会均等化のための是正措

置によってWeberの指摘する「財産」による競走参加の事前抑止はある程度働らかなくたっ

てきている。前者は，学歴取得競走の抑制要因であり，後者は，促進要因である。この二つの

相互抑制的な要因が現実にはどのように作動しているのかについては，次節で検討することに

なる。ともあれ，この学歴による身分化についての記述の中に，われわれは実はWeber理論

に内在する一つの矛盾をみとめることができる。

（4）専門人の養成と学校の官僚制的システム化

　Weberは一方で，資本主義の高度た官僚制化が不可避的に専門的矢職や技能への要求をも

たらし，「専門的訓練を経た技術者や事務員への資本主義的需要」を生み出すと強調している。

しかし他方でかれは，先の引用文からもあきらかなように，学歴や教育免状や試験の評点が，

能力の実質的た評価の仕組として機能するよりも，むしろそれを循にとって不平等な社会的人

材配分を正当化するべく機能するとも強調しているのである。かれの意図はこのどちらの側に

あるのであろうか。

　今日の視点からすれば，学校が能力の実質的な養成機関であるのか，それとも現行の人材配

分を正当化する社会的装置であるにすぎないのかは，きわめて重大な問題である。たとえば，

学校機能が後者にのみかたよりがちであるとすれば，少たくとも，実質的た意味をもたない知

識や技能の習得のための学習に生徒たちを拘束することの正当性は著しく減殺されるといわた

ければならないからである。

　Weberが右のいずれの見解をとっているのかについて決定する根拠をかれの叙述そのもの

のうちに見出すことはかたり困難である。おそらくは，実質自勺能力の養成と人材配分の正当化

が場合によってはまったく異った学校の社会的機能の把握をもたらすといった問題は，

Weberの基本的関心のうちには入っていなかったのであろう。むしろかれの理論の長所は，

この二つの機能を可能なかぎり把握し記述している点にみとめられるべきである。現在の学校

がいずれの機能に傾いているのかについては，次節で検討する。

　ともあれ，Weberは，Durkhe㎞とは異なり，直接に専門教育や人材配分に焦点づけて学

校と社会の機能的達関を肥えている。それではかれば，D口rkheimの場合の中心的な論点であ

った学校の社会統制機能や内的諸過程については論じていたいのであろうか。

　まず前者の社会統制機能としての教育について。たしかにWeberは，Durkheimとは異な

り，教育の社会化機能についてはほとんど正面から論じていたい。けれども，かれの理論の甲

車中的た主題の一つは，西欧近代のライフ・スタイルを，すなわち世界を征圧する近代資本主義

の工一トスをその本質と生成の両面にわたって把握することにある。かれの論のうちで官僚制

的たライフ・スタイルの本質と生成にかかわる議論はすべて，全般的に官僚制化された現代社

会を維持するための広義の教育，つまり社会統制機能としての教育にかかわる諭であるとみた

すことができる。Weberの論によれば，このライフ・スタイルの生成には，明確に規定され

た教育の領域一家庭や学校だと一だけがかかわっているのではたく，国家・法体制，文化情況，

経済システム，宗教など考えることのできるあらゆる領域が関与している。このことからすれ

ば，教育の社会統制機能に関するかれの議論は，あるいはDuてkheimのそれよりもはるかに包

括的であるのかもしれたい。しかし本稿では，この点についてはこれまでおりにふれて指摘し
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てきた諸点以上にまとまった議論をする余裕はない。

　次いで後者の学校の内部諸過程について。この面についてもWeberの直接に関連する言及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　螂刮を見出すことはできたい。強いていえば，r職業としての学問』によく知られているように次

のようだ大学論がある。

　「さてわれわれ自身をふりかえってみれば，大学制度の最近の発展は，学間の広い領野にわ

たってアメリカ式の方向へ流れつつあることがはっきりしている。医学あるいは自然科学の欠

きた研究所は＜国家資本主義的〉事業である。これは巨大な経営手段を抜きにしては運営する

ことができたいのである。そして資本主義的経営が始まるところではどこでも生じる事情，つ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岬コ．s、ヨ朋」
まり，＜労働者の生産手段からの分離〉が生じる。」

　大学における研究機能の物象化的た官僚制化は，同時にその教育機能の官僚制化とも連動

せざるをえない。Weberは，教師にその職分をこえた人格的指導者を求めたり学問的修練の

かわりに「体験」を求めたりする当時の風潮に対して一貫して否定的な議論をくりかえした上

で，結論部で以下のようにいう。

　「究極の至高の価値が公的た場（Oeffentlichkeit）から離れ，神秘的生活という裏側の世

界領域へ，さもなければ個々人のお互いどうしの直接的関係という同胞性（die
Br湿er玉ichke｛t　mmitte1barer　Beziehmgen）へ移っだということが，合理化や知性化，そし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岬コ．害．5肪〕てなによりも世界の脱魔術化を特徴とするわれわれの時代の運命である。」

　今日では社会のどのような領域にあってもこのようなr時代の宿命に男らしくたえる」こ

とがまず要求されるとすれば，わけても学校というr公的な場」ではまず，即事的非人格性，

合理性，主体性，外在性などを伴う目白句合理的で官僚制的なライフ・スタイルがとられるほか

はなく，また，そうあるべきである。ここでも，r責任倫理」にもとづく物象化的役割取得と

役割演技がまずは優先されるべきたのである。

　もっとも，学校の内部諸過程の組織化のありようについてWeberが直接に言及しているの

はこの大学についてのものだけであり，これ以外の組織についてはふれられていたい。たとえ

ば，きわめて幼いこどもたちと教師の間にも即事的非人格的た役割演技のみが許容されるので

あろうか。これについてはすべては推測の域をでたい。

　官僚制的なライフ・スタイルに対しては，すでにみたように，あらゆる他のライフ・スタイ

ルが対立する。この対立は，官僚制の工一トスのもつ自他を目的合理的に手段化し物象化する

非人格性に起因するのであり，このような即事的た生活規制が優位を占める場ではどこでも，

「直接的な関係という同胞性」を再建しあらためて人間的な関係を樹立しようとする対抗運動

がひきおこされる。本稿の次章で見る今日の教育改革運動は，大半の場合このようた対抗運動

によって担われているのである。

　ところで，先の引用におけるWeberの「神秘的生活」や「直接的関係という同胞性」への

言及は微妙なニュアンスを含んでおり，かたらずしも全面的な否認のみを意味してはいたいよ

うにも読める。このことは，『プロテスタンティズムの倫理』末尾での官僚制自勺工一トスに関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口1．S．帥引連する周知の苦々しい憎悪さえ感じさせる言及と対応しあっている。「病気」以降のWeber

にこれら反近代的諸工一トスヘの親和の徴候をみとめるのが，一般的た見方とたりつつ
　　側ミη
ある。このことと議論の表面にあらわれる雄々しい運命愛との拮抗は，矛盾ではたく，かれ

の理論に力動性と深さとを与えるものとみるべきであろう。いうまでもなく，Weberの理論

の範囲内で学校の内部過程に関する論を推測しようとすれば，この拮抗の問題にゆきあたらざ
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るをえまい。

　さて，以上みてきたように，Weberの教育論は，合理化・官僚制化という視角から，専門

教育職業教育の社会装置でありさらに人材の選別・配分の装置でもある学校の社会的機能，さ

らにライフ・スタイルの形成にかかわる全体的メカニズム，最後に，学校内部の合理的・官僚

制的編成などについて論じている。ここからえられる知見をまとめれば次のようにいえよう。

学校は，合理化され官僚化された全体社会にとって不可欠の選抜と配分のための下位システム

である。この特殊な社会に適合的たライフ・スタイルは，学校を含む社会の全領域で形成され

る。学校は，ライフ・スタイルの形成と配分機能の達成のために，その内的諸過程の全体を合

理化し官僚化して一つのシステムヘとまとめあげるのである。

　このWeberの論は，学校の社会統制機能とその内部統制にきわめて強く焦点づけている

Durkheimの論と相互補完的に次のようだ見通しを提供する。学校は，全体社会における社会

統制と人材配分のための下位システムであり，この機能を達成すべく内的諸過程を官僚制的に

統制され物象化的に編成された役割システムヘとまとめあげる。このシステムの内部で構造的

に方向づけられた生活を体験することによって，社会の新来のメンバーは，物象化された役割

行動の担い手として，それにふさわしいライフ・スタイルないし工一トスを身につけて，社会

化されるのである。

　このような場で教師と生徒との相互行為はどのように展開されるのであろうか。両者の関係

は，Durkheimによれば一方的た統制一被統制関係であり，Weberによれば官僚制的に合理

化された即事的非人格的な役割関係であって，いずれの場合にも，本来の意味での相互性は成

立しえない。それでは両者の諭において学校における“mutua1ity”の成立の余地は全面的に否

認されているのであろうか。

　Durkheimの論からすれば，学校における教師一生徒関係の特質である勢力隔差，強制性，

労役性などが失なわれれば，学校は学校として存立しえなくなる。つまり，教師」生徒関係に

は本来の意味での“mutua雌y”は成立の余地をもたたいのである。Weberの場合には，学校

の内部が脱官僚制化され即事的非人格的な役割関係が今一度人格化されるときにのみ，関係の

“mutua雌y”は成立しうる。けれどもこの脱官僚制的工一トスは，Weberの内的世界で拮抗

し合っている他方の工一トスとの衝突なくしては，選びとられえないのである。こうして両者

のいずれも，学校を“mutual　reguIation”の場としてとらえることがはたはだ困難であること

を示しているとみるべきであろう。

　ともあれ，DurkheimとWeberの両者による教育の社会機能に関する包括的な理論に立脚

して，今日の学校が果しつつある社会機能について諭ずることが可能とたる。

2）高度大衆教育のシステム化と機能障害

（1）配分の実質的意味喪失

　学校は全体社会に不可欠の下位システムである。それではこの学校の社会機能は今日十分に

作動しているのであろうか。これについてまず，学校の人材酉己分機能にかぎって検討を加えて

みよう。

　Parsons，T、は，DurkheimやWeberの古典的な議論をふまえて，学校の社会的機能を「社

会化と配分」（SoCia1iZation　and　a11oCation）と規定している。かれによれば，アメリカ社会
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は個人の社会的地位と学歴との問にきわめて強い相関のある社会である。この両者はともに個

人の就く職業上の地位と強く相関しているから，学校は学歴を通してその個人の職業を決定し，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個乱叩。朋一利〕社会的地位を決定するr人的資源の配分機関」であるといえるのである。

　この選別と配分のプロセスは，特定の個人を構成する属性的要因と業績的要因によって規

定される。前者は主として出身家庭の社会経済的地位であり，後者は個人の性能を表示するも

のとみたされる学業成績である。Pars㎝sによれば，選別のプロセスで特に困難た局面に立

たされるのは，この二つの要因が一たとえば相対自勺に低い出身家庭と高い成績，高い出身家庭

と低い成績といった形で一食い違っており，結果としてr交叉圧力がかけられる」（CrOSS
　　　　　　　　　　　　旧目。叩一一1．朋一引
一pressured）こどもたちである。かれらにとっては，進学を決定したり断念したりして相矛

盾する圧力の一方に屈することは，とたんに他方の圧力と敵対することにたるからである。

Parsonsは学校でのさまざまの適応困難がかならずしも学校との文化的不適合とか低い学力と

かの単一の原因によるものではないことを指摘しているわけである。

　さらにかれは，ほかならぬこの選別機能を含む学校の高度のシステム化そのものが学業不振

や非行の原因でもありうることを，次のように説明している。まず，アメリカの青年文化に顕

著にみとめられる「反知性主義」は，学校化の不徹底による残存物ではたく，むしろ学校教育

や選別が青年のすべてにとって致命的な問題とたったがゆえにもたらされたと考えるべきであ

る。さらに，増カ目しつつある無断欠席や非行もまた，学校がそれら逸脱する生徒たちを十分に

とらえていたいことに起因するのではなく，むしろ，高まりすぎた教育水準が期待に応えられ

ない大量の生徒を生み出すことにこそ起因するのである。

　さて，このようたParsonsの論は，DurkheimやWeberの論をうまく継承していると同時

に，学校の徹底的た一この場合は人材配分に向けての合理的た一システム化がかえってシステ

ムの機能障害を生み出すという議論を展開している点で，重要である。ところでわれわれは，

先にWeberの論を検討した際に，学校が専門化された職業遂行のための能力の実質的な養成

機関であるのか，それとも，合理的根拠にとばしく不平等な現行の人材配分のありようを正当

化するための社会的装置にすぎないのかという間いを立て，かれの理論は十分にこの問いに答

えていないと指摘しておいた。それではParsonsはこれにこたえているのであろうか。

　Parsonsもまた，DurkheimやWeberと同様に，学校が社会化と選別のための不可欠の下

位システムとして巨大化し組織化されるのは，全体社会の経済や文化の水準が向上しその構造
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面目．P一朋j分化がより一層高度化し複雑化するからであると見ている。つまりかれの場合においても，

学校が高度な分業のための能力の実質的形成の場であることについては何等うたがわれていな

いのである。これに対して現代のさまざまの理論はまさにこの点を疑う方向にすすみつつある

ように見える。以下二つの事例を見てみよう。

　まず，Thurow，L．C、は，アメリカの労働市場を動かしているのは通常仮定されているよ

うだr賃金競走」（wage　competit1㎝）ではたくr仕事競走」（job　competit1on）であるとい

う。つまり，あらかじめ適切た専門的た知識や技能を身につけた人が他者との賃金をめぐる競

走を介して特定の仕事に就くのではなく，むしろ，特定の仕事の側が適切た訓練可能性
　　　　　　　　　　　　　　　　　嘔旦．叩一］珊一蛆。〕
（trainabi1ity）をもつ人を探すのである。

Thurowはこの見解を補強するために，労働の熟練が就職以前の労働市場においてすでに一

多くの場合フォーマルな学校教育の場で一得られているわけではなく，その大半が入職後の職

場訓練（0．J，T．）を通して得られるとする調査結果を援用している。仕事が人を採用する
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条件は，当人がその仕事にふさわしい知識・技能をもっているか否かにはない。それは，O．

J．T．を通して得られる。選ばれるのは，最小隈の経費で0．J．T．をうけることのできる人，

すなわち高度な“trainabi1ity”をもつ人なのである。この経済合理性に即した選択は，仕事の

特殊性と入職希望者のもつ背景特性（backgromd　characteristics）とのかねあいでなされる

であろう。

　仕事の特殊性からして将来のO．J，T．の内容をどのように見込むのか，さらに，その内容を

念頭において「教育，生得能力，年齢，性，個人の習慣，心理学のテストの点数など」からな

る背景特性のうち何をどの程度重要とみるのかは，多分に採用する側の信念の問題であり，し

たがってここには差別や偏見の介在する余地すらある。しかしこれらの特性のうちで比較的客

観的た基準として選ばれがちな指標がある。それが教育である。それというのも，教育は「訓

練の一形態」であり，「教育を通じて人は訓練のされかたを学び，自分が訓練可能であること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川1．J｛1■一1～を披露している」と考えることができるからである。さらに学校教育での達成の度合は，その

人のパーソナリティ特性がどの程度r産業規律」に適合的であるかをも示している。

　「教育過程をくぐり抜けることによって，労働者は，時間通りに出勤し，命令を守り，不快

た仕事をやり，集団行動における一定の規範をまもる，という能力をあらわす。これらの特性

は労働過程にとって基本的なものでもあり，しばしば特定の技能よりも重要である。労働力訓

練制度の多くの報告によると，産業規律をおしえこむのは特定の技能をおしえるよりもむつか
　川1，。一山11πll

しい。」

　高い学歴をもっということは，学校での訓練を成功裏にうけてきたことを示すばかりではな

く，長期間外在的た規律を遵守してきた実績から，高い自己規律の力をもつことも示している

のである。

　さて，以上のThurowの見解は，学校教育の意味を高度に専門化され分業化された社会を

維持するための専門的能力の実質的な養成に見てきた従来の通説を否定するものである。この

従来の通説を，Co11ins，R．はr教育の技術的一機能的理論」と呼び，これを次のようにまと

めている。

　「（1）産業社会において職業が要求する教育上の要件は，科学技術的変化にともない絶え

ず引き上げられる。その場合，（a）低い技能で間に合う職業の比率が減少し，高度の技能を

要求する職業比率が上昇する（b）同じ職業であってもその技能要件が弓1き上げられる　とい

う二つの社会過程が生じる。（2）フォーマルた教育はより高度な技術的職業に必要な特殊技

術あるいは一般的技術を訓練する。（3）それゆえ，雇用のために必要とされる教育条件はた

えず引き上げられ，ますます多くの人がいっそう長期問，学校教育を受けるように要求され
’別。’。H引

る。」

　命題（3）の後半部分，すたわち教育の高度化と大衆化は歴史的に見てあきらかな事実的

与件である。問題は，このことと，職業の具体的内容との間に，何等かの実質的だったがりが

みとめられるか否かにある。Co11insはこのつながりをさまざまの根拠から否定している。た

とえば，Thurowのいうように専門的な知識や技術の大半は，フォーマルな学校教育におい

てではたく，O．J．T．によって学ばれる。医師，薬剤師，弁護士など特殊に専門的な職種を

とりあげてみても，実際に必要た知識や技術の大半は入職後にえられる。それでもたおそれ以

前に身につけていることが望ましいと考えられる知識や技術は，ささやかな基礎的なものに限

られ，したがって現行の教育期間よりもはるかに短期間で修得可能である。さらに決定的であ
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るのは次の事実である。つまり，アメリカでは専門化への変化がほとんどみとめられたい多く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岨4，叩一110一螂。〕
の職種において，要求される学歴水準だけが上昇しているのである。

　学歴の上昇は職業内容の変化に対応しているわけではたい。Coninsによれば，今日の社会

での学校の選抜・配分機能は，専門的知識・技術を養成し配分するという実質的な機能を果し

ているわけではなく，むしろ，共通の身分文化を身につけている者とそうでたいものを区易1」し

それにもとづいて配分することによって既製の身分集団を維持し固定化する機能をはたしてい

るのである。

　以上のThurowとCo11insの論はともに，現代の学校教育が職業に向けての専門的た能力の

実質的た養成の機能はほとんどはたしていたいことを示している。このようた見解はわが国に

も適合するのであろうか。

（2）訓練可能性と教育の目標喪失

　わが国はきわめて急速に高度大衆教育体制を確立し学歴社会に突入してきたが，この歴史的

プロセスにあってはたしかにDoreのいう「後発効果」が作動していたとみるべきであろう。

かれによれば，後発効果とは，相対的に近代化の遅れた国であるほど，学歴が選抜に利用され，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　117．』1－11一■■ヨ目コ
学歴インフレの進行が早まり，学校教育が受験中心に傾くことである。しかし，今日ではこの

ようた学歴社会化は，後発国のみたらず，先進諸国でも顕著なものとたってきている。この文

脈でわれわれが注意する必要があるのは，学歴社会化そのものではなく，むしろ，わが国も後

発国の例にもれず，新たに移植された産業の近代部門が伝統的なそれとはきわめて強く不整合

であり，しかもこれまた新たに創設された近代学校制度が産業の近代部門の急速な発展と連動

し促進しあうかたちで整備され拡大されてきたことである。のちに検討する学校と家庭や地域

との相関は，この発生の特異性によって規定されるのである。

　ともあれ，今日のわが国の教育体制がその機能において他のどのようた学歴社会のそれとも

類同的であるとすれば，ThurowやCo11量nsらの学校教育の専門能力養成機能の販価は，わが

国にもあたることにたる。たとえば天野郁夫はわが国の今日に至るまでの学歴社会化の特質を

以下の6項目にまとめているが，一読してあきらかなようにここには，わが国の固有性ととも

に，Thurowらの論が適用可能である根拠もまた同時に示されている。少し長いがあえて弓1

周しておく。

　「第1に，わが国1は早くから組織の官僚制化を進め，それに成功することによって急速た近

代化を成功させてきた。その官僚制化は，いまでは社会の全面に広がりつつある。第2に，大

企業に代表されるこれら官僚制的組織は年功序列・終身雇用という，まさに＜内部昇進型＞の

キャリアを特徴としている。しかも第3に，わが国の企業や官庁は，充実した組織内の教育訓

練システムをもつだけでたく，多くの職務を経験させることを原則とした人事管理方式そのも

のが，オン・ザ・ジョブの教育訓練機能をはたしている。第4に，わが国の企業や官庁では，

職務の専門分化の水準が低く，したがって採用時にも採用後も，高度に特殊化した，専門的な

能力が要求される度合は小さい。第5に，こうして内部昇進型のキャリアが早くから確立され，

しかもその社会的威信も高かったことから，高学歴者のなかにそれを志向するものが多く，こ

のため法学部を中心に社会科学系の学部が早くから，高等教育のなかで大きな比重と高い地位

をしめてきた。第6に，その高等教育をふくめて学校教育は，その成立期から，きわめて重層

的でバイアラーキカルた，同時に知的能力による競走に開かれた構造をもち，知的能力によっ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ．”利いて見事に序列化された学歴や学校歴を生産してきた。」

　この天野のまとめは，たしかに細かく見れば事実認識にも疑義がないわけではないが，とも

かくわが国の教育状況にThurowの論が適合的であることをみごとに示してもいる。この

Thurow的状況を天野は端的に「教育の教養化」と呼んでいる。この場合の「教養化」とは，

人材を採用する側が専門的能力の実質的た保持を要求したいでもっぱら相対的に高い学歴・学

校歴のみを求め，これに対応して採用される側が将来の就職や専門性を十分に考慮することな

く普通教育を志向し場合によっては「とりあえず進学」をする事態を指している。普通教育志

向は，高等学校段階での普通科志向として，あるいは大学での法・経・商・文等の文科系学都

への進学志向としてあらわれているものとみなせるが，大学についていえば，通常は明確に特

定の専門性をめざしているはずの一部の理系や教員養成学部の学生に専攻と職業とを直結させ

て考えてはいない学生が存外に多くいることも，さまざまの調査が示すとうりである。

　ところで，先にみたようにWeberは社会の全般的な官僚制的合理化とともに，教育の理念

もまた，従前の「教養人」をめざす教育から「専門人・職業人」をめざすそれへと変化すると

考えている。このことと，天野のいう「教育の教養化」とはどうかかわるのであろうか。さら

にこのThurow，Co11ins，天野らの状況認識が正確であるとすれば，「教養人」から「専門

人・職業人」へ，さらに再び「教養人」へという理念の推移のうちで，最初の「教養人」と最
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i1一宮」後のそれとはどのようにかかわるのであろうか。

　Thurowのいう就業要件としての「訓練可能性」は，個人が何らかの有用た知識や技能を

保持していることとはかかわりはなく，ただ，それまで主としてフォーマルた学校教育の内部

で与えられてきた諸課題をこなしてきたという実績を示しているにすぎない。この意味からす

れば，天野の規定，すなわち，訓練可能性が重視されるということは「＜認知的側面〉よりも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i，．ll・H一≡」＜道徳的側面〉が，すなわち知識や技術よりもパーソナリティが，ますます重視される」こ

とであるとする規定は，半分だけ正確である。訓練可能性として肥えられるものの実質は，こ

の場合，他の人との学歴や学校歴や成績の差でしかない。しかもこの＜差〉の意味や内容は，

せいぜいのところ先にThurowの引用でみた「産業規律」への適合性といった根拠のあまり

ありそうもない常識的思い込みの域を出ない。この実質のたい差異を無理やり個人の属性に帰

属させればそれはたしかに「道徳的側面」とか「パーソナリティ」としか呼びようがあるまい。

しかしそれはあくまで第一次的には個人の実質的な属性であるのではたく，関係における差異

でしかたいのである。

　ところで，前章でのComeniusとI11ich，本章でのDurkhe㎞とWeberの理論の検討から

あきらかなように，近代学校は，一定の教育日的の達成のために参与するメンバーを含むすべ

ての機能要件を合理的・計画的・即事的に配置し全体をシステム化しようとする基本的な特性

をもっている。この所期の目標達成の度合いはそのつどに厳密に評価され，それによって再計

画化がはかられたけれぼならない。評価をごく容易に日常的にくりかえし行うことができるよ

うにするために，評価の方式は一Weberの意味で一できるだけ「計算可能た」やり方へと合

理化されなければならたい。ところが，このように評価が即事的で計算可能な方式に向けて合

理化されると，おうおうにして，目標達成度の測定という初発的たきっかけが忘失され，かわ

りに，今度はその測定値が教育実践の志向目標にされるという倒錯が生じがちである。測定値

そのものが手段ではなく自己目的とされるのである。自己目的化された評価は，特定の課題が

達成されたか否かを測定するのではたく，特定の個人が仮構された正常分配曲線上でどのよう
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た位置を占めるかの測定値のみを求める。今日の学校教育のありようを大きく規定している相

対評価や偏差値は，本来の教育目標が見失なわれたこと，あるいは，手段が自己目的化してい

ることなどの，今日の学校教育における一種の倒錯状況を象徴的に表示しているのである。

　もちろん，物象化された測定値が評価の，さらには教育それ自体の自己目的と化していると

いう事態は，学校教育が全体として物象化的にシステム化されることの不可避的で必然的な結

果であるわけではない。システム化がこれとは別の評価の仕方と結びつく場合を想定すること

もできるからである。ただし，この倒錯した事態がシステム化の徹底とよくみあっているとは

いえるであろう。自己目的化された測定値がもつ徹底的な計算可能性という特質は，すべてを

機能要件として物象化しつつ取り込んでゆくシステム化の徹底にあきらかに適合的だからであ

る。

　ところで，Thurowの「訓練可能性」もまた，個人の能力としてかれに帰属することので

きる属性であるよりも，学歴差，学校差，成績差というかたちであらわれる他者との差でしか

ない。とすれば，学校の全体が物象化的にシステム化され，本来の目標が忘失されてかわりに

仮構された他者との差異を数値化した測定値が自己目的化されるという事態と，学校教育の終

りたいし目的（end）にある就職の条件が他者との一内容や意味を抜きにした一差異のみを

問う訓練可能性であることともまた，みごとに適合しあっているといえるであろう。おそらく，

学校全体の物象化的システム化，測定値の自己目的化，就業条件としての訓練可能性の重視の

三つは，すべて同一の事態のうちにある異った側面であるにすぎないとみるべきである。そし

てこの「事態」は，一方で学校へ過大な期待や信仰が向けられているにもかかわらず他方で合

意可能た教育目標像が見失なわれているという今日の教育状況と深く連動しているのである。

　Weberのいうr教養人」は，先にもみたように，身分制を基礎とした明確たライフ・スタ

イルをもっている。これに対して他方の専門人・職業人もまた，たしかにWeberによってそ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　π1ξ・，o刮のようだスタイルの喪失形態とも規定されてはいるが，それでもたお分業を責任主体として

担う禁欲的職業人という工一トスに支えられた一種のライフ・スタイルをもっている。それゆ

えに，教養人類型をめざす教育がそれぞれに固有のライフ・スタイルの習得に向けて組織化さ

れうるのに対して，専門人類型をめざす教育もまた，専門的知識や技能の伝達，職業人的工一

トスの内面化という固有の目標をもつことができるのである。

　これらに対して，訓練可能性とかかわって新たに出現する「教養人」は，身分制によって基

礎づけられたアイデンティティもさらには専門性によってもたらされる自己規定をももつこと

ができたい。それは，物象化された（教育）システムヘの高度な適応可能性のみを特質とする

存在であるにすぎない。

　Durkheimがくりかえし主張しているように，教育は何をめざすべきかという間いに，社会

的歴史的な制約をこえて一般的に合意可能な解答を見出すことは，はたはだしく困難である。

しかし，それがどのような内容であろうとも，それぞれの歴史社会では，形成すべき人間の理

想的たイメージがある範囲の人々に共有され，その目標としての理想的人問像にもとづいて教

えるべき内容が規定される。この場合の目標の選択基準は，その「有用性」（uti1ity）に関す

るそれらの人々の実存的確信である。よく知られているように，Spencer，H、もまた，人問

の有限性が教育内容の選択を強制することを指摘した」二で，その選択基準を人問の生にとって

の有用性にみとめて線蓄；鋤この選択基準にもとづくSpencerの教育内容の価値鞘P勃〕がその

まま今日にも妥当するとはいえたいが，少なくとも，内容と目標の選択がそのつどの生にとっ
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での必要に関する実存的確信によって根拠づけられるとするかれの見解は，功利主義的に限定

されたものではたく，われわれにとってもたお妥当性をもっている。今日の学校システムに欠

如しているのは，まさにこのような意味で実存的確信に支えられた或る程度合意可能だ，ある

いは合意形成をめざすことのできる目標設定なのである。

　究極的には高い訓練可能性を有つと承認されることをめざして展開される今日の学校の内部

での競走は，そのつど獲得や達成の度合が測定される知識や技能の習得を目的とするのではた

く，つきつめていえば，他者と比較して相対的に高い達成ないし位置の獲得のみをめざしてそ

のつどに展開される。極言すれば，位置関係の測定に有効でありさえすれば，学ぶべき内容は

原貝邊的にいって何でもよい。その特定の内容を学習すべき必要性はその内容そのものからは根

拠づけられたい。とすれば，その必要性について教える側学ぶ側がともに十分た確信をもつこ

とができたくても，むしろ当然である。

　このような状況で，学習という無意味た強制的労役に耐えることは極度な忍耐力を要するで

あろう。と同時に，そのような労役から脱落することを防ぐべき手だてを見出すこともまた困

難であり，それはしぱuま過度に強権的な形をとるであろう。それでもなお脱落を防止するこ

とは困難であるはずである。たぜたら，それを防止すべきであるとする教育する側の信念もま

た，十分に根拠づけることがむつかしいからである。

　それでは，このような目標喪失という事態のもとで今日の学校の物象化的システム化は具体

的にはどのようにたされているのであろうか。われわれは，このシステム化のありようを，選

別の早期化　日常化による選別ノステムの成熟，さらに家庭　学校一地域複合体の成立の二面

からみることができると考える。

（3）選別システムの成熟と学校複合体の成立

　今日のわが国の学校システムにおいて選別が早期化し日常化してきていることを指摘し，こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　u剛の事態を「選別システムの成熟」と呼んでいるのは，耳塚寛明である。まずこの議論をみて

おこう。

　わが国で現在，進路の振り分けの問題に大多数のこどもたちがまきこまれるのは，中学校の

後半以降からである。そして，大多数の生徒が進学する高等学校では，学科や学校のちがいに

よってそれ以後それぞれに異った進路の可能性がひらかれる。高校では，学科や学校のちがい

のほかにも大半の学校の内部では習熟度別コースが設定されており，そのちがいもまた進路を

規定する。こうして今日ρ高校は学力に応じて生徒の進路をふりわける「巨大た選抜マシン」

となっているのである。けれども，進路の可能性がどのようた高校のどの学科へ行くのかによ

ってかなり規定されるとすれば，本格的な進路選択が問題とたるのはやはり中学段階なのであ

る。

　耳塚が東京都の中学校3年生234人を対象として行った調査によれば，すでにこの時点で，「入

学する高校の偏差値ランクによって将来の職業面での達成可能性の意識が分化しており，とく

にその分化は，医者や弁護土に典型的にみられるように，高等教育経験が入職のための重要た

要件と考えられる職業群で著しい。」けれども，耳塚が小学校3年生を対象とした別の調査を

援用していうところによれぼ，一方で，成績に自信のあることもで大学進学を志望するものは

60％をこえるカミ，自信のないこともは45％程度にとどまる。これとは別の調査でも，進学率の

高い高校や一流大学へ将来入学できると考えていることもは成績上位者に多く，下位者に少た
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，■昌．舶一冊1亜1
い。こどもたちはすでに小学校段階でr分相応の将来展望」を形作っているのである。これが

選別の早期化である。

　ところで，「分相応」の将来展望がこのように早くから形成されるのは，耳塚によれば，こ

どもに対する教師の評価が日常を通じてたえまたく与えられており，それによって比較的容易

に一自他にとって妥当た一進路意識が形成されるからである。これを耳塚は，ピグマリオン効
　　　　　　　　　　　　　　　　　リ目．肪一帥1
果やラベリング論を援用して説明している。

　たしかに，教育課程のどのようた場面においても，与えられた課題の達成能力に関する事前

の評価，課題達成の度合に関する途上での評価，事後の評価などがくりかえしカロえられるので
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’1』．1皿1一一”rOあり，このようた評価を抜きにしてどのようた教育活動もたりたたない。このような評価のす

べてがこどもにかかわるものであるわけではたいが，教師の評価のすべてをこどもが自分に関

連したものとして受け取りがちであることもたしかである。しかも教師の評価は，ピグマリオ

ン効果論の展開にともなってあきらかにされてきたように，かならずしも意識的に伝達される

わけではたく，むしろ，教師自身の十分に自己統制できない非言語的な「眼に見える手がかり」
　　　　旧，、叩」朋一掘剴
（ViSua玉CueS）を通してより正確に伝達されるのである。

　教師の評価が生徒にとって極度に重要た意味をもつのは，ラベリング論が強調するように，

教師と生徒との間の勢力関係，社会的距離，利害にきわだった落差があるからである。教師の

生徒に対するラベルづけはつねに制度的に権威づけられている。のみならず，この権威は，た

とえば内申書などを通してこどもの将来を直接に規定する現実的な力を有してもいる。こうし

て教師の日常活動による不断の評価によって，こどもたちには徐々にそして着実に進路意識が

形成されるのである。この選抜の日常化という事態を耳塚は次のように説明している。

　「選抜の過程が日常的であればあるほど，こどもの進路意識はゆるやかに，しかし着実に，

変容・強化されていく。その意味で，日常的た教師一生徒関係は，目立たたいがきわめて確実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1帽．趾一一曲1
な＜選抜装置〉として機能しているのである。」

　こうして巨大た選抜のシステムとなった今日の学校は，その選抜を早期化し日常化して，強

い不満を残すことなく強制的選抜を主体的選択に転化するr精緻で効率的な選抜装置」として
　　　　　　　　　　　　u里．引日1「成熟」の段階を迎えている。これが耳塚の判断である。これは妥当であろうか。つまり，今

日の選抜システムが「精緻な基準で選抜を行いながらも，個人の自尊心に大きな傷跡や不満を

残すことなく，着実に選抜を遂行」しつつあるという耳塚の判断は，妥当なのであろうか。

　ここでは，「精緻な基準」という選抜の部分的な合理化が選抜の全般の不合理性に支えられ

ている可能性のあることをまず指摘しておきたい。この点についてはすでに1前項で議論してお

いた。このことを前提とするかぎり，r自尊心」の「傷」は一したがって「自尊心」の存続や

拡張もまた一いずれにせよ客観的た根拠には乏しいきわめて主観的な生起であることにたろ

う。さらに，耳塚は，選抜の日常化を高校内の生徒下位文化への同調からも根拠づけ，この論
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　U高．η一昌向1をWi11is，P．のrハマータウンの野郎とも』を援用して補強しようとしている。しかし，わが

国の場合，Winisがイングランドについて指摘する次のようだ「反学校文化」と「階級文化」

との連帯関係を見出すことは困難である。Wi11isは次のように記している。

　「どの学校にも反抗的な生徒グループは存在するものだが，反学校の文化がとりわけ労働者

の少年たちの場合に独得の鋭さや手強さを示すのは，かれらが学校の外に広がる労働階級の文

化に安んじて依拠できるからである。学校への反抗が，かれらの場合には，いずれ労働階級に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1高．。山1．1‘ll
ふさわしい職場に入る体験的予備訓練として生きてくるのである。」
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　「つまり，反学校文化は労働階級の文化に包摂されているときに独自の内発的な展開力をもつ。

（…中略…）グラマー・スクールの異端児たちの，校内における孤立からくる文化形成のぎこ

ちなさを見ると，かえってそのことがよく理解できる。階級文化への同調を遂げようとする集

団的た基盤が学校の内部に見出せたい状況のもとでは，たとえ個人が労働階級の出身であって

反抗的な価値観をもつ場合であっても，労働階級に自己を同化する力は大きくそがれてしまう
　　　　　　　’”，上，！1曲1
ことにたるのである。」

　選抜のプロセスから脱落してゆくこと自体が階級文化への同調を意味するというメカニズム

は，強固な身分乃至階級文化の伝統をもたたいわが国ではあまり期待することはできそうもな

い。したがって，このような論拠で生徒下位文化に選抜のスムース在日常化の機能をみとめる

耳塚の議論は根拠づけがかたり不Iト分である。

　かりに耳塚のいうように今日の学校が選抜システムとして安定し成熟しているとすれば，そ

の理由は，進路競走に本気で参加している者が実質的にはきわめて少数であるか，さもなけれ

ば，競走から脱落してもそのことから蒙る心の傷を最小限にとどめるメカニズムが存在してい

るかのいずれかであろう。もちろん，傷を癒すメカニズムがつねに作動しているとすれば，競

走への実質的参加者はつねに切りつめられることになるから，右の二つの理由は連動する場合

もありうる。耳塚の議論は，早期化と日常化という視点から後者のr傷を癒すメカニズム」，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；1．I苫貞；すなわち従来の教育社会学の用語を用いるたら競走の「冷却」（Coo1－out）の今日的機制を解

明するものといえるであろう。

　かれの論には難点がないわけではないが，しかし，ここで強調される日常化と早期化は，理

由づけの妥当性の如何にかかわらず事実としてたしかに存在している。これを選抜システムの

「成熟」と見るかあるいは「過剰冷却」と見るのかは視点のちがいによるであろう。しかし，

この「成熟」が学歴取得者を固定化し，学校制度による階層移動機能を過度に抑制することは

十分に予測可能である。次節で見るようにこの予測を裏書きする事実がすでにあらわれつつあ

る。これもまた，システムの過剰な完成と合理化が機能障害を生み出すという事例の一ったの

である。

　他方，家庭一学校一地域複合体の成立もまた，学校システムの合理化の今一つの極限形態で

ある。

　さて，家族は歴史的過程を通してそれが保持してきたもろもろの機能を徐々に他の機関にゆ

ずりわたし，ひたすら機能的に縮小化してきている。家族は本来，それが属する社会の成員の

共有する感性や意志や知性だとの基礎的た構造をその内部の親密な人問関係を通じて意図する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o3．s．1調ことたく形成する「社会の心理学自勺な代理店」である。この社会化機能のみならず，家族が

生産単位の一つであったときには，生産や協働の仕方の学習もまたそのうちで伝達された。総

じて，文化の高度な分化がすすんでいたい時点では，教育ないし人間形成の機能の全体は，家

族と地域集団の内部での無意図的な機能で十分果されたのである。しかしこれらの機能の大半

は，今日では学校にゆずりわたされている。のみならず，学校の人材配分機能の正当性が承認

され権威づけられるにつれて，家族は学校にゆずりわたした（a1ienate）機能の下請機関にま

で頽落し，その意味で二重に疎外（a1ienation）されるのである。

　しかし規定の方向は学校から家庭への一方向だけではたい。今日の教育状況の特質は，過剰

な学校信仰がたやすく学校不信に転化することにあり，しかもこの不信化にもかかわらず教育

に高い価値をみとめることにはかわりがないということにある。これが塾などの学校以外の数
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育産業の隆盛をまねく今日の主体的人間的条件である。つまり，家庭の学校による下請化は，

家族による学校への過剰た信任ないし正当性付与の帰結であって，このようた不均等た結合関

係は家族の側が正当性付与を撤回しさえすればいつでも解体し，場合によっては相互不信とい

う極端な状況にまで転化しかねたい。

　学校と家庭はたしかに通底し合い一つの複合体を形成してそのうちにこどもたちを収容して

いるが，この両者の問に本来の相互性はたく，むしろ両者は，過剰た信任から過剰な不信に至

る大きな振幅をくりかえしがちである。これは私的な世界を代表する家庭と公的た世界を代表

する学校との間の架橋がいかに困難であるかを示している。問題は三つある。第1に，家族が

公的なものに開かれるよりも私的なものとして自己完緒的自足的に自身を閉じがちであるこ

と，第2に，私的た家族と公的な学校を媒介する中問的存在，たとえば地域などがその機能を

十分に果すことができていたいこと，第3に，学校が家族や地域に根をもたず公的なもののみ

を代表して，本来の架橋の役割を演じてはいないことの三つである。この条件のもとでの家庭

と学校の結合は，対等の連帯関係ではありえず，反発しつつ癒合するという奇形的た形をとら

ざるをえたいのである。

　これに対して，学校と地域の結合ははるかに複雑である。先にDoreのいう「後発効果」に

関連して言及しておいたように，わが国の近代的学校制度は基本的には移入物であり自生的な

根を十分にもってはいたい。にもかかわらず，この新来の制度には，可能なかぎり人材を吸引

し養成し配分すること，さらに同時に，地域に分散し固着している意識を国家に向けて開かせ，

しかもそれをイデオロギー的に統合することが期待された。それゆえ，近代学校は，自生的な

「功利主義」や土着の「ナショナリズム」を経済や国家というさしあたっては擬制的でしかな

い全体へと水路づけ，この意識の統合と動員によって人材配分をおしすすめ，その成果によっ

て自らに正当性を調達しようとしてきた。こうして学校は，一方で，家族や地域を経済・国家

へと媒介する人材配分とイデオロギー的統合化の末端装置であるとともに，他方で，家族と地

域を結合し統合する文化センターでもあるという二重の性格をもつに至る。I11ich流にいえば，

家庭と地域のvemacu1arな結合が学校によってうちくだかれるに至ったのである。

　公立学校の教員が巨ヨ家の官僚組織の末端に位置づけられていることからもあきらかなよう

に，学校と地域，学校と家庭の結合は，それらを全体に結合するために不可欠に要請される事

態であるにすぎない。この場合，家庭と地域は動員すべき意識と人材の供給源なのである。こ

のようた結合関係の実体が可視化された歴史的な時期はいくつかあるが，最近では昭和30年代

以降の高度成長期がこれにあたっている。たとえば，東井義雄は昭和32年の自著『村を育てる

学力』について次のようだ解説を記している。

　r当時，兵庫県の教育研究所の人たちも，村のこどもの学力の問題にとり組んでいた。その

人たちは，村のこどもの学力が低いのは，村に希望がたいことだ。だから，せまい村の空は大

都会の空にも続いているのだという認識に立って，進学・就職の指導を強化することによって，

学力を高めることができる，という方向に研究を進めているようだった。私は，こどもに希望

を持たせ，生きがいを育てねば，学力が高まらたいという考えには賛成だが，あなた方の目ざ

す学力は，入学試験用の学力，就職試験用の，＜つめ込み〉でも問にあう学力に過ぎんじゃな

いか，それに，それは＜村を捨てる学力〉ということになってしまうじゃたいか。それでなく

とも，若者が村を捨てる傾向が年々強くなってきているのに，村はどうなってもいいのか，村

に，さまざまな問題があることは事実であるが，それを何とかきりひらいて進もうということ
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に自分の生きがいをかけ，いのちを燃やし，そういう中で学んでいこうとするようた＜村を育
　　　　　　　　　　　　　　　　　’，古．！肺一‘’o
てる学力〉を私は育てたいのだと対決した。」

　高度成長以後の過疎化，児童数の減少，学校の統廃合という事態は，たしかに，「村を育て

る学力」が理念にとどまったことを示している。しかし，この家族一地域一学校を新たた理念

のもとに新たた仕方で結合しようとする試みの挫折は，この三者がそれとは別の結合の仕方を

達成してきていることを示している。つまり，学校は，全体社会に向けての人材配分と意識統

合一社会化の下位システムとして家族や地域をまき込む仕方で新たたシステム化を達成したの

である。

　最初から産業の近代部門への人材配分と意識の国家への統合をめざして設立された近代学校

に比して，家族や地域がこのような近代的体制に適応する時期ははるかに遅れた。むしろ近代

学校が，この遅れを早急に埋める作業をおこたったのである。しかしながら今日までにすでに，

高度な産業体制やそれに見合うライフ・スタイルヘ適応することの困難た下位システムは，強

制的に統合されるかないしは消滅させられてきており，したがって，家庭や地域もまた一つの

下位システムとして全体のうちに統合されている。地域も，今日では，学校によって一方的に

統合されたり人材の狩り場となったりするのではたく，むしろ学校と敵対を含みながらも癒合

し合う一つのシステムを作り上げつつあるとみることができよう。これは学校と家庭の場合と

同一のメカニズムである。かくしてここに家庭一地域一学校複合体が成立するのである。

　ところで，この学校複合体内部でのライフ・スタイルは，r村を育てる学力」とr村を捨て

る学力」がたとえ理念的にではあれなお対立することのできた時代とは異なり，産業社会に適
　　　　　　　　　　　　　　1引11合したそれへと統一されている。われわれはすでに，近代学校や近代的産業部門でたとえ挫折

しても，なおそれとは異ったライフ・スタイルの優勢た農村や家族が残されているといった時

期からは，遠く離れているのである。同一の価値システム，ライフ・スタイルによって統合さ

れた学校複合体の成立が，今日の学校制度の今一つの特質である。

（4）合理化の徹底と機能障害

　今日のシステムとしての学校は，どのようた状態にあるとみるべきであろうか。すぐにあき

らかたことは，現在の学校制度が全体社会の下位システムとして他に類例のないくらいに巨大

化され組織化されていること，しかも，この巨大化のプロセスが停滞局面に入っていることで

ある。わが国もこの全体的傾向の例外ではたい。われわれの学校の現在もまた，教育の大衆化

と高度化が比較的安定した一種の高原状態（p1ateau）に至ったことから特色づけられるので

ある。

　わが国で高等学校への進学率が90％をこえ，さらに，4年制大学・短期大学への進学率が40

％を前にして停滞状態に達してから，すでに10年に及ぶ歳月がすぎている。9年制の義務就学

は障害児・者の教育の制度化による一定程度の整備などとともにほぽ完了し，さらに，就学前

教育と後期中等教育の就学率がともに100％に近づくにつれて，大多数の人々の在学年数は13
　　　　　　　　　　　　　　　1年をこえようとしている。人生の一から場合によってはそれ以上の期間を人々はフォーマルな
　　　　　　　　　　　　　　　6
教育機関の内部ですごすことになったのである。

　しかしこの拡大傾向にも歯止めがかかってきている。たとえば，高等教育への進学をとりあ

げれば，一方でたしかに専修学校・専門学校への進学は増えているが，他方で大学・短大への

進学は停滞や場合によっては減少の傾向すらも見せており，後期中等教育への進学が全員就学
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に近いかたちへと爆発的に拡大したのとは様変りした様相を呈しているのである。

　教育の大衆化・高度化が停滞した以後のかなりの年月を通して，学校は量的な拡大から質的

た変化の時期に到達したものとみてよい。つまり，はなばなしい外面的な変化ではたく，むし

ろ深部での静かな変化がもたらされつつあるのであり，その一つの帰結が，学校の徹底的な合

理化とシステム化であるといえる。このシステム化を本節では，選別システムとしての合理化

と学校複合体の成立という二つの面から見てきたのである。他方，すでに本稿の序文でも指摘

したように，今日の学校ではさまざまの局面で機能障害が露呈し，結果としてそれがこれまで

保持し続けてきた日常性・自明性までも根本的に動揺しはじめている。これらの機能障害もま

た，学校の量的拡大の停滞局面がもたらす深部での質的変化のあらわれとみることができる。

　今日の学校教育のシステム化・合理化と，その日常的自明性の動揺は，同根の二つの異った

生起であると考えることができる。それではこのシステム化・合理化と学校の機能障害とはど

のようにつたがり合うのであろう。

　本節でみたように，学校のシステム的合理化は，まず，選別システムの合理化としてとらえ

ることができる。この意味での合理化には，選別の根拠を訓練可能性に見ることと，選別の早

期化・日常化の二面がある。訓練可能性を基準とする入職者の選別は，O．J．T、を最小限の

経費で行うという経済合理性にもとづいているとともに，偏差値だと数値化された他者との相

対的た位置関係の差異にもとづいて細かく序列化された現行の学校システムにきわめて適合的

でもある。これに対して，選別の日常化と早期化は，選別のプロセスを長い時間をかけてゆっ

くりすすむものにかえそれによって衝撃をただらかにし選別の結果を主体的にうけいれ納得す

ることを容易にすると同時に，このようたプロセスで無駄に消尽されてきた巨大なエネルギー

を早々に他にふり向けることを可能にしている。この二面の選別の変化がともにロスの消失・

効率化という意味で合理化であることは明らかである。

　しかしこの結果は否定的た面をもつ。まず，選別の早期化と日常化は，早い時期から進路を

めぐる競走からおりる大量のこどもたちを生み出す。しかもこの脱落の客観的た理由は日常的

なできごとによって長い期間をかけて納得させられるから，このこどもたちは脱落を自分自身

で正当化する主観雨庄逃げ舞上あ一切を封殺されがちである。つまりこのような場合，こども

たちは，失敗の原因を「運」や「努力の不足」や「課題の困難さ」に求めることはできず，ひ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝利一たすら自分の「能力」の欠如に求めることを強いられるのである。加えて，先にWillisに関

連してのべたように，このようた学校的たものからの脱落を，学校の外にある文化を準拠とし

て正当化することもわが国ではむつかしい。反学校的なものが準拠することのできるのは，安

定した階級文化ではなく，つねに何程か商品化されたしかも基本的には遠く匿名で非人格的な

マスコミ文化であるか，さもなければ，家庭や地域そして伝統への根を学校制度そのものによ

って切断されマスコミ文化によってかろうじて外形だけを与えられている世代文化であるのか

のいずれかでしかないのである。

　このような状況にあるこどもたちは，より広い文化に包摂されているというアイデンティテ

ィの感覚やコミットメントを持つことができず，能力のなさについてのラベルづけに抗弁する

方途も持てず，散り散りに分散させられる。「学習された無気力」（leamed－help1essness）理

論を援用するまでもなく，生活全体についての「はり」を持つのは極度に困難な状況であると

いわたければならたい。

　このような事態の帰結が，すでに小学校段階で大量現象とたってきている学習意欲の喪失や
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学業不振，さらには授業についていけないこどもたちの増加となってあらわれてきているよう

にもおもわれる。学校での生活時間の大半は授業にあてられているが，わけのわからたい授業

に，しかも，主体的コミットメントをもちえたいこどもたちが，自分から意欲的に参加する道

理はないのである。

　この授業の不成立という状況に教師たちは総じてうまく適合的に行為することができていな

い。学校は本来，Durkheimや互nichが指摘するように，“manupu1ative”で勢力隔差や強制

性・労役性を免がれることのできたい場である。しかしこの権力関係を保持するのは，むきだ

しの強制力ではなく，多数の生徒たちが少数の教師たちにみとめる「文化の代表者」としての

人格的た「権威」である。したがって，数の上で絶対多数の生徒たちがこの権力関係の正当性

の承認を一度とりさげると，少数の物理的にはあくまで弱体な教師集団が学校の秩序を本来の

かたちで維持することはきわめて困難である。

　こ1のことに「訓練可能性」が象徴的に表示する教育内容のそれ自体としての無意味さがかか

わってくる。他者との達成度の差のみが問題であり，その測定に有効でありさえすれば学ぶべ

き内容が原則的に何でもよいとすれば，こどもたちがこのように無意味た学習に耐えることは

ほとんど不可能であると同時に，このようた学習からのこどもたちの脱落を防止しようとする

教師の努力もその必要性の内的確信を著しく減殺されたものとならざるをえないからである。

　権威の正当性付与を撤回されしかも教育内容の不可欠的必要性に内的確信を抱くこともでき

ない教師たちの秩序維持への努力は，極度に困難である。このきわめて深刻だしかもかつてた

い状況に直面して，教師たちの対応は往々にしてきわめて不器用であり，ある場合には強権的

でさえある。それというのも，強権的た対応のみが，正当性の再確立や教育内容の必要性につ

いての実存的確信の取り戻し，合意調達といったむつかしい課題を全面的に回避する唯一の手

だてだからである。選別の早期化・日常化，選別の根拠の訓練可能性への集約の二つは，学校

教育の選別配分機能の合理化システム化の徹底にほかならないが，それはまた必然的に今のべ

たような機能障害をひきおこすのである。

　他方，本節で見た今一つの合理化システム化は，家庭一地域一学校複合体の成立である。こ

の複合体の成立によって，これまでかたらずしも統合されていなかったこの三つの下位システ

ムは共有の生活規制，ライフ・スタイルにもとづいて統一され，こどもたちの行動や生活の規

制も首尾一貫したものとたってくる。加えて，この新たな制度化によって，こどもたちにこれ

まで確保されてきたいまだ学校化されていたい時・空間といういわば「遊域」のかたりの部分

が，この新たた複合体のうちにくみいれられ統制される。これもまた，社会の下位システムと

しての学校の合理化の徹底の一つである。

　しかしながらこの合理化の反面で，右の「遊域」の切りつめによってこどもたちは自分たち

だけの時・空間を失い存在の場を見出せたいままに追いつめられてくる。しかもこの狭小化さ

れた「遊域」は，先にものべたようにわが国の場合には，複合体の外にあるより欠きた集団や

文化によって支えられてはいないのである。

　よく知られているようにLangeveld，Ml　J．は，おとたの眼のとどかないこどもたちだけの

自立的た時・空間である「秘密の場所」（die　geheime　Stene）のもつきわめて貴重な人問形
　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘5ヨ’ミ3．s昌．lfヨf‘。j
成上の価値についてくりかえし言及している。かれによれば，ごく幼いこどもがすでに，お

となの助けなくしては生存すらもおぽつかたい「われわれおとたのもとにある」（bei－uns）

存在であると同時に，おとなの介入を許容しない自分だけに固有の世界をもつ「自分のもとに
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧5■s一朋〕
ある」（bei－sich）存在でもあるという二重性を有している。この二重性によっておとたに

とってのこどものわずらわしさもまた重層化されるのである。

　けれども，Langeve1dによれば，このきわめて面倒なこどもの“Bei－sich－sein”という面こ

そがむしろ，将来のこどもの自立のために欠くことのできたい初発的な基盤である。この面を

大切にされたこどもは，やがて，「秘密の場所」で，ある場合には一人で，別の場合には仲間

集団とともに自立的な自己組織化をくりかえす。それは学校においてはある場合には，反学校

的な生徒文化というかたちをとるかもしれない。ともあれ，この“Be｛一sich－sein”から“die

geheime　Stene”へ，さらに生徒文化から青年文化へと向う一連の一おとたにとっては一「イ

ンワ才一マルな」局面を十分に経過してのみ，こどもの自律的存在者への自己生成はすすむも

のと考えられるのである。

　合理的システム化を押しすすめ価値的に一元化された学校複合体は，余剰としての「遊域」

の存在を原則的には許容したい。つまり，今のべたインフォーマルた時・空間は統制されるべ

きものとして組織化の努力のうちにくみこまれ，たえず狭小化されるのである。かりに

Langeve1dの論が妥当するとすれば，ここでは次世代の自律化に深刻な危機が予想されたけれ

ばならない。これが，今一つのシステム化の徹底である学校複合体の成立がもたらす機能障害

である。

　以上，学校教育の合理的システム化の徹底がもたらす機能障害という非合理的た帰結を，二

つの面にわけて見てきた。さらに，ここでは選別のメカニズムとかかわって今一つの機能障害

について触れておかねばたらない。それは，学校の配分機能を通しての階層移動機能が停止す

るという徴候である。

　菊池城司は，わが国の高等教育進学率が停滞している理由を，さまざまの統計資料を援用し

ながら，公立の非進学高校で増加しつつあった大学進学希望者のある部分が就職希望と専修・

各種学校希望へ移動し，私立の非進学校でも進学希望の増加分が専修学校等に向いていること
　　　　　　｛o．拙一τ’．u
から説明している。日本教育学会・入試制度調査委員会調査報告によれば，高校学力格差（偏

差値）と父母の職業・学歴はみごとに対応している。さらに，家計調査報告（総理府統計局）

によって，「所得五分位階級別大学在学率（18歳～21歳人則こしめる4年制大学在学者の比率）」

を算出すると，国公立，私立のちがいたく，低所得層（I＋I［）は至979年から，中所得層（皿

十1V）は1978年から，在学率の低下がはじまっている。このことは，先の高校別進学率の変化

と「整合」している。つまり，「以前ならば4年制大学に進学する可能性のあった中所得層あ

るいは低所得層の一部が，専修・各種学校あるいは就職へと進路を転換しつつある」と考える

ことができるのである。

　今日のわが国で教育の大衆化と高度化が比較的安定した高原状態に至っだということは，社

会階層と学校格差を結ぶトラックがあらわたものとなりつつあることをも示している。このこ

とは，学校システムが有するはずの階層移動機能がほとんど停止し，さらにいえば，それが逆

に階層の現状を維持し固定化する機能をはたしつつあることを意味するであろう。先にのべて

きた選別の合理化と学校複合体の成立もまたこの階層固定化機能に向けて相補的に協働し合っ

ているのかもしれたい。とすれば，今日の教育状況において噴出しているさまざまの機能障害

は，新たなこの機能が安定化するための移行段階での不整合を調整するための一時的な混乱で

あると考えることもできるであろう。

　本節では，部分的合理化の徹底が生み出すさまざまの機能障害について論じてきた。しかし，

57



田　　中　　毎　　実

これらの機能障害が階層の固定化という新しい事態への移行と調整に起因するとすれば，この

部分的合理化の生む非合理性は，これとは別の次元での合理化にとってはあるいは機能的であ

るといえるのかもしれない。学校複合体と固定化された階層システムをもつ全体社会とが新た

なシステム的連関を作り出しつつあるというわれわれの半目断が妥当であるのか否かヒついてこ

こで十分た議論を行うことはできたいが，しかし，高度大衆教育体制の固定化という外見にも

かかわらず噴出するさまざまの機能障害が巨大た移行過程の進行しつつあることを表示するも

のであることだけはたしかであるものと思われる。

　このような教育状況にあって，学校での“mutual　regulation”はなお可能なのであろうか。

3）’’m∪tua1regulation川の可能性

　本稿ではこれまで，学校の本質藩と状況論の両面から，この特殊な社会組織の内部で

“mutua1regulation”の展開されるありようとその可能性に関して検討を加えてきた。これら

の検討からすれば，学校は本質的には特定の教育目的達成のために関連するすべてを機能的要

件として物象化し合理的に配置し組織化するシステムである。そして，状況的にみれば，この

システム化は今日のわれわれの世界では一つの極限にまで達しようとしているのである。

　けれども，くりかえしのべてきたように，教育の現実にお・いては，学校のすべてが官僚制的

に合理化された勢力隔差をもつ強制的で労役的で“manupulative”た制度となることはありえ

ない。日常的た教育関係においても，教師たちはたしかにある場合，成長する生徒たちに応え

る仕方で，できるだけ生徒たちの自発的な自己規定の許容範囲を広げようと試み，かれらのさ

まざまの仕方での自己表出をとらえ理解しそれに応えるべく自分の応答性を高めようと努め，

さらに一般的にいって自分の状況についての反省力，対応力を可能なかぎり強めようともして

いるのである。

　もちろん，教師という職分も一Weberが政治家という特殊た職業についてのべている議論
　　　　　○哩
を援用すれば一また，動機の純粋さだけを問題にする「心情倫理」に即していれば良いので

はなく，つねに結果を問いつめるr責任倫理」によっても行動や生活を偉さなければならない。

Weber流にいえば，このような職業人には，「情熱」，「目測能力」，「責任感情」の三つの資質

が必要である。ここで，情熱とは，“Sache”への，さらには「それを命じた者」への即事的

情熱的た献身であり，目測能力とは，「現実を内的な集中性と平静さをもって自分に作用させ

ることのできる能力」であり，簡単にいえば「物と人から距離」をとる能力である。したがっ

て，この二つの資質は，先の二つの倫理がそうであるように相互補完的である。

　この場合，相補性の一方の側であるr責任倫理」，r目測能力」がシステム役割演技者として

の教師を，他方の側である「心情倫理」，「情熱」が“mutua1regu1ation”における人格的な相

互行為主体としての教師をそれぞれに特色づけるわけではたい。この二つの「倫理」と「資質」

の相補性を欠けば，システム役割演技者としてであれ相互行為主体としてであれ，およそどの

ような十分た教育活動も教師はたしえたいと考えるべきたのである。このようた相補性が不可

欠であることを示すために，Web芋rは必要た第三の資質として，「心情」にも「結果」にも応

答する（antworten）ことのできる能力であるr責任感情」（Verantwort1ichkeitsge揃hl）を

あげているのである。

　この相補性という視点からすれば，システム役割の演技者としての教師と相互行為主体とし
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ての教師もまた，対立させられるべきではあるまい。教師はこの二重の意味での行為者である

場合にはじめて，十分た意味で教師としての職分を果しうると考えるべきであり，さらにこの

ようた教師においてこそ，責任感情を中核におく二つの倫理と二つの資質の相互補完が可能と

なるとみるべきであろう。加えて，教師はこのようた演技と相互行為によってこそ，“mutual

regulation”を展開することを，さらにはシステムとしての学校を維持することを，同時に可

能にするのである。

　このような幸福た調和のイメージが展開されていることを，極端な議論を展開している

Comeniusの場合にも，I11ichの場合にも，さらにはDurkheimの場合にもWeberの場合にも，

それぞれの強調点の違いにもかかわらず，共通して見とることができる。これは本稿で見てき

たとうりである。しかし，われわれは，このイメージがいずれの場合にもかすかた徴候として

しかのべられていたいことに注意したげればならない。

　本稿でみてきたように，今日の教育状況においてはあきらかに変動の基本的た方向は過剰た

システム化へと向いている。この過度に強い圧力に抗して，当然ながらさまざまの対抗運動が

ひきおこされる。それが今日のさまざまの改革の動きとたってあらわれている。I工11chの論が

この対抗運動の理論面での極端たあらわれであることはことわるまでもなくあきらかである。

けれども，この一方向の圧力も，さらにそれに抗する対抗運動もともに，極端な二老択一に向

わざるをえないという危険をまぬがれることはできない。極端た択一はいずれの方向であれ相

補性を解体する。この場合には，“mutua1re馴1ation”を期待することはできない。

　過剰たシステム化が“mutual　regulation”の可能性を否定することを，本稿ではみてきた。

次の課題は，このシステム化へのさまざまの対抗運動がこの可能性を生かしうるか否かを検討

することである。

注

1）　以上の諸点について詳しくは科硯報告書（15〕を参照されたい。

　なお，以下の記述は，報告書第二章4・5節と主にかかわる。

2）　すでに報告警で論じたように，酬ksonの“mutua1regu1ation”についての基本的把握は，『幼児期と杜

　会』てほぼ出揃っている。以下の四点にまとめることができる。

　①家族は，その成員カミ相互に相手に合わせて自分自身を調整し合うこと（mutual　regulat三〇n）によって，

　相互に成長しあうのであり，たとえば，「赤ん坊は家族から支配されると同時にその家族を支配し育て」て

　おり，逆に，「家族は赤ん坊によって育てられたがら赤ん坊を育てている。」（33，p．69）

　②こどものしつけは，人間以外の場合には，「本能的互酬性（reciprocity）の最高の形」であるが，人間の

　場合には，この本能のかわりにr伝統と道徳意識」が相互行為を担わなければならたい（33，pp194－5〕。

　　しつけの仕方は，つねに特定の文化状況を背景にしている。そ・こでたとえば，文化に重大た変化が生じて

　　しまっているのにもかかわらず，なお古い文化への統合のため0）「繊細た道具」である特定のしつけ方が

　固持され（33，p．154），結果として所与の文化への適応問題をひきおこしたり（33，p．163〕，逆に，古いし

　つけ方が新しい文化を維持するために不可欠の部分機能の役割を担わされ，利用されたりすることもあり

　　うるのである（33，pp．24雌．）。

　③家族の“mutual　regu1ati㎝”がうまく機能しない場合には，個々の成員は，たとえば親の場合なら，「多

　忙な仕事や社交生活」へ，こどもの場合たら，「自分の身体」への「自己性愛」に向うといった仕方で，「他

　者を排除した自治の領域」を求め，それによって「代用規制」を獲得しようと努める。結果として，家族

　成員の相互成長が妨げられ，場合によっては，繕神障害すらもひきおこされる。（33，pp．68－9）
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　　④こどもの精神的危機は，「かれにとって重要な存在である周躍の人たちのもつ潜在的危機への特定の反応」

　　である場合がある。この具体例として瓦riks㎝は，失職の可能性におびえる父親と幼い娘とのかかわりが

　　幼い娘の奇妙た遊びとなって結実するという事例（33，pp．233王f．〕とか，夫婦の危機的な関係が幼い息子の

　　放火衝動となってあらわれる事例（33，pp．238ff．）とカ㍉より一般的な黒人の否定的アイデンティティ形成

　　の事例（33，pp，241ff．）とかのさまざまの事例をあげている。

　　すでに明らかなように，②で示される生物学的な規定性からの自由を，社会文化的た規定性の相互的・主

　　体的とらえかえしによる自己決定によってみたす仕方で，親と子の二つの世代は，相互的に自己生成をす

　　すめるものと考えられているのである。Freudの生物学的決定論的枠組をあえて“Childhood　and　Society’’

　　という枠組で再規定することが，亙riks㎝の基本的意図とみてよい。ところで，Eriksonはくりかえし，

　　人間に固有のきわめて長期にわたる未成熟期が，成人期一わけても“generatiV｛ty”によって特徴づけられ

　　る成人後期一の異様な長さとほば対応していることに，注意をうながしている（36，p．254，260）。この時間

　　的対応が，“mutua1regulation”という社会文化的規定を介する相互生成の成立する時問的地平である。

　　本稿で問題にする学校内での“mutual　regu1atiOn”もまた，大半はこのような相互生成の時間的・空間的た

　　圏内での生起としてとらえることが可能である。

3）　これは，人間形成論に関するわれわれの研究会の共通認識である。この点については岡田渥美（研究代

　　表者，京都大学）による報告書第一章の記述を参照（互5）。

4）　日常的た生活世界を把握するために，Husser1のいう「自然主義的態度」の「現象学的還元」を方法論的

　　に援用するのが，現象学的社会学（67，pp，208ff．）あるいはエスノメソドロジー（43，pp．35ff．）の基本的

　　な立場である。しかし，人類学にみられるように，異邦人は当初からこの“marginal”な立場に立つほかは

　　たく，さらに，変革期の人々もまた「還元」たしにこのようた立場に立たざるをえたい。

5）　この「労働」と「相互行為」の関連を問うことがHabermasの理論の出発点の一つであることは，周知

　　の開講講演（46）にあきらかである。なおこの点については，拙稿（13，15）も参照されたい。

6）　この点については，自然を搾取するのではたく自然と相互的に実現し合う人聞の活動という「解放的」

　　イメージによって支えられ，「均質で空虚な時間」にもとづく「進歩」観念を根底的に批判して展開される

　　Benjaminの時間論（2王）を参照。こどもはおそらく，学校に入学し“punctuality”という規範への同調を

　　強いられることによって，このような「空虚」な時間に順応しはじめるであろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　1
7）　たとえば，年功序列・終身雇用・内部昇進という特性は，わが国に固有であるのだろうか。本当に欧米

　　にはあまり見られないのであろうか。さらに，この特性は，わが国の雇用者のうちどの程度の割合の人々

　　にあたっているのであろうか。その割合はひどく低いのではあるまいか。最後に，この特性の働く」部の

　　企業や官庁は，経済状勢の変化とはかかわりなくこれを維持するのであろうか。それはすでに崩壊しつつ

　　あるのではあるまいか。以上の諸点はもちろん実証的にたしかめられたければたらない。しかし，残念た

　　がらこれ以上の解明は別の機会に試みるほかはたい。

8）　この問題とかかわって，潮木守一は，教育の合理化過程を，「前近代的教育形態としてのイニシェーショ

　　ソ」からギカリスマ的教育」を経由して「官僚制的教育」へ向うプロセスとしてとらえている（3）。この

　　「カリスマの日常化」を経由するプロセスの把握は，官僚制的専門的教育の脱人格的で部分的限定的た性

　　格を指摘する点で，Weberの把握と対応する。加えて，これが不可逆的たプロセスではなく，どのような

　　状況にあってもくりかえし，全存在的なかかわりである＜カリスマ的＞た教育への回帰運動が生じるとし

　　ている点でも，きわめて示唆的である。しかし，われわれの論点である再教養化は残念だからこの理論構

　　成のうちにくみいれることができたい。

9）　これについては，（14）の第二章第2節を参照。

1O）　学校制度が階層移動の十分た機能を果していたいことについては，Thurow，Collins，Jencks（52）の

　　見解は共通であ私わが国の場合については，天野（1），黒崎（7〕，耳塚（18〕も参照のこし
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